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1．問題の設定

本稿の目的は，社会の高度化複雑化が急速に進むなかで，教職に求められる専門性を

リスク管理という視点から検討することにある。教職の専門性あるいは専門職性とは，

「『専門的な知識と能力』に基礎」をおき，「その仕事が高度に知性的なもの」（佐藤

2015,p.40）をいう。つまり，教職の専門性／専門職性は，高度の専門的な知識と能力

を備え，その知識と能力の基礎づけによって確立される。ここでいう「高度の専門的な

知識と能力」は，以前は「教科」のそれを指した。そのことは，優れた教育実践家であっ

た斎藤喜博の「自分の授業の説明が子どもたちにわかっているかどうか，反省しなけれ

ばならない。教材とか指導方法とかに力のある教師が教えれば，わからない子どもでも

わかるようになるという事実のあることを反省すべきである」（斎藤2006,p.30）との

言葉や，大村はまの「『研究』をしない先生は，『先生』ではないと思います。…大事な
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DiscussionontheRequiredElements

inProfessionalityofTeaching

fromthePerspectiveofRiskManagement

HiroyoshiUMIGUCHI

要 旨

学校安全に求められる教職の専門性を，デューイの「経験」概念を手掛かりにリスク管理

の視点から検討した。その結果，学校管理下における事件・事故を可能な限り未然に防ぐに

は，児童生徒の安全確保の方法について過去の事例を教材とし，その内容を将来起こり得る

事態と連続的に捉え「探究」する姿勢が重要であることが導出された。このことから学校安

全に関する教職の専門性は，状況に応じて適切な判断を下せる能力ということができ，それ

は実践での経験をとおして磨かれる思考力といえる。

キーワード：教職の専門性，リスク管理，リスクマネジメント，学校安全，デューイ

教職の専門性に求められる要素の検討

リスク管理の視点から

海 口 浩 芳



ことは，研究をしていて，勉強の苦しみと喜びをひしひしと，日に日に感じていること，

そして，伸びたい希望が胸にあふれていること…これこそ教師の資格だと思う」（大村

1973,pp.20�22）といった言葉からうかがえる。

しかし，社会の急速な変化によって，学校教育の抱える課題が多様化する現在におい

ては，教師に求められる「高度の専門的な知識と能力」の範囲は，もはや「教科」にと

どまらず「教科外」の活動にまで広がっている。例えば，「学校安全」への取り組みは，

その好例である。「学校安全」とは，学校保健安全法の施行（1）（2009（平成21）年4月

に旧学校保健法を改正）を受けて，2012（平成24）年度に策定された「学校安全の推

進に関する計画」（2）にもとづき，地域・学校・教職員が連携して児童生徒等の安全を脅

かす事象に備えることをさす。このように現在では，安全管理の面からも教師に適切な

対応とそのための専門的な知識が求められる。そこで本稿では，教職の専門性を構成す

る要素の一つである学校安全に関する知識を教師がどのように獲得できるかを検討する。

ところで，本稿での検討に先立ち概念の整理をしておきたい。万が一の危機／危険に

備える安全管理の概念に「リスク管理」と「危機管理」がある。まず，この二つの概念

の違いを押さえておきたい。リスク社会論で有名なベック（Beck,U.）は，「リスクと

いう概念は，安全と破壊とのあいだの媒介をおこなうという特異な地位にある，という

特徴」（Beck訳書2014,p.235）をもち，「もはや信頼と安全〔が保障されるわけでは

ないが〕，まだ破壊と大惨事〔には至っていない〕というように，『もはや……ないが，

まだ……』というこうした特異な現実にあるという位置づけが，リスクという概念が表

現するもの」（Beck訳書2014,p.236）と指摘する（3）。また，日本災害情報学会によれ

ば，「危機管理（crisismanagement）は，災害が発生した後の危機的な状況での活動

を，リスク管理（riskmanagement）は，災害が発生しないように対処する活動を，

それぞれ対象として区別している」（2016,p.216）。つまり，リスク管理は災害（また

は事件・事故）の予防に，危機管理は対応に重点を置くという違いがある。一般に学校

という場は，事後の対応よりは事前の対応，すなわち備えを重視する傾向があることか

ら，本稿では「リスク管理」の視点から検討を行う。

2．先行研究の検討

2．1．学校安全が重視される理由

学校管理下での事件・事故および災害等による児童生徒の負傷や死亡事例は依然とし

て多い。多くの人々の記憶に刻まれているものだけでも，2001（平成13）年6月8日

に発生した大阪教育大学附属池田小学校における学校侵入者による無差別殺傷事件や，

2011（平成23）年3月11日の東日本大震災があり，東日本大震災では死亡・行方不明
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の児童生徒等が600人以上を数え（4），東京電力福島第一原子力発電所（以下，東電福島

第一原発）の事故による原子力災害でも多大な被害が生じている。

こうした事態の再来を避けることをめざし，文部科学省（以下，文科省）は2012年4

月に「学校安全の推進に関する計画」を策定する。そこでは，児童生徒の安全を脅かす

事件・事故災害に対応して，学校安全の領域を「生活安全（防犯を含む）」，「交通安全」，

「災害安全（防災）」の3つに分類している（表1）。

各領域の詳細をみると，生活安全は日常の学校管理下（授業，学校行事，休憩時間，

課外活動など）における事故のほか，通学路での犯罪被害やSNSなどインターネット

を介した犯罪被害等の事件を含む。交通安全は交通事故への対応だが，近年は児童生徒

が被害者としてだけでなく自転車による事故の加害者になる事例も増加しており，その

対処も含まれる。災害安全は地震や津波，台風による風水害などの自然災害や東電福島

第一原発の事故による原子力災害が含まれる。これら3つの領域からなる「学校安全等

を中心になって行うのは教職員であり，その知識・技能や意識の向上が求められる」

（「学校安全の推進に関する計画」p.22）ことから，文科省は現職の教員には，研修お

よび免許状更新講習において「一定水準の知識や資質を備える」ことを求め，教職志望

の学生には，養成する大学等に対して「学校安全に関連する講義の開設や教育実習での

学校安全に係る業務の実施など積極的な取組がなされるよう促す」（「学校安全の推進に

関する計画」p.24）とした。こうして，現職および将来の教員に求められる専門的能

力の一つに学校安全に関する知識が新たに加えられたのである。

上述したような教職において身につけるべき新たな専門的知識等は，中央教育審議会

（以下，中教審）答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学

び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」（2015年12月21日）の内

容を踏まえ策定された「教職課程コアカリキュラム」が規定する内容にも反映されてい

る。教職課程コアカリキュラムは，2016（平成28）年に改正された教育職員免許法お

よび同施行規則にもとづき教職課程を有する全大学に対して，「教職課程で共通的に修

教職の専門性に求められる要素の検討
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表1 学校安全の領域

領 域 事 項

生活安全（防犯を含む）

・学校管理下における事故

・学校への侵入者による事件

・通学路での不審者による事件

交通安全 ・交通事故

災害安全（防災）
・自然災害

・原子力災害

文科省「学校安全の推進に関する計画」に基づき筆者が作成。



得すべき資質能力」を示したものであり，学校安全については「教育に関する社会的，

制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）」科目にお

いて扱うこととされている。

2．2．教職の専門性に関する先行研究

教職の専門性について追究した先駆的かつ代表的なものに，佐藤（1997）の「教師の

省察と見識 �教職専門性の基礎�」がある。佐藤は，教師の専門的力量（＝教職の専門

性）について，教授学や心理学の「原理や技術に習熟した技術的熟達者（technicalex-

pert）」（佐藤1997,p.58）と捉える立場と，「『省察』と『熟考』の二つの実践的思考に

よって，問題解決過程における理論と実践の相互作用を実現する」「反省的実践家（re-

flectivepractitioner）」（5）（佐藤 1997,p.65）と捉える立場との間で一つのアポリア

（難題）が生じているという。そして，反省的実践家モデルを支持する立場から，教師

の専門的成長に決定的な役割を果たす概念として，「同僚性（collegiality）」と「援助

的な指導（メンタリング：mentoring）」の二つをあげている（6）。

また，佐藤と同じく反省的実践を重視する立場から，稲垣は「専門性の中核的な意味

は，実践における自律性（オートノミー）」であり，その特質から教職の専門性には，

「自らの実践の検討を目的とする『実践のふりかえり』と，教師，さらには父母，研究

者などを含めての『学びあい』が求められる」（稲垣2006，pp.170�171）とする。ここ

での「ふりかえり」とは，授業の後での気づきを記録し，実践をふりかえる単独でのふ

りかえりだけでなく，それ以上に同僚との共同でのふりかえりを意味する。それは異な

る視点からの「学びあい」を深めることであり，それによってマニュアルを求める研修

とは異なり，「一人ひとり自律的成長を求めての学び合い」が生み出されていく（稲垣

2006,pp.171�174）。

佐藤および稲垣の指摘から，教師の成長（＝教職の専門性向上）に必要なのは，個人

的スキルの向上はもちろんのこと，それ以上に協働的スキルの向上にあるといえる。協

働的スキルの向上には，協働のベースとなる幅広い教養（専門知識を活かすうえでの基

礎となる知識や経験）の修得が欠かせないが，これまでの中教審答申にみられるように，

「日本の教師教育は未だに教師の態度，資質，技能の向上をめざす『資質（trait）アプ

ローチ』にとらわれており，知識基盤社会に対応して教師の知識，見識，省察，判断の

向上をめざす『知識（knowledge）アプローチ』への転換がはかられていない」（佐藤

2016,p.25）という問題点がある。したがって，「教職課程コアカリキュラム」におい

て新たに定められた項目「学校安全」についても，「資質」ではなく「知識」として身

につけ，教職の専門性を高める必要がある。
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2．3．学校安全に関する先行研究

学校安全についての理解や知識については，養護教諭および保健体育教諭の教員免許

を取得する場合には，その内容を含む「学校保健」が必修科目であるため学ぶ機会があ

るが，教員免許の取得をめざす全学生を対象に学校安全を学ぶ科目を開講している大学

は大阪教育大学だけであり，選択科目として開講しているところも東京学芸大学，弘前

大学など極稀である（根岸2014,p.19）。

附属小学校での侵入者による無差別殺傷事件を受けて，2007（平成19）年から必修

科目として「学校安全」を開設している大阪教育大学では，その取り組みについて白石

（2017）が，学生による授業評価の分析から，実践力を養えるような理論を構築するこ

との必要性を説いている。また，戸部（2015）は学校安全に関する授業の履修者を対象

とした調査から，リスク管理においてはこれまでの発生事例を分析し，その結果を活用

することの必要性を指摘している。

これらの研究が，養成段階における学校安全に視点を置くのに対して，リスクの理論

と方法を駆使し，エビデンスにもとづく学校安全の方策を主張したのが，内田（2010）

である。内田は，リスクについて，自然科学はその損害の「実在」の側面から分析し，

社会科学は社会的・主観的な「認知」の側面から分析する点に注目する。そして，学校

安全の施策において「認知」されている事故と「実在」レベルにおいて高確率で発生し

ている事故との間に大きな隔たりがあることから，エビデンスにもとづく慎重な現状分

析の必要性を説く。つまり，文科省の施策をはじめとした学校安全をめぐる，社会の議

論が理論的基礎に乏しいとの指摘である。

このように学校安全に関する先行研究が近年蓄積されてきたものの，いずれの研究も

教職の専門性を構成する要素の一つとして「学校安全」を捉え，その知識等をどのよう

に修得するかについては論究していない。

3．分析の視点

本稿では，デューイ（Dewey,J.）の著作『学校と社会』（訳書に所収されている「子

どもとカリキュラム」論稿を含む），『経験と教育』および『民主主義と教育』に記され

た彼の思想を手掛かりに，教職の専門性を構成する要素の一つとして学校安全に関する

知識等を教師が如何に身につけ，児童生徒への指導に生かすことができるのかを検討す

る。なぜ，デューイの思想を手掛かりとするのか。その理由は以下による。

周知のように，デューイは20世紀初頭に隆盛した進歩主義教育の理論的指導者であ

る。デューイが開設したシカゴ大学附属実験学校（デューイ・スクール）での実践は，

教職の専門性に求められる要素の検討
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社会生活における経験を重視し，「仕事（occupation）」（7）による主体的・能動的な学び

を企図した。このデューイ・スクールでの成果にもとづき，理想の学校像を具体的に提

示したのが『学校と社会』である。当時，その影響はアメリカ国内にとどまらず，日本

をはじめとする海外にも及び，優れた教育実践論として受容されたが，いま改めて読み

込むと，そこには教育実践を行ううえで，教師が備えておくべき見識や知識が記されて

いることに気づく。さらに，現在教育現場においては2020年度から始まる新学習指導

要領に向けて，アクティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）による授業をど

う実践するかが大きな課題となっているが，いまから100年以上前にすでにデューイは

その方法を『学校と社会』に，実践における経験の理論化を『経験と教育』，『民主主義

と教育』のなかに記している。また，それらに学校における学習の内容，方法および運

営について具体的に提示しており，それはカリキュラム・マネジメント（8）の思想を先

取りしているといっても過言ではない。つまり，古典でありながら，その内容は鮮麗で

あり，現代における教育課題の分析にも十分適している（8）。

4．事例と方法

2017（平成29）年度から実施されている「第2次学校安全の推進に関する計画」で

は，今後の「目指すべき姿」について，「学校管理下における児童生徒等の事故に関し，

死亡事故の発生件数については限りなくゼロとすることを目指す」（下線および太字は

原文のまま）としていることから，学校安全の3つの領域「生活安全（防犯を含む）」，

「交通安全」，「災害安全（防災）」のうち，ここでは「生活安全（防犯を含む）」の領域

に特化して分析する。

選定した事例は，2016年1月1日～2017年9月28日までに発生した学校管理下にお

ける事件・事故のうち，全国紙（朝日・読売・毎日の各新聞）すべてに継続的に記事と

して掲載された事件・事故である。これらの事例について，『学校と社会』，『経験と教

育』，『民主主義と教育』に記されたデューイの思想を分析概念として，学校安全の知識

修得と教職の専門性獲得との係わりを検討する。

5．考 察

以下では3つの事例を取り上げて，教職の専門性の観点から，学校安全に関する知識

や経験の有無が教育活動に及ぼす影響について考察する。
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学校管理下における事件・事故への対応で，一番悩ましいのが登下校時における事件・

事故の問題である。登校後の児童生徒の安全確保については，2001（平成13）年6月

に発生した大阪教育大学附属池田小学校での侵入者による無差別殺傷事件を契機として，

文科省は2002（平成14）年度から「子ども安心プロジェクト」を推進し，『学校への不

審者侵入時の危機管理マニュアル』（2002年12月）や『学校の安全管理に関する取組

事例集』（2003年6月）等を作成し，教職員への意識づけを行った。また，施設面での

防犯対策についても「学校施設の防犯対策について」（2002年11月）を提言し，それ

にもとづき「学校施設整備指針」の改訂（2003年8月）を行っている（10）。これらの取

り組みを受けて，現在では校門等の施錠や校門から校舎入口までの導線を見渡せる位置

に事務室または職員室を配置し，来訪者を的確に確認・管理する受付の設置等の対応に

よって，不審者の学校侵入は，かつてに比べ抑制されている。このように学校の敷地内

においては，複数の教員ならびに職員の目が届き易いことや，緊急時に応援を頼むこと

が可能なため，未然の防止策を立て易い。しかし，登下校時は，教員らの監督が行き届

く範囲が限定されるため，児童生徒の安全確保には限界がある。事実，登下校時に通学

路において事件に巻き込まれる事案は後を絶たない。したがって，こうした限界を地域

のボランティアによる協力によって補っているわけだが，事例1ではそのボランティア

が加害者となった（11）。このような事態を未然に防ぎ，児童生徒に自身の安全確保の術

を身につけさせるには，教師はどのような防犯教育・指導をすべきなのだろうか。

事例1は，加害者が被害者と近所で顔馴染みであること，さらに保護者会会長という

立場から，被害者は油断していること，また周囲の人々は身内意識による無防備から不

審行為を見逃しやすい状況で，その結果生じた事態と考えられる。このような場合，周

教職の専門性に求められる要素の検討
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事例1 通学路での不審者による事件 �千葉県我孫子市女児殺害遺棄事件�

�概要�

2017（平成29）年3月に千葉県我孫子市の排水路に架かる橋の下で，同県松戸市

に住むベトナム国籍の小学3年女児（当時9歳）が遺体で見つかった。女児は修了式

があった3月24日午前8時頃に，通学のため一人で自宅を出たまま行方不明となり，

26日朝に自宅から約12キロ離れた我孫子市で全裸の状態で死亡しているのを発見さ

れた。ランドセルや衣服，防犯ブザーなどは死体発見現場から約19キロ離れた場所

で見つかった。その後，遺留品発見現場付近の防犯カメラに24日午後，容疑者の車

が映っていたことや，死体遺棄現場の遺留物と容疑者のDNA型が一致したことで，

警察は4月14日に容疑者を逮捕した。

逮捕された容疑者は，女児の自宅から300メートルしか離れていないところに居住

し，女児が通う小学校の保護者会会長を務める男（46歳）だった。男は，保護者会

会長を2016年度から務め，市の少年補導員も委嘱されており，ほぼ毎日通学路で児

童の登校の見守り活動をしていた。



囲の大人たちによる警戒活動には限界があるため，児童生徒本人が危険回避の術を備え

ておくことが必須となる。その際に教師がすべきこと，言い換えれば，教職の専門性か

らみた学校安全への取り組みは，児童生徒にさまざまな場面を模擬的に経験させ，そこ

から学ばせるとともに，その経験を通して異なる状況下における対応を，児童生徒が自

身で想像できる力を育てることである。児童生徒にさまざまな場面を経験させることは，

これまでの事例にもとづくロールプレイによって可能なので，それほど難しいことでは

ない。難度が高いのは，これまで経験したことのない事態や状況への適切な対応を想像

する力を育むことである。この難題に対しては，デューイの指摘が参考になる。デュー

イは，学校段階において初等教育から中等および高等教育までが有機的に繋がっていな

いことを批判する文脈において次のように述べている。

「探究の精神は，ひたすら探究の態度をとおしてのみ，また探究の態度をもって

してのみ獲得されるものであるということは，大学と同様に，通常スクールといわ

れる学校の場合にも当てはまる真理である。生徒は，たんに瑣末な多くの事柄を学

ぶのではなく，自分の視野を拡大し，意味のある事柄を学ばなければならない。」

（Dewey訳書1998,p.140）

デューイのいう「探究」とは，具体的な素材や道具を媒介とする対象的活動と推論的

な精神活動との相互作用による思考をさす。それは「反省的思考」とも呼ばれる。この

探究によって，児童生徒はこれまでどのような事案があったのかを調べるなかで，それ

ぞれの事例において，どのような防犯対策が有効かといった仮説を検証し，自ら学校安

全についての理解を深めることができる（12）。そのために教師がすべきことは何か。デュー

イは教材選定の重要性を指摘する。

「人間がその最高の目的を実現するためには，思考し行動するうえでの特殊な媒

介手段や方法をわがものとして自由に使いこなすことこそが，人間にとってどんな

に大切なことであろうか。そのようなことを明確に例示しうるような教材を選定す

ることによって，当の子どもにとって，漠然とした経験の統一体である自己を，思

考し行動することとのかかわりの側面からの問題についても，同じようにいえるの

である。すなわち，子どもに自分自身の内面に，以上のようなことと同様な発達が，

必要であることを認識させることになるのである。」（Dewey訳書1998,p.173）

デューイの指摘は，教科教育における教材選定の重要性を指摘したものだが，学校安

全についての知識および理解を生徒に浸透させるには，特定の教科等において取り扱う
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だけでなく教科横断的な活動として学校安全を取り扱うことも有益である。そのうえで，

生徒たちの探究による学びを拡大・深化させることで，新たな局面に遭遇した際の適切

な対応を生徒一人ひとりに見合った形で見出せるように，探究をいかにサポートするか

が教師には問われよう。探究を通して学んだ内容が机上の空論にならないためには，日

常の経験に還元される必要がある。ただ注意が必要なのは，経験への還元がバラバラで

統一的でない場合，それは教育とはいえない。なぜ散在では駄目なのか。「教育の目的

というものは，子どもが隔離された場所としての学校に通学するためにではなく，むし

ろ学校の外での子どもの経験の典型的な側面を反復表現して，そのことによって，その

経験を拡大し，豊かなものにし，次第に定式化していくことにある」（Dewey訳書

1998,p.172）からである。

事例2は，大学における安全教育の課題を浮き彫りにした。学校安全については，そ

の対象が小学校から高校までと解釈されやすいが，「学校安全の推進に関する計画」で

は幼稚園から大学までをその対象としている。大学の場合，サークルやゼミ活動などで

学外のイベント等に参加する機会が高校までよりも格段に多くなる。つまり，活動の場

は学外であるものの，学生への指導および監督という点では，参加する学生に十分な安

全管理の意識とその方法を周知させねばならない。とりわけ教職志望者には，その意識

づけを周到に行う必要がある。これらの条件を考慮したうえで，事例2を考察すると学

校における安全指導の前提となる学生の生活経験が乏しいことに起因することが分かる。

通常，私たちは白熱電球の表面は高温になることを経験的に知っている。それは学齢

期までに家庭において電球の取り換えを経験するか，あるいは家人が交換するのを見て，

消灯直後は高温で熱くなっていることを知るからである。こうした経験知を多く積み重

ねることで，私たちは危険に対する安全意識を醸成していく。しかし，そうした経験知

を持たない者は，事例2の学生のように可燃物が密集するなかに白熱電球を入れること

教職の専門性に求められる要素の検討
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事例2 学外での活動における事故 �神宮外苑イベント火災�

�概要�

2016年11月6日夕刻，明治神宮外苑で開催された現代アートのイベントで，屋外

に展示されていたジャングルジムの構造をした木造作品から出火し，作品内で遊んで

いた幼稚園児（当時5歳）が焼死した。また，園児を救出しようとした父親と男性の

二人も火傷を負った。出火した木製の作品は，A大学の学生らが制作・出品してお

り，木枠の内側に多量の木くずを絡めつけていた。

火災当日は，A大学の学生4人が作品の展示を担当し，出火数十分前の午後5時

前に周囲が暗くなってきたことから，白熱電球を使った投光器を植木鉢に入れ，上向

きにして作品内部に設置しており，これが直接の出火原因となった。



の危険性を予測できない。現在は家人の手伝いを通して，あるいは地域社会の人々との

交流を通じて経験知を高める機会が減少していることから，それらに代わって経験知を

高める取り組みが必要だといえる。

経験知を高めることの重要性について，デューイは「自然にじかに触れることや，現

実の事物や材料の取り扱い方や，それらのものを実地に操作する過程に触れることから

得られて，しっくりと身についた知識，さらにそれら事物の社会的な必要性や用途につ

いての知識をもつことが，教育の目的として重要な意義をもつ」（Dewey訳書1998,p.

68）という。デューイによれば，教育とは経験の絶えざる再構成（Dewey訳書1998,p.

273）であることから，経験知に乏しい教職志望者や若手教員に対しては，まず指導す

る立場の者が，幅広い経験を可能とする実践の場を提供し，その実践に際して適切なア

ドバイスを行うことで彼／彼女らの経験知を高めることが重要だろう。

学校管理下における事故の発生率は，運動部活動が活発化する中学校段階が最も高く，

高校段階でも近年増加傾向にある（第2次学校安全の推進に関する計画，p.3）。事例3

は，運動部活動中のリスク管理が不十分だったことに起因する事故といえる。リスク管

理が不十分だった点として，第一に現場責任者と引率教員との間で安全を担保するルー

トの認識について相互に理解が異なっていた（共有されていなかった）ことがあげられ

る。現場責任者が「雪崩が起きやすい地点には近づかないので大丈夫だろう」と思って

いても，ルートの選択権を与えられた引率教員が，雪崩が起きやすい地点についての理

解が十分でなければ，現場責任者は危険と判断する場所であっても侵入してしまう可能

性がある。第二は春山といってもまだ残雪深い山への登山に登山経験のない部活顧問を
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事例3 部活動中における事故 �那須登山講習雪崩事故�

�概要�

2017年3月27日に栃木県那須町において，春山登山講習中の高校生と引率教師あ

わせて48人が雪崩に巻き込まれ，県立大田原高校の生徒ら8人（引率教員1名を含

む）が犠牲となった。事故当時，雪をかき分けて前進するラッセル訓練中だったが，

一般に樹木などの障害物がない斜面は雪崩の危険が高いため，過去の講習会では樹林

帯内の斜面を登り下りするルートを取っていた。しかし，今回は引率教員のうち登山

経験豊富な教員が，事故直前に樹林帯を抜け，さらにその先の岩まで進むルートに決

定し，進行中に雪崩に遭遇した。

講習会の現場責任者である教員は，29日の記者会見で，今回の講習内容の判断に

ついて「雪崩が起きやすい地点には近づかないので大丈夫だろうと判断した」「経験

に照らして絶対安全と考えた」と釈明したが，どのルートを選択するかは引率教員が

決めることになっていたという。なお，犠牲となった教員は3人いる山岳部顧問の1

人であり，教員1年目で登山経験はなかった。



充てたことである。運動部顧問の就任については，各学校の事情により当人の経験や専

門性が考慮されることなく機械的に割り当てられるため，それはやむを得ないことだが，

今回のケースであれば，未経験者が参加しているが故にルート選択をする引率教員は過

去のルートを踏襲するなどの慎重さが求められ，より安全性の高い行動を取るべきだっ

た。しかし，そうした対応を取らなかったことが大きな誤りである。

今回の事故についてNHKの番組では（13），「雪崩の知見や身を守る技術について日本

の登山界は導入が遅れている」（雪崩の専門家），「雪崩の対処法は個人の判断に任され

てきた」（日本山岳協会遭難対策責任者）といった意見を紹介し，一般にベテラン教員

であっても雪崩に対する知識が十分でないことを指摘している（14）。また，今回の事故

を受けて，参加した教員のうち3人が「山岳指導員」の資格を過去に取得していたが，

当時失効していたことや，全国の高校山岳部顧問のうち「山岳指導員」の資格保持者が

100人足らずという実態も浮き彫りとなった。

事例3は，経験豊富であっても他の教員との連携が不十分な場合，その経験が安全管

理に生かされないことを如実に物語っている。では，日常において生かされるような経

験とは，どのような経験なのだろうか。経験がたんなる経験にとどまらず，知的に導か

れ処理されるためには，経験のなかに思考が求められる。なぜなら，「思考という要素

を何ら含まないでは，意味をもつ経験はありえない」（Dewey訳書1975,p.230）から

である。思考を伴う経験を指して，デューイは「経験は，単に個人の内面だけで進行す

るものではない。…（中略）…あらゆる真の経験は，その経験がなされる客観的条件を

ある程度変化させるという積極的な側面をもっている」（Dewey訳書2004,p.55）と述

べ，「経験を引き起こす源は，個人の外にある」（Dewey訳書2004,p.56）と指摘する。

そして「正常な経験は，以上のような二つの条件（筆者注：「客観的条件と内的条件」）

が一つのものにセットされるという相互作用」（Dewey訳書2004,p.60）であり，この

「相互に能動的に結合している連続性と相互作用とが，経験の教育的意義と価値をはか

る尺度を提供する」（Dewey訳書2004,p.66）という。つまり，思考を伴う経験とは，

個人の内面で完結するものではなく，外部との相互作用によって内容が深められるもの

をさす（15）。

6．総 合 考 察

いずれの事例においても，まずは経験から学ぶこと，そしてその経験からリスク管理

の要諦を拾い出していくことが重要であることが浮き彫りとなった。ただし，ここで注

意が必要なのは，経験の内実である。経験が，単なる一過性の偶発的な行動に留まるな

らば，それはデューイがいうように「ただ慣例上，経験と呼びうるにすぎない」

教職の専門性に求められる要素の検討
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（Dewey訳書1975,p.223）。重要なのは，過去の出来事とすり合わせ，将来起こり得る

ことを予見するのに役立つものを選びとる能力を身につけるという意味での「経験」で

ある。その意味での経験をデューイは，「われわれが事物に対してなしたことと，結果

としてわれわれが事物から受けて楽しんだり苦しんだりしたこととの間の前後の関連を

つけること」とし，「経験とはもともと能動＝受動的な事柄」（Dewey訳書1975,p.

223）だという。そして，この能動的側面と受動的側面との間の関連を熟慮し，双方を

連続的につなげることを「思考」と呼び，思考の発達の重要性を強調する。なぜなら，

「思考は，探究の過程」（Dewey訳書1975,p.236）だからである。したがって，経験を

出発点とし，深い探究へと至る思考を熟慮し続けることが，リスク管理の視点から学校

安全を考えるうえでは重要となる。

7．結 語

本稿では，学校安全に求められる教職の専門性を，デューイの「経験」概念を手掛か

りにリスク管理の視点から検討した。その結果，明らかとなった点を整理する。

学校管理下における事件・事故を可能な限り未然に防ぐには，児童生徒の安全確保の

方法について過去の事例を教材とし，その内容を将来起こり得る事態と連続的に捉えて

探究する姿勢が求められる。過去の事例から学ぶ経験が有意に作用するか否かは，「経

験の価値をはかる基準としての連続性と相互作用という二つの原理」（Dewey訳書

2004,p.78）に注目しなければならない。連続性とは現在の経験が将来起こり得る事態

とどう係り合うのかを思考することであり，相互作用とは経験の主体と環境との間の絶

え間ない修正を意味する。

これらから学校安全に関する教職の専門性は，状況に応じて適切な判断を下せる能力

ということができ，それは実践による経験をとおして磨かれる思考力といえる。それは

ミルズ（Mills,C.W.）のいう「社会学的想像力」（16）に近いものであり，本稿の文脈に

照らしていえば「教育実践的想像力」とでも呼ぶべき能力である。よって，実践的な思

考力の涵養にむけて，探究（＝反省的思考）を行うことが専門性獲得への第一歩となる。

（1） 学校保健安全法の第3条第2項において，「国は，各学校における安全に係る取組を総合

的かつ効果的に推進するため，学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ず

るものとする」と定めている。

（2） 2012（平成24）年度から2016（平成28）年度までの5年間を第一次計画期間として実施

し，2017（平成29）年度からの新たな5年間を第二次計画期間としている。

（3） ベックは，「危険」の定義の多様性（＝危険の増加）について，「危険がどのような範囲に
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影響を及ぼすか，あるいは危険の緊急度や危険が実在するかどうかは，個々人の価値観や利

害関係の多様性によって変化する」（Beck訳書1998,p.42）と指摘する。

（4） 津波による被害では，犠牲者の遺族が「学校の過失」を訴え，大川小津波訴訟（宮城県石

巻市），野蒜小津波訴訟（宮城県東松山市）などを起こした。

（5） 反省的実践家（reflectivepractitioner）は，ドナルド・ショーン（DonaldA.Sch�on）

やリー・ショーマン（LeeS.Shulman）によって提起された。その意義は，現代の専門家

（建築家，精神分析のカウンセラー，都市工学デザイナー，経営コンサルタントなど）の実

践に関する事例研究を通して，技術的合理性を基礎とする「技術的熟達者（technicalex-

pert）に代わって，活動過程における省察を基礎とする「反省的実践家」と表現される新し

い専門家像を提起したことにある。

（6） 同僚性（collegiality）とは，「教師たちが教育実践の改善を目的に掲げて学校の中で協働

する関係を意味」（佐藤 1997，p.70）し，メンタリング（mentoring）は「先輩教師が後輩

教師の専門的自立を見守り援助する活動を意味」（佐藤 1997，p.71）する。

（7） デューイのいう仕事（occupation）とは，「子どもがおこなう一種の活動様式であって，

それが社会生活において営まれているある種の形態の作業を再現したり，あるいはその作業

に類似した形態でおこなわれること」をさす（Dewey訳書 1998，p.205）。デューイは教育

活動の中心に「仕事（occupation）」を据えているが，それは「仕事というものが，経験の

知的側面と実践的側面とのバランスを維持する」（Dewey訳書 1998，p.205）ことによる。

（8） カリキュラム・マネジメントとは，教育目標，内容，方法をカリキュラムとして組織化し，

計画にもとづいて組織的に教育活動に取り組み，その一連の流れをPDCAサイクルで確認

し，その実施に必要な人・モノ・金・組織・時間・情報などの条件を整備していく営みをい

う。次期学習指導要領では，アクティブ・ラーニングとならんで，カリキュラム・マネジメ

ントの実現が謳われている。なお，カリキュラム・マネジメントについては，田村知子，

2014『カリキュラム・マネジメント』日本標準ブックレットNo.13が詳しい。

（9） デューイ・スクールについては，多くの特別な事情がその成功を支えていたというダイア

ン・ラビッチ（DianeRavitch）による批判的指摘もある。例えば，生徒は白人富裕層の専

門職を親とする子どもで構成され，教員も優秀な人材を�え，教師一人当たりの担当生徒数

も公立学校に比べて大幅に少なかった。つまり，周囲の学校とは異なり恵まれた環境下での

実践だった（Ravitch,D.2000,pp.173-174）との指摘である。だが，こうした点を考慮して

も，デューイの思想の本質が変わるわけではない。

（10） 防犯対策の観点から学校管理が指摘される以前は，地域社会への学校開放を進めることが

強く指摘された。例えば，1996（平成 8）年 7月 19日の中教審答申「21世紀を展望した我

が国の教育の在り方について（第一次答申）」の第 2部「学校・家庭・地域社会の役割と連

携の在り方」「第 4章 学校・家庭・地域社会の連携」では， ・開かれた学校・をキーワード

に，校庭や体育館等だけでなく特別教室等も含めて学校施設を外部に積極的に開放していく

ことが謳われた。

（11） ボランティアという立場を利用した同様の事件として，①大阪市において警察署協議会会

長兼登下校の見守りボランティアをしている50代の男が女児 2人にわいせつ行為を行う

（2017年 7月 23日），②福岡市で小学校の夏休み校内キャンプの見守り役の30代の男が女

児にわいせつ行為を行う（2017年7月24日）等が起こっている。

（12） 事例1のような小学生で日本語指導が必要な外国籍児童に仮説検証型の探究活動は困難で

はないかとの指摘もあろう。しかし，「小学生には無理」との固定観念こそが改められるべ

きであろう。デューイ・スクールでの実践では，子どもたちが協同学習において，織物を学

ぶなかで木綿と羊毛の繊維の比較を行い，当時アメリカにおいて木綿産業が羊毛産業に比べ

て発展が遅れたのは，綿の繊維を種子から手作業で引き離すのに大変な手間がかかるのが理

教職の専門性に求められる要素の検討
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由であることを自らの体験をとおして理解したこと等が記されている（『学校と社会』

pp.79�81参照）。また，かつての手習塾（寺子屋）では「子どもだからまだ教える必要はな

い」などという発想がそもそもなく社会で生きていくうえで必要なことはすべて学ばなけれ

ばならないというのが原則だった（�本2012『「学び」の復権』pp.31�34）。これらを顧み

ると，大人の論理で学びに枠を設定してしまっている現代の教育観・子ども観を省察するこ

とも必要である。また児童の日本語の理解力については個別に異なるため精査が必要である。

（13） NHK「くらし☆解説『那須登山講習事故 教訓をどう生かすのか』」（2017年7月14日

放送）

（14） 例えば，雪崩に対する専門的な知識がなくとも，他の事柄（例えば，文学等）から安全確

保の知識を得ることもできる。昭和初期の黒部第三発電所建設工事に伴う難工事の様子を史

実にもとづき可能な限り正確に記したとされる吉村昭の『高熱隧道』では，雪崩を避けて作

業員用宿舎を建設するための立地調査の様子が次のように記されている。「雪崩の頻発する

場所には，雪崩のために草木の生育は全くみられず，岩が露出していてわずかに地衣類がみ

られる程度である。また樹木が生えていても，灌木類は，一般的に屈撓性があるので雪崩に

おそわれても折れることが少い。そうしたことから灌木類の生えている場所も雪崩と無縁だ

とは言いきれない。結論として，雪崩にあうとたちまち折れてしまう黒部渓谷に多くみられ

る高山性松科のオオシラビソの群生地や，大きな樹木の生い繁った森をひかえた地点が最も

安全性が高いということになった。それらの樹齢をしらべることによって，その樹齢年数だ

けはまちがいなく雪崩が発生したことが無いという判断をくだすことができた」（吉村1975,

p.122）。この内容を承知していれば，「樹林帯を抜け，さらにその先の岩まで進む」という

ルート選択は有り得ないはずである。

（15） 外部との相互作用には，過去の事例から教訓を得ることも含まれる。学校管理下での山岳

遭難として古くは大正2年8月に発生した長野県中箕輪尋常高等小学校生徒が伊那駒ケ岳登

山中に台風による暴風雨に襲われ11名の死者を出した例がある。この事故の背景には，当

時の貧弱な気象予測だけではなく信濃教育会における理想主義教育と実践主義教育との軋轢

等も指摘されるが，その詳細については新田次郎の『聖職の碑』に所収されている「取材記・

筆を執るまで」に詳しい。

（16） 社会学的想像力とは，ミルズ（Mills,C.W.）が『社会学的想像力』（1959）で用いた用語

で，私的な問題と公的な問題，個人的な生活と社会的・歴史的構造を関連づける能力をさす。

ミルズは同書において，「人々が必要としているもの，あるいは必要だと感じているものと

は，一方で，世界でいま何が起こっているのかを，他方で，彼ら自身のなかで何が起こりう

るのかを，わかりやすく概観できるようになる情報を使いこなし，判断力を磨く手助けをし

てくれるような思考力である。こうした力こそが，ジャーナリストや研究者，芸術家や公衆，

科学者や編集者が切望しているものであり，社会学的想像力とでも呼ぶべきものである」

（Mills訳書2017,p.19）とした。
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1．は じ め に

我々人間は，基本的でありつつ抽象的な概念である「時間」をどのように認知し言語

化しているのだろうか。 時間のような抽象的な概念を言語表現化する際には，具体的

で認知し易い概念を用いて概念化し言語化するという方法が取られると言われている。

例えば「世界バドミントン選手権大会の開幕が近づいてきた」の「近づいてきた」は時

間の経過をモノの空間的な移動として概念化するものである。そのモノの空間移動は，

日常的な身体的経験に基づいて意味拡張し，抽象領域にある「時間」にメタファー

的（1）に写像（mapping）されると認知言語学的には説明される。しかしながら，すべ

ての時間表現が空間移動からの写像をもとに言語化されるものではなく，「時間があま

り残っていない」，「時間を全部使い切った」，「時間を無駄遣いした」など時間を資源，

特にお金として概念化される例もある。このように「時間」という概念は複数の種類の

メタファーによって形成されているが，本稿では空間表現がどのような体系性をもって
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時間表現に転用されているかについて認知言語学の知見を援用し分析する。

抽象的な概念である「時間」については，既に哲学などの分野で論じられているが，

言葉を扱う言語学においてメタファーを介して研究されるようになったのは，比較的新

しい（2）。未知の概念を既知の概念を通して理解する方法としてのメタファーは，「時間」

のような抽象的ではあるが日常的な概念の形成には不可欠である。本来空間的な意味を

表す言語表現が時間を示す言語表現として用いられる現象は，多くの言語に見られると

報告されている（3）。

我々が抽象的な概念である「時間」を言語表現化する際の認知的な働きについては，

図地反転（figure-groundreversal）（4）のモデルを用いた時間メタファーの分析（篠原

2007）など多くの研究がなされているが，本稿では，主にLangacker（2008）の「主体

性」（5）という概念を導入して，空間認知と関連付けながら時間メタファー表現の認知構

造の特性について考察を行う。

2．先行研究および問題設定

本節では，まず概念メタファー理論（6）の概要を提示し，時間メタファーの代表的な

先行研究であるLakoff&Johsonによる時間メタファー理論とMooreによる時間メタ

ファー理論について概観し，それぞれ問題点を指摘する。

2．1 Lakoff&Johson（1980,1999）の概念メタファー（conceptualmetaphor）

理論と時間メタファー理論

周知のようにメタファーを単なる言葉の問題としてではなく，認知や思考に関わる問

題として分析し，概念メタファー理論を提示したのは，Lakoff&Johson（1980）であ

る。Lakoff&Johsonは，従来の修辞的な文飾の技巧としての従来のメタファーとは

異なり，メタファーを概念領域間の構造的対応関係として捉え，多くの概念体系はこの

メタファーによって構成されており，言語表現としてのメタファーを可能にしていると

主張している。この構造的対応関係は，XISYという大文字表記の形式で示される。X

が目標領域（喩えられるもの），Yが起点領域（喩えるもの）を表し，喩えるものから

喩えられるものへ写像される。 上述したようにメタファーの本質は，身体経験を通し

て把握される具体的な概念領域を用いて，抽象的な概念領域を理解するものである。し

たがって，基本的には起点領域に具体的なものが，目標領域には抽象的なものが選ばれ

ることになる。例えば，ARGUMENT�議論�という概念は，ARGUMENTISJOUR-

NEY �議論は旅である�，ARGUMENTISCONTAINER�議論は容器である�，AR-

GUMENTISBUILDING�議論は建築物�というように「議論」のどのような側面を

時間メタファーへの認知的アプローチ
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際立たせたいかによって，用いられるメタファーは異なる。

（1） a.Doyoufollowmyargument?

b.Sofar,we・veseenthatnocurrenttheorieswillwork.

c.Yourargumentdoesn・thavemuchcontent.

d.Youwon・tfindthatideainhisargument.

e.We・vegottheframeworkforasolidargument.

f.Ifyoudon・tsupportyourargumentwithsolidfacts,thewholething

willcollapse.

g.Atthispointourargumentdoesn・thavemuchcontent.

（Lakoff&Johson1980）

上記の（1a）と（1b）はARGUMENTISJOURNEY�議論は旅である�メタファー，

（1c）と（1d）はARGUMENT IS CONTAINER�議論は容器である�メタファー，

（1e）と（1f）はARGUMENTISBUILDING�議論は建築物である�メタファーのそ

れぞれの例であり，議論の目標や進行状況などに焦点を当てるためにはARGUMENT

ISJOURNEY �議論は旅である�メタファーを使い，議論の内容という側面に合わせ

るにはARGUMENTISCONTAINER�議論は容器である�メタファーを使うことに

なる。しかし，議論の「旅」の側面と「容器」の側面を同時に表すことができる（1g）

の例のような二種のメタファーが用いられる例もある。

また，LIFEISJOURNEY �人生は旅である�という概念メタファーを措定するこ

とで旅という概念カテゴリーに関わる諸要素，例えば「出発」，「旅立ち」，「分かれ道」

といった言葉が体系的に生成され，「新しい音楽人生の出発」，「卒業の日は，新しい人

生への旅立ちの時でもある」，「人生の分かれ道」などのように用いられ，「人生」につ

いての記述をより理解し易く表現豊かなものにしている。このように概念間の写像関係

として概念メタファーが存在し，その言語的表出としてメタファー表現が産出されると

考えられる。Lakoff&Johsonは，様々な概念メタファーを挙げているが，次にその

中の一つである「時間」についての概念メタファーTIMEPASSINGISMOTION�時

間の経過は空間的移動である�について述べる。

TIMEPASSINGISMOTION �時間の経過は空間的移動である�は，空間的移動を

起点領域とし，時間経過を目標領域とする概念メタファーである。「時間」について

Lakoff&Johson（1999）は，メタファーなしに「時間」を概念化することは実質的に

不可能であるとし，我々は多くのメタファーを用いて「時間」の概念化を行なっている

と指摘している。（2）のような例で使われているメタファーを時間に関する最も基本的

―18―



なメタファーとし，TIMEORIENTATIONMETAPHOR �時間オリエンテーション

メタファー�と呼び，「時間」に方向性が必要であることが述べられている。このメタ

ファーにおいては，「現在」に位置する主体の前方が「未来」であり，「過去」はその主

体の後ろにある（7）。

（2） Hehasagreatfutureinfrontofhim.

（Lakoff&Johson1999）

さらにLakoff&Johsonは，TIMEORIENTATIONMETAPHOR�時間オリエン

テーションメタファー�に結合する付加的な二つのメタファーとして図1の「主体移動

型メタファー」（MovingExperiencerMetaphor）と図2の「時間移動型メタファー」

（MovingTimeMetaphor）の存在があるとしている。時間的な経過が空間的な移動を

通して概念化され，言語化されている現象を何が移動するかによって二つに分類してい

る。「主体移動型メタファー」は時間の経過を主体の空間移動として概念化するもので

あり，「時間移動型メタファー」は時間の経過をモノの空間移動として概念化するメタ

ファーである。「我々はクリスマスに近づいている」が前者の例で，「クリスマスがやっ

て来る」は後者の例となる。「主体移動型メタファー」では，主体は前方にある未来へ

向かって進むことによって時間の経過を経験し，主体が通り過ぎて後方に残してきたモ

ノを過去と捉えるのである。一方，「時間移動型メタファー」では，主体は移動せず，

主体の前方にあるモノが主体に向かって近づき，通り過ぎると捉える。前方から近づい

てくるモノが未来であり，主体を通り過ぎて後方に過ぎ去れば過去となる。つまり時間

を動くモノであり，かつ方向性をもつモノであるという点から説明を試みている。

時間的な概念には，上述したように現在を中心にその前方を未来，後方を過去という

ような分け方のほかに，「より早い/より前（Earlier）」と「より遅い/より後（Later）」

という時間的な概念が存在する。「より早い/より前（Earlier）」と「より遅い/より後

時間メタファーへの認知的アプローチ
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図1 主体移動型メタファー 図2 時間移動型メタファー

（篠原2008:183） （篠原2008:184）

時間

過去 現在 未来

過去 現在 未来
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（Later）」は，必ずしも現在を基準に捉えているとは限らず，（3a）のように過去のあ

る時点を基準に述べたり，（3b）のように未来のある時点が参照点として機能する場合

もある。これらは，移動性かつ方向性のある時間認知とは異なり，順序概念を介した時

間認知であると言える。

（3） a.卒業論文を提出した後（8）に口頭試問があった。

b.研究室に来る前に連絡してください。

Lakoff&JohsonのTIMEPASSINGISMOTION �時間の経過は空間的移動であ

る�は，概念メタファー理論において多くの言語学者に受け入れられ，分析が行われて

きた（K�ovecses2010,山梨1995ほか）。しかしながらLakoff&Johsonの時間メタファー

理論では，現在を軸とした過去，未来という時間概念を用い論じられているため（3a）

や（3b）のような過去や未来のある時点を参照点にして時間的現象を述べる言語表現

については説明ができない。この点についてMoore（2014）は，「現在・過去・未来」

と「より早い/より前（Earlier）」・「より遅い/より後（Later）」という2種類の時間概

念を提示し，Lakoff&Johsonによる時間メタファーの再分類を行なった。次小節で

は，Mooreの時間メタファー理論の概要を述べる。

2．2 Moore（2014）の時間メタファー理論

Lakoff&JohsonはTIMEPASSINGISMOTION �時間の経過は空間的移動であ

る�について移動するモノを主体と捉えるか時間と捉えるかによって2種類に分類して

いるのに対してMooreは3種類の分類を提示している。MovingEgo（9）（「主体移動型」）

とEgo-centeredMovingTime（「自己中心的時間移動型」）にSEQUENCEISRELA-

TIVEPOSITIONONAPATHを加え再分類し，その結果時間メタファーの目標領域

についてより正確な記述が可能になるとしている。さらに現在という時制と関わりがあ

るかどうか，つまり直示性（deictic）があるかどうかという点でMovingEgoとEgo-

centeredMovingTimeは，同じグループに属するとし，一方SEQUENCEISRELA-

TIVEPOSITIONONAPATHは，直示性を必ずしも必要としない別のカテゴリーに

分類している。下記の（4a）が Ego-centeredMovingTimeの例であり，（4b）は

SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHの例となる。

（4） a.Summeriscoming.

b.Fallfollowssummer.

（Moore2014:71）
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（4a）と（4b）は，ともにメタフォリカルな方向性の中に移動が含意されている。し

かしながら（4a）はcomeという直示性をもつ移動動詞が用いられている。一方（4b）

はfollowという移動動詞が用いられているが，必ずしも直示性を必要とされない順序

（sequencing）が関わっている。日本語では「夏の後に秋がやってくる」となるが，秋

は夏の後に来るのは今年に限らず毎年のことであるので直示性はない。さらに主体の視

点からも上記の二つの例は，異なる。つまりEgo-centeredMovingTimeである（4a）

は，主体の視点が表現の理解に介在するが，（4b）は主体の視点は，介在せず夏と秋と

いう二つの時間的セグメントの関係によって理解される。またMovingEgoとEgo-

centeredMovingTimeは，・ego-perspective（10）frameofreference・という参照枠が

前提になっているが，SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHは，・field-

basedframeofreference・が前提となっているとしている。つまり直示性の有無は移

動を概念化する際のframe（11）ofreference（参照枠）の相違に還元できると言える。

またMovingEgoとEgo-centeredMovingTimeでは，移動概念は主体と移動される

モノとの相対的関係で構造化されるが，SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONA

PATHでは，対象となっているモノ同士の関係として時間移動が把握される。

TIMEPASSINGISMOTION�時間の経過は空間的移動である�に関してLakoff&

JohsonとMooreの先行研究をまとめると表1のようになる。

（5） a.WeareapproachingChristmas.

b.Christmasisapproaching.

c.Areceptionfollowsthetalks.

（Moore2014:5,73）

以上Mooreの時間メタファーに関する先行研究を概観した。Lakoff&Johsonでは

議論されていない「より早い/より前（Earlier）」・「より遅い/より後（Later）」が

Mooreでは非直示的なSEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHとして

扱われている。しかしながら「より早い/より前（Earlier）」・「より遅い/より後

時間メタファーへの認知的アプローチ
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表1 TIMEPASSINGISMOTIONメタファー

Lakoff&Johson Moore 例文 直示性

MovingExperiencer

（主体移動型）

MovingEgo （5a） 直示性

MovingTime

（時間移動型）

Ego-centeredMovingTime （5b） 直示性

SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONA

PATH

（5c） 非直示



（Later）」の意味を表すメタファーには，発話時を参照点としている直示性のあるもの

も存在する。この点については後述する。本稿はMooreの分析を否定するものではな

いが，日本語の時間メタファーの中にはMooreの3分類では説明できないものがあり，

それはLangackerの「主体性」の観点から精査する必要があると主張したい。

次節では，日本語の時間メタファーについてコーパスからの例文を提示しながら特徴

を示す。

3．日本語の時間メタファーと主体性

本節では，空間概念を起点領域にもつ日本語の時間メタファーが主体性の観点からど

のように捉えられるかについてLangackerによる「主体性」を用い，分析を行う。ま

ず主体性について概略を述べ，日本語の時間メタファーの「まえ（前）」と「さき（先）」

を取り上げ考察を進める。

3．1 主 体 性

Langackerの認知文法理論は，概念化者である主体がどのように事態を捉えている

かについて分析し，その分析を通して言語現象の全域の説明を試みるというものである。

その際，言語表現には直接現れない主体の認知プロセスにも注目している。認知文法の

基盤となる認知モデルは，図3のように概念化者である主体Sが概念化の対象である

客体Oを見る形になっている。主体Sが客体Oをどのように捉えるか（construal）

という点がこの認知モデルに与えられる。縦長の楕円は，主体Sが客体Oを見る際の

視野に入るすべての領域を表しており，最大スコープ（maximalscope＝MS）と呼ぶ。

縦長の楕円の中にある横長の楕円は，主体Sが注目している領域である。これを直接

スコープ（immediatescope＝IS）と言う。客体Oは，この直接スコープ（IS）上に

あって主体Sが概念化する対象である。この客体Oは，プロファイル（profile）とも
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図3

（Langacker2008:260）



言われ，太線で示される。Langackerは，あらゆる表現の意味構造の分析をこのよう

な認知モデルを用いて試みている。

Langackerによれば「主体性」とは，概念化者である主体と概念化の対象である客

体とが関わる程度のことである。主体はある事態を概念化する際に，同じ場面や事態で

あっても主体の視点や解釈などにより客体との関わり合いの度合いは異なってくる。上

で述べたように図4においてMSは最大スコープであり，言語化する際に喚起する概

念内容全てを含んでいる。ISは，言語化する際に最も直接的に関わっているMSの一

部を示している。また，Gはグランドを表し，概念化者である主体，発話者，発話事態

を指す。

図4�は，発話者を含むGが最大スコープの外側に位置している。つまり（6a）の

例のように概念化者である主体は，花子が認知言語学を勉強しているという事態を最大

スコープの外側から眺めていることを示している。図4�と�では，概念化者である主

体が最大スコープの内部に位置し，それぞれ例文（6b）と（6c）に対応する。（6b）は，

「私は」が言語化されているので，概念化の主体は事態の参加者ではあるが，傍観的に

事態を捉えていると言える。一方，（6c）では概念化者である主体は，事態の参加者で

もある。つまり主体性の観点からGは客体的に解釈されていると言える。Langacker

に従えば，図4�が一番主体性が高いことになる。

（6） a.花子は認知言語学を勉強している。

b.私は認知言語学を勉強している。

c.認知言語学を勉強している。

時間メタファーへの認知的アプローチ
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図4

（Langacker1990:319）

�

�

�



3．2 日本語における時間メタファーの分析：「主体性」の観点から

まず空間概念を表す動詞または名詞からの写像による日本語の時間メタファーについ

て概説する。例文をMooreの3分類に従って分類すれば以下のようになる。なお，用

例は主にコーパスを使用して収集した（下線は筆者による）。

（6） a.1980年代，1990年代と現在に近づくほど，さらにタイムラグはなくなっ

てきている。 （MovingEgo）

b.地上の時間に流される齢は取らないと決めてから……。

（MovingEgo）

c.試験日が近づくにつれて言いようもない不安にとられたりして……。

（Ego-centeredMovingTime）

d.むなしく時間が流れるだけである。 （Ego-centeredMovingTime）

e.商品を購入する前に確認をしてください。

（SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATH）

f.新聞より先にその事実を知っている。

（SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATH）

ここでは，MooreのSEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHに分類さ

れる「まえ（前）」，「さき（先）」を使った時間表現について見ていく。「まえ（前）」と

「あと（後）」について，砂川（2000）は，時間の経過は「時の流れ」という移動のイメー

ジと結びつき，その流れは過去から未来と向かうと捉えれば，それに直面して対峙する

イメージを基に「まえ（前）」が過去となり，「あと（後）」が未来となるとしている。

一方，過去に背を向けて未来に向かって屹立するというイメージを描けば，「あと（後）」

が過去で「まえ（前）」が未来となるとした上で，メタファーの場合は「食事の前に手

を洗いましょう」や「引っ越しの後であらためてお礼にうかがおう」の例に見られるよ

うに前者の捉え方が優勢であると説明している。

3．2．1「まえ（前）」 過去・未来・順序

（7） a. 前にも書いたかもしれませんが……。

b. 前に会ったことがあるよ。

c. 前にも書き込みしましたが成功しか頭に有りません。
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（7）に取り上げた例文はいずれも「まえ（前）」は，過去という時間概念を表し，参

照点はいずれも発話時となる。「前に」は，発話時より前（過去）という解釈が成り立

ち，MooreのEgo-centeredMovingTimeメタファーに分類されることになる。また

発話時が関わっているので直示性があると言える。岩崎（2010）も（7b）のような例

文を「順序」ではなく「時間」の意味を表していると述べている。さらに岩崎は「太郎

は健より前に学校に着いた」という例文を挙げ，これについては「順序」と分類してい

る。

次に未来の意味をもつ時間表現「まえ（前）」について考察する。

（8） a.成長が実感できれば，それを自信として前に進むことができる。

b.仕事で壁にぶつかった時に，前に進むヒントを与えてくれる。

c.情熱だけでは一歩たりとも前に進むことができない時期があった。

（8）における例文の「まえ（前）」は，いずれも未来を意味している。主体が時間軸

を基に過去を後にして前にある未来に向かっていくということになる。（8a）は，参照

点が「成長が実感できた時」であり，その後「前に進むことができる」という解釈が可

能となる。（8b）においては，「仕事で壁にぶつかった時にヒントが与えられ」その後

「前に進む」という内容であるという解釈が成り立つ。（8c）の例文では，言語化はされ

ていないが，過去のある時点から「前に進むことができなかった」ということになる。

（8）の例文は，いずれも発話時に関連している表現ではないので非直示的であり，図4

�のようにグラウンドがオフステージ上に位置し，主体が空間的な身体体験を基に前方

にある未来に向かっていくという概念を言語化していると言える。（8）のいずれも「進

む」という移動動詞がメタファーとして用いられているが，「まえ（前）」自体には，移

動の意味はなく，ある時点を参照点として，その後に続く「未来」を指している。した

がってMooreのMovingEgoにもEgo-centeredMovingTimeにも分類できないこ

とになる。岩崎（2010）は，「前途多難」を例に挙げて，「前途」の「前」は主体の前方

にある未来を意味しているが，発話時と関連づけることなく解釈が可能なので，非直示

的であると述べている。つまり未来を表す「まえ（前）」は，直示性をもつMooreの

MovingEgoとEgo-centeredMovingTimeとは異なるカテゴリーとなる。

（9） a.冬を迎える前に用意しておきましょう。

b.発表前に何を話すかを決めたり，練習したりする時間をとるとよい。

c.料理教室はいくつもあり，今までも結婚前に娘に通わせる家庭は多いそ

うだ。

時間メタファーへの認知的アプローチ
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d.私の来日の前に大統領は離日した。

（9）はいずれも「より早く/より前（Earlier）」という時間概念をもつ「まえ（前）」

の例文である。（9a）では，「用意すること」が「冬を迎えること」より先行している

という関係を言語化している。同様に（9b）では，「発表する」という行為より早い時

間に「決めたり，練習したり」という行為が起こるという時間関係を表している。（9c）

は，娘が「結婚する」という出来事に先行して「料理教室に通わせる」ということにな

る。これらの例文は，出来事の間の前後関係または時間上のセグメント同士の間の関係

として時間移動が捉えられると言える。図4�のようにグラウンドは，オフステージ上

にあり，二つの出来事の前後関係を見ていると解釈できる。しかしながら（9a）と

（9b）は，文脈によっては，主体性が反映されていると考えられる。（9a）は，「おきま

しょう」という表現が使われていることから発話者が聞き手を誘っている状況が考えら

れる。また，（9b）は，発話者が聞き手にアドバイスしているという状況では，時間軸

に認知主体がいるという解釈も成り立つ。このことから「順序」を表す時間メタファー

の一部は，Mooreの非直示的とするSEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONA

PATHというカテゴリーに当てはまらないと言える。

篠原（2008）は，MooreのMovingEgoメタファーとEgo-centeredMovingTime

メタファーでは，移動概念は主体と移動物との相関的関係で構造化されるが，SE-

QUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHメタファーでは，時間上の点また

はセグメント同士の関係として時間移動が捉えられるため主体から独立していると分析

している。しかしながら，上で述べたように日本語の時間メタファーの中には，SE-

QUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHメタファーに形式上分類はされる

ものの文脈を考慮すると主体性が反映される例もあり，その点から完全にMooreの3

分類に当てはまらない場合もあることを指摘しておきたい。また，岩崎（2010）は，

「直示」を発話時との関連で捉えられることに限って分析しているが，（9d）の例のよ

うに「順序」として機能はしているものの発話時が参照点になっていない用例が存在す

る。「直示性」を発話時との関連に限らず，より広く捉えることでこの例文は，「私」が

使用されているので直示性をもつと判断できる。したがってSEQUENCEISRELA-

TIVEPOSITIONONAPATHメタファーに分類はできない。

3．2．2「さき（先）」 過去・未来・順序

「さき（先）」は，「まえ（前）」と同様に前方という空間の概念だけでなく過去を言語

化する機能がある。「さき（先）」は，発話時が参照点となり，「まえ（前）」より近い過
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去を表している。

（10） a.先に分析した抑うつ傾向に関する領域。

b.先ほどから言うように……。

c.先ごろ出版されて話題を呼んでいる。

（10a）における「先に分析した」という表現からは，数年前という解釈は難しく，

過去といっても数ヶ月前あるいは2,3年前の時間の範囲と考えられる。（10b）の「先

ほど」となるとより近い過去を表すことになる。また（10c）における「先ごろ」は数

日前あるいは数ヶ月前の時間範囲と解釈できる。多少個人差はあるとしても（10）におけ

る「先」は，近い過去を示していることは明らかである。過去を表す「さき（先）」は，

発話時が参照点になっているので，概念化者である主体が関わっており主体性が反映さ

れていると言える。つまり直示性をもつことになる。MooreのEgo-centeredMoving

Timeという種類の時間メタファーに該当する。 概念化者である主体は時間の流れの

中で静止しており，時間が主体に向けて近づき，そして通り過ぎて主体の背後に移動し

過去となるというイメージであり，図4�のように概念化の主体はオンステージ上にい

ることになる。

（11） a.先行きには不透明な点がある。

b.愛していると言っていても，先のことまではわからない。

c.この先もずっと一緒にいたいって思ってるんです。

また，「さき（先）」は，「まえ（前）」と同様に未来という時間概念を言語化する機能

も持っている。（11a）の「先行き」とは，これから先のことを意味しており，（11b）

と（11c）も発話時を参照点として解釈がされる。つまり概念化の主体が時間軸に位置

しており，自分を参照点として未来を言語化していると言える。現在の地点から前・先

に向かって歩いて行くという身体的な経験を基に未来を言語化しているのである。未来

を意味する「さき（先）」は，過去を表す「さき（先）」と同様に Mooreの Ego-

centeredMovingTimeという種類の時間メタファーに分類される。主体性という観

点からは，図4�に示されているように概念化者である主体はオンステージ上にいる。

（12） a.河田さんは尾崎さんよりも先に亡くなられたが……。

b.日本より先に外国で売り出したものだ。

c.相手より先に力尽きてしまった。

時間メタファーへの認知的アプローチ
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d.旅行に行くのは，センター入試のまだ先だよ。

e.退院は当初の予定より先になりそうだ。

f.修論提出の先に口頭試問が待っている。

（12）の例文は，2者間の時間的前後関係を表している。（12a）～（12c）における「さ

き（先）」は，「より早く/より前（Earlier）」の意味を持ち，（12d）～（12f）は，「より

遅い/より後（Later）」を示している。岩崎（2010）は，「さき（先）」は「より」と共

起するあるいは比較されるものが明示される以外は発話時が参照点となると指摘してい

る。それは，「より早く/より前（Earlier）」・「より遅い/より後（Later）」は，概念化

主体の主体性と関わりがなくSEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATH

メタファーに分類されることを意味する。しかしながら（12c）の例文のように文脈に

よっては「相手」の比較対象が時間軸に位置する主体である可能性もある。「相手」を

「私」に置き換えるとより明確になる。この場合は，直示性をもつことになり，図4�

ではなく図4�が該当する。このように「さき（先）」の用法には，主体が時間軸に位

置し直示性を持つものが存在することからMooreのSEQUENCEISRELATIVEPO-

SITIONONAPATHでは，十分に説明できないことになる。

以上，日本語の時間メタファーである「まえ（前）」と「さき（先）」には，Mooreに

よる3分類に該当しないにものが存在することを明らかにした。これらの時間メタファー

は，Langackerの主体性という観点から分析することでより詳細な説明が可能となる

のである。

4．結 語

本稿では，主に日本語の時間メタファーである「まえ（前）」と「さき（先）」を取り

上げ，Mooreが提示する時間メタファーの3分類には当てはまらない用法があること

をLangackerの主体性という観点から指摘した。Lakoff&Johsonによる現在・過去・

未来を基準にした時間メタファーの2分類を補う形でMooreはLakoff&Johsonの

Moving Timeを直示性のある Ego-centered Moving Timeと非直示的な SE-

QUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHに分け，分析しているが，日本語

の時間メタファーである「まえ（前）」と「さき（先）」には，順序を意味するにも関わ

らず直示性の点からSEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHに該当し

ないと判断できる用法が存在することが分かった。

Langackerの認知モデルにおいてグラウンドがオフステージ上に置かれている場合

は，使用される時間メタファーは非直示的であり，MooreのSEQUENCEISRELA-
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TIVEPOSITIONONAPATHメタファーに分類される。しかし表面的には非直示的

なSEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHの表現形式を持つように見

えるが，グラウンドがオンステージ上にあり直示性を持つと考えなければ説明ができな

い事例が存在する。このような日本語の時間メタファーの用法がどこまで普遍的なもの

か不明であるが，言語とは身体経験に根ざしたものであるという認知言語学の考えに従

えば，空間認知と時間認知にはある種の普遍性があり，他の言語にも同じような言語現

象が存在する可能性があることは否めない。

（1） ここでのメタファーは，修辞的な文飾の技巧という意味ではなく，ある概念領域Aを別

な概念領域Bの使用を通して理解するという認知の営みであり，この認知の営みは，この

二つの概念領域間，すなわち起点領域Bから目標領域Aへのメタファー的写像として捉え

られる。

（2） メタファーの認知的研究が活発にされるようになったのは，1970年代後半からである。

それまでは言語学，哲学などの領域ではレトリックの研究として行われていた。言語学では，

1980年代にLakoff&Johson（1980）による著作が出版され，特に認知言語学の領域にお

いて研究が盛んになった。

（3） Bybee（1994）では，「空間概念と時間概念はそもそも不可分な形で融合しており，そこ

から空間的な意味を喪失したところに時間表現があるという主張がなされている」（砂川

2000）。

（4） 言語構造に見られる図地反転は，認知言語学では次のように説明される。

� ゴールに近づいて来た。

� ゴールが近づいて来た。

例文�では走者（動いているもの）が「図」として前景化されるが，例文�では例文�で

「地」として背景化されていたゴール（動かないもの）が「図」に選択されている。

（5） Langacker（2008）で用いられているsubjectivityの日本語訳として「主観性」と「主

体性」が当てられていることが多いが，本稿ではLangackerの著書を和訳した『認知文法

論序説』に従い「主体性」を使用することにする。しかし，この日本語の「主体性」にも多

義性が見られるが，本稿ではその点については言及しない。また，町田（2016）が指摘して

いるように通常「主観」は「客観」との対比で用いられ，「主体」は「客体（対象）」との対

比で用いられるので，Langackerのsubjectivityの日本語訳としては「主体性」が適当だ

と考える。

（6） 瀬戸（2002）は，Lakoff&Johsonの概念メタファー理論について以下のように述べて

いる。Lakoff&Johsonの「仮想の敵」は「合理主義に立脚するチョムスキーの生成文法

だった」とし，「メタファーの研究の重心を哲学から言語学に移す力があった」と評価して

いる。

（7） 南米のボリビアとペルーの公用語の一つであるアイマラ語（Aymara）は，過去を主体の

前方に，未来を後方におき言語化する。これは，既に行ったことは自分の前に見えるという

体験がもとになっていると考えられている（Moore2014）。

（8）「前」「後」「先」は，空間から時間へ写像された時間メタファーである。

郵便局の前に自転車が止まっている。（空間的な意味）

時間メタファーへの認知的アプローチ
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郵便局に行く前にコンビニに寄る。（時間的な意味）

先生の後について歩く。（空間的な意味）

料金は後で支払う。（時間的な意味）

郵便局の先に駅がある。（空間的な意味）

料金は先に支払う。（時間的な意味）

（9） 本稿では，Lakoff&JohsonのMovingExperiencerを「主体移動型」，MovingTime

を「時間移動型」と表記し，Mooreについては，原文のままMovingEgo,Ego-centered

MovingTime,SEQUENCEISRELATIVEPOSITIONONAPATHを用いる。

（10） Moore（2006）では，・ego-based・という用語を使っていたが，Moore（2014）では

・ego-perspective・という表現に変えている。

（11） frameは，言語を理解するのに前提として必要となるような背景的な知識集合を指す

（Fillmore2010）。
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InStrangeInterlude（writtenfrom1926to1927andpremieredin1928）,Eugene

O・NeilldepictsheroineNina・s25-year-longlifefrom1919to1944.Thestorystarts

rightaftertheFirstWorldWar,centeredonthefactthatherloverGordonShaw

foughtinthewarasanacepilot,andwasshotdownandkilledrightbeforethe

ceasefire.Thisarticlediscussestheplayasastrangeantiwarplaywithoutaclear

messageforpeace,fortheheroine・sfamousfemininetheologyasafullaffirmation

ofthenaturallifecycleneverthelessseemstobecreatedinresponsetoherlover・s

deathinactionand,besides,herendeavorstorealizehertrueselfareultimately

madeinordertoquestionpatriarchalcultureinwhichtoproducemasculinehe-

roes.

―32―
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Synopsis

ThestoryofEugeneO・Neill・sStrangeInterludestartswiththedeathofGordon

ShawinaplanecrashintheFirstWorldWar.Aformercollegeathleticstarandace

pilotinthewar,Gordonbecomesamythicalheroafterdeath,havingagreatimpacton

othercharacters・lives.TheproblemisthatGordon・smythistransformedintoaone-

sidedglorificationofmasculinepowertowinbattlesandcompetitions,forthemythas

suchiseasilyexploitedformilitarypurposes.AccordingtohistorianHowardZinn,the

UnitedStatesjoinedthewar,atleastinpart,toprotecttheireconomicelites・profitsin

WallStreet.Giventhatsocialpositionisultimatelywherepowerresides,asCarlaJ.

McDonoughargues,thereisnodenyingthatGordonisinfactmerelyashotforthe

rulingcapitalistclass,whateveralegendaryheroheposthumouslybecomes.Knownto

beaself-acknowledgedphilosophicalanarchistwearyofwaranddistrustfulofthe

rulingclass,O・Neillcertainlyhadthisideaaboutthedeadhero.

ButStrangeInterludeisfarfromasimpleantiwarplaywithastraightforwardmes-

sageforpeace.Inatypicalwar-relatedstorylineinwhichafallensoldierkeepsresiding

inpeople・smemories,O・NeilldepictshisformerloverNina・sstruggletobecomea

motherinherself-realization.Itisimportantforhertobeamother,bothliterallyand

symbolically,aslosingherloverinthewarhasmadeherfirmlybelieveinafeminine

worldviewbasedontheMotherGodastheultimateprincipleoflife・sbecomingand

growing.RecallinganancientmatriarchalcultureworshipingtheMotherEarth,her

perspectiveisultimatelypacifist-likeinthatitplacesthegreatestsignificanceonthe

naturalcycleoflife,andthereforethrowsintoreliefapatriarchalAmericanculturein

whichaggressivemasculineheroesareproduced.

Keywords:EugeneO・Neill,StrangeInterlude,masculinity,Mother

AStrangeAntiwarPlay:

TheFightofFeminineTheologyagainsttheMasculineHeroMyth

inEugeneO・Neill・sStrangeInterlude

YujiOMORI



TheCreationofGordon・sMyth

In1917,upontheGermany・sannouncementthattheywouldattackanyship

bringingsuppliestotheirenemies,AmericanPresidentWoodrowWilson,whohad

declaredthattheUnitedStateswouldstayoutofthewar,decidedtojoinitin

order・toendallwars・and・tomaketheworldsafefordemocracy・（qtd.inZinn

355）.Thereweresomeulterioreconomicmotivationsbehindthisdecision,how-

ever.TheUnitedStateswasmakingprofitsbyproducingandsellingsuppliesto

England.Inparticular,J.P.MorganandCompanyhadlentmoneytotheAllies

・insuchgreatamountsastobothmakegreatprofitandtieAmericanfinance

closelytotheinterestofaBritishvictoryinthewaragainstGermany・（Zinn353）.

ItispossiblethatWilsongaveintopressuresfromWallStreetanddecidedtojoin

thewartoprotecttheeconomicelites・profits.Inanycase,manyyoungmenfrom

thelowerclasseswenttothefrontasaresultofthepresident・sdecisiontoenter

thewar.

Gordonwasoneoftheseyoungmen.Ashewasastarathleteincollegebefore

thewar,aperfectexampleofAmericanmasculinity,Gordonwouldnotdeserthis

countryinthefaceoftheenemy.FightingforAmericawasanhonorableactfor

him.Sincesportsderivefromtechniquesandstrategiesforfightingorhunting,his

remarkableabilityonthebattlefieldcamequitenaturally.However,hewasnot

onlyskillfulinfightingbutwasrespectedevenbyenemysoldiersbecauseofhis

fairfighting.Gordonrepresents・America・sschoolboyideals・and・thelossof

Gordonrepresentsalossofinnocence・（Murphy140）.TheAmericanholywarfor

democracyfadesawayinthepresenceofthedisastrousrealitythatninemillions

ofliveswerelostinthewar.ButGordonstillposthumouslyexertshisinfluence

overothercharacterslikeademi-god.NinahelpsdevelopGordon・smythinsofar

asshecontinuestoadmirehimandevenwriteshisbiographylater.Theproblem

isthatGordon・smythistransformedintoaglorificationofthemasculinepowerto

winbattlesandcompetitions,sincesuchaglorificationiseasilyexploitedfor

militarypurposes.CarlaJ.McDonougharguesthat・socialpositionisultimately

wherepowerresides・（McDonough23）.InHairyApe（writtenin1921andpre-

mieredin1922）,forexample,Yank,astokerrepresenting・animageofmasculinity

reducedtoitslowestcommondenominator－brutestrength・（McDonough22）,

comestorealizethatcapitalistsholdthepowerinsociety.Justasthestokerboast-

ingofhisenormousphysicalstrengthismerelyamongthoseatthebottomofthe

socialhierarchy,isn・tGordononlyapawnfortherulingcapitalistclass,despite

hisposthumousheroiclegacy? Thoughtherearenolinesspecifyingthisin

StrangeInterlude,theplaywrightmusthavehadthisideainmind.O・Neillbegan

hisplaywritingcareerintheintellectualmilieuofanti-warandanti-establishment

inGreenwichVillageinthe1910s.Inaddition,hewasaself-acknowledgedphilo-

sophicalanarchistknowntobewearyofwaranddistrustfuloftherulingclass.

Inaletterwrittenafew monthsafterthePearlHarborattackbyJapan,for

AStrangeAntiwarPlay
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example,theplaywrightwrotetohisson,whohadappliedforacommissioninthe

IntelligenceCorps,asfollows:

Itislikeacidalwaysburninginmybrainthatthestupidbutcheringofthe

lastwartaughtmennothingatall,thattheysankbacklistlesslyonthewarm

manurepileofthedeadandwenttosleep,indifferentlybestowingcustodyof

theirfuture,theirfate,intothehandsofStatedepartments,whosemembers

aretrainedtobeconspirators,cardsharps,double-crossersandsecretbetray-

ersoftheirownpeople;intothehandsofgreedycapitalistrulingclassesso

stupidtheycouldnotevenseewhentheirowngreedbegandevouringitself;

intothehandsofthatmostdebasedtypeofpimp,thepolitician,（...）but

whatIstartedtosaywashowIloathethestupidwasteofyourbecomingin

thisattheriskofyourlife,becauseofthestupiditiesofthepasttwenty-five

years.（BogardandBryer528�529）

ButStrangeInterludeisnotanordinaryanti-warplaywithastraightforwardmes-

sageforpeace.AsO・Neilldescribeditas・mywomanplay・（qtd.inGelb,589）,it

isNina・sstrugglesforself-realizationafterGordon・sdeaththatarehighlighted,

withinatypicalwar-centeredstorylinefeaturingafallensoldierwhoresidesin

survivors・heartsandmemories.ByhavingNinabelieveinafeminineworldview

afterexperiencingherlover・sdeath,theplaywrightattemptstothrowintorelief

therealitiesofapatriarchalculturethatproducesaggressivemasculineheroes.

TheFlightandFallofIkaros

ThestoryofStrangeInterludecontrastsGordon・sdeathatthebeginningofthe

playwithGordonJr.・sflightattheend.MurphyhearsthemythofIkarosrever-

beratingintheseeventsandstates,・TheallusiontoIkaros（...）istellingincon-

junctionwiththepersonificationofAmerica・smythofinnocenceintheGordons.

Likeallromanticfantasies,thisone,O・Neillimplies,isheadedforultimatedestruc-

tion,nomatterhowmuchAmericamaystillwanttobelieveinit・（Murphy146）.

IkaroswasborntoDaedalusandNaucrate,whosenamesuggestivelymeans

・thesea・spower.・Daedaluswasagreatinventorandskillfulcraftsmaninancient

Greece.OneofhisinventionsresultedinPasiphagivingbirthtoamonster,

Minotaur.Minos,thekingofCreteandPasipha・shusband,orderedDaedalusto

buildalabyrinthtoimprisonthemonster.WhileMinotaurwaseventuallykilled

byTheseus,whoenteredthelabyrinthintheguiseofasacrificialvictim,

Daedalus,whowasalsoimprisonedinthelabyrinthwithIkaros,attemptedto

escapebymeansofwingsmadeoffeathersandwax.AlthoughDaedaluswarned

hissonnottoflytoohighortoolow,sothatthesun・sheatwouldnotmeltwax

northeseawaterdampenthewings,Ikaros,enraptured,flewtooclosetothesun

andfellintothesea.

ItisimportanttonotethatDaedalusisaninventivecraftsman.Hefirst
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extractsthewildnaturalforceembodiedbyMinotaur,andthencontrolstheforce

byconfiningthemonster.Daedalusalsoinventsaningeniousdevicetohelp

Theseuskillthemonster.ThismythofDaedalusasanearlyengineeranticipates

thefutureofhumancivilizationasitdevelopsadvancedtechnologyforrequisi-

tioningresourcesfromnatureaswellascontrollingnaturalforces.Thefactthat

killingthemonstermadesacrificesunnecessaryreflectsthetransitionfrom an-

cientmatriarchalculturetopatriarchalculturethroughwhichtheworshipof

MotherEarthwaslost.1

Modernhumanshavecontrolledandexploitednatureexhaustivelybymeans

ofadvancedscienceandtechnology,andconstructedhighlyautonomousciviliza-

tionsusuallyunaffectedbynaturalforces.Nevertheless,humansstillremainpart

ofnature.ThisundeniablefactissuggestedbythemythofIkaros,whoissubject

totheearth・sforceofgravityandfallsasifhewereswallowedintotheMother

Sea.ThestoryofIkaros,flyinghighwiththewingsinventedbyhisfatherbut

eventuallyfallingdown,anticipatesboththejoyandanxietyofmodernhumans

inacivilizedworldcuttingthemselvesofforflyinghighawayfromtheearthasthe

sourceoflife.ThisisthetruesignificanceofcomparingtheGordonswithIkaros.

Alongtimehumandream wasrealizedin1903,whentheWrightbrothers

succeededinthefirstmannedflightinhistory.Onlyelevenyearslater,however,

theFirstWorldWarbrokeout,inwhichfighterplaneswereusedforthefirsttime

inhistoryandmanyyoungsoldierswerekilledinairbattlesinEurope.Ikaros・

mythbecameanightmarishrealitywiththewar.O・Neillutilizestheage-oldsym-

bolicdesignofcontrastingtherealmsofskyandearth,therebyimplyingthe

aforementionedrootlessnessofmoderncivilizationtoreinforceNina・scritiqueof

patriarchythroughherfaithintheMotherGod.

Nina・sSelf-RealizationandFaithintheMotherGod

ThenightbeforegoingtoEurope,Gordonstronglydesiredtobephysicallyunited

withNinabutheldbacktothelast,becauseherfatherpersuadedhimtowaituntil

hewouldreturnfrom thewar.Stickingtohis・honorablecode-bound・attitude

（648）,hekepthispromisetoherfather.InActOne,Ninaexpressesasenseofloss,

hostilitytowardsherfatherwhostoodbetweenherandGordon,andremorsefor

havingtimidlyobeyedconventionalmorals.Eversincethatnight,Ninahasbeen

tryingtooutgrowheroldselfasa・daughterofthefather・followingconventional

patriarchalsocialnormsinordertorealizeanewself.AsMurphypointsout,Nina

・hasbecomeagoodexampleofthatpostwarphenomenon,theflapper・（141）.The

riseofyouthcultureinpostwarAmerica,involvingfreeindulgenceintheenjoy-

mentoflife,mustbeareactiontotheconventionalsocialsystemwhichfailedto

avoidthetragicwar.Justlikeaflapper,Ninaatfirsttriestoenjoyheryounglife

tothefullest.

WhatisdistinctiveofNina・sself-realizationisthatunlikemostflappersshe

ultimatelyattemptstobecomeamother.Tothatend,sheleavesherfather・s
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home,takescareofwoundedsoldiersasanurseinahospitalandgivesherselfto

them.Heractsofsexwithunspecifiednumbersofmenrecallsthepracticeof

sacredprostitutionasaninitiationintowomanhoodinancientmatriarchalcul-

ture.AccordingtoQualls-Corbett,・sacredprostitutionexistedforthousandsof

yearsinwidespreadcivilizations.Whereverthegoddessoffertility,loveand

passionwasworshiped,thesacredprostitutewasanintegralmemberofthe

community・（Qualls-Corbett32）.Forthisworship,astrangervisitedatempleof

theGreatMotherandperformedasexualactwithasacredprostitute.Sincethe

practicedevelopedwithinthematriarchalreligioussystem,it・madenoseparation

betweensexualityandspirituality・（Qualls-Corbett31）.However,Nina・suncondi-

tionalsexualactsdonotproducesacredexperiences,asshelivesinapatriarchal

culturewherefemalesexualityisregardedaslow andmean.Therefore,Nina

cannotavoidherguiltyconscience,thinkingthatsheisjustperformingdirtyacts

likeaprofaneprostitute.When,forthefirsttimeinayear,shereturnstoher

father・shomeuponhisdeath,herfacelookslike・apaleexpressionlessmask

drainedofemotionalresponsetohumancontacts・（667）.Thismaskistheresult

ofbeingtreatedmerelyasabodyintheunconditionalsexualactsthatsheorigi-

nallyconsideredasmeaningfulforherself-development.

ApatriarchalviewofwomanhoodisdescribedearlierinMarsden・srecollec-

tionofhisfirstsexualexperience.Attheageofsixteen,hewasenticedbymale

friendstobuyaprostituteasa・testofmanhood・（636）.Thatwashisfirstsexual

experience.Heremembersthathewaschokedwithtearsshortlyafter,ashewas

・thinkingofMother...feelingIhaddefiedher...andmyself...forever!...・（636）.

Degradingfemalesexualityassomethingmeanisultimatelyequaltodemeaning

theMothertogivelife.Sincehisexperiencewiththeprostitute,Marsdenhasbeen

afraidoflifeanddevelopedaPuritanicalmindset,livinghisownlifeasifhewere

aPrufrock-likebystander.Butheisalsoacharacterwithakeencriticalperspec-

tiveonmasculinecultureexactlyduetohisbitterexperienceinhisteens.

Marsdenisdescribedashaving・anindefinablefemininequality・（633）andDarrell

considershim as・oneofthosepoordevilswhospendtheirlivestryingnotto

discoverwhichsextheybelongto!・（662）.BecauseMarsdenissuchadesexualized

characterwhodistanceshimselffrommasculineculture,Ninadoesnothesitateto

revealheruniquetheologytohim:

ThemistakebeganwhenGodwascreatedinamaleimage.（...）menshould

havebeengentlemenenough,rememberingtheirmothers,tomakeGoda

woman!ButtheGodofGods－theBoss－hasalwaysbeenaman.Thatmakes

lifesoperverted,anddeathsounnatural.Weshouldhaveimaginedlifeas

createdinthebirth-painofGodtheMother.（...）Andwewouldfeelthat

deathmeantreunionwithHer,apassingbackintoHersubstance,bloodofHer

bloodagain,peaceofHerpeace!（670）

LiketheancientworshipofMotherEarth,Nina・stheologycentralizestheMother
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Godinthecreationoftheworld.ItisclearlyundertheinfluenceofNietzsche・s

philosophy,sincethephilosopheradvocatedthere-empowermentoftheearthor

thisworld・traditionallyslanderedassomethinglowly,dirty（likethebody）,illu-

sory（...）,perhapsdarkandfallen・（Burnham111）.Forexample,thefollowing

passagefromTwilightoftheIdolsaboutthemysteryofsexualityandprocreation

inreferencetothesignificanceofsexualsymbolsinancientGreeceshowsadeep

resonancewithNina・stheology:

Allthedetailsabouttheactsofprocreation,pregnancy,andbirthinspiredthe

highestandmostsolemnfeelings.Inthedoctrinesofthemysteries,painis

pronouncedholy:the・woesofawomaninlabour・sanctifypainingeneral,

－allbecomingandgrowth,everythingthatguaranteesthefutureinvolves

pain...Therehastobeaneternal・agonyofthewomaninlabour・sothat

therecanbeaneternaljoyofcreation,sothatthewilltolifecaneternally

affirmitself.（228）

InancientGreece,thesummitofMt.Olympus,wheregodswerebelievedtodwell,

waspartofthecelestialrealm oftranscendenceguardedbythegatesofclouds.

Ikarosrejoicedinflyingtotherealmofgodswherehumanscouldneverbeadmit-

ted.EvenafterthereceptionofChristianityinEurope,thecelestialrealmorthe

skyremainedanincorporealdomainassociatedwiththetranscendentalFather

God,whiletheprocreativeMotherEarthandfemininityweredegraded.Seeing

theprivilegingofthepaternalskyoverthematernalearthmakesitstillclearer

thatGordonShawisthevictimofapatriarchalculturethatdespisestheearthas

wellassexualityandphysicality.ThoughGordonisanalmostperfectmalefigure

with・Apollonianfeatures・（Cargill,IntellectualAmerica707）,hisonlyfaultisnoth-

ingotherthanbeingkilledinbattlewithoutbeingunitedwithhislovedone.

AccordingtoNina・stheologyoftheMotherGod,Gordonturnedhisbackonthe

mostfundamentalactoflifeonly tolivea・perverted・lifeandreach an

・unnatural・death（670）.However,thistruth,asitisinconvenientforpatriarchal

culture,issuppressedbymythologizingandidolizingGordonasahero.Atthe

rootofNina・stheologyoftheMotherGodandthefeminineworldviewliepacifism

rejectingtheaggressive,masculineheromythGordonunintentionallyrepresents.

Nina・sattemptstobecomeamotherinthehospitaldonotwork,however.In

herfirmbeliefintheMotherGod,NinadecidestomarrySamEvans,whoisfond

ofher.Tobecomeamotherandhertrueself,Ninathusundergoesthecommon

patriarchalprocessofbecomingthewifeofamanandthenamothertohischild.

Therefore,thedifficultiesfacing hercontinuously reflect・theanguish of

Everywoman・（Engel200）strugglinginpatriarchalculture.

TheMeaningoftheEvans・FamilySecret

Thefollowingspring,inActThree,thenewlymarriedcoupleisvisitingtheEvans・
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home.Thefamilyhasflourishedbyrunningalarge-scaleapplefarm,whereflow-

ersarenowinfullbloom.Despitetheappearanceofanearthlyheaven,however,

thereissomehowlittlelifeintheatmosphere.AlthoughNinaiscontentedlypreg-

nantwithSam・schild,shefindsit・hardtobelieveanyonehadeverbeenbornal

ive・（676）intheroomwhereSamwasborn.Herominoushunchsoonprovesto

bereasonablewhenMrs.EvansconfidentiallyrevealstheEvans・familysecretto

Nina.AccordingtoMrs.Evans,thefamilyhasalonghistoryofmadnessgoing

backatleasttoSam・sgreat-grandfather.Sam・sgrandmotherwasafflicted,aswell

ashisauntwhoiskeptinisolationintheattic.Sam・slatefatherinitiallydecided

toendthispatternbynothavingachild,butSamwasbornfromamomentary

lackofattention.Worryingtoomuchaboutthepossibilitythatthebabymight

becomeinsaneinthefuture,hisfatherinsteadfellintomadness.

AsCarpenterpointsout,thefamilysecretrevealedbyMrs.Evansisinscruta-

bleinarealisticsense,butseeingitas・partofthetraditionoftheGothicand

Romanticnovel・（Carpenter123）clarifiestheplaywright・sintention.AsGilbert

andGubardiscuss,themotifof・amadwomanintheattic・frequentlyappearing

inGothicandRomanticliteratureoftensymbolizestherepressionofwomen.The

factthatSam・sfatherwentinsaneuponthebirthofanunwantedchildimplies

thatthemotherlyprocreativefunctionisdetestedinpatriarchalculture.The

Evans・familyisthusanexampleofpatriarchalcultureinminiature.Importantly,

Sammakesalivingasacommercialcopywriterinsteadofrunningthefarm.Ina

laterscene,hestrugglestowriteadvertisingcopyforamilkpowderproduct.

Sam・sirrelevancetotherealprocessofproducingmilkasatreasureoftheearth

reflectshowpatriarchalculture,goingthroughindustrialstructuralchanges,has

advancedbycuttingitselfofffromMotherEarthasthesourceofalllife.O・Neill

impliesafundamentaldistancebetweentheEvansfamilyandthepre-Minotaur

agewhencowswereregardedassacredbeings.

Toendthepatrilinealmadness,Mrs.EvansinsiststhatNinashouldhavean

abortionandsecretlyhaveababywithahealthyman.Sam,whowouldthenlose

abiologicalconnectiontohisfuturechild,isthuspositionedastheequivalentof

WilliamBrowninTheGreatGodBrown,whoiscriticizedas・neithercreaturenor

creator!Toexistonlyinher［life・s］indifference!Tobeunlovedbylife!・（507）

ThesimilardetachmentfromtheearthandlifeisimpliedthroughSam,wholater

becomesasocialsuccessjustlikeBrown.

Sevenmonthslater,inActFour,doctorDarrellagreestohaveababywith

NinatoraiseasSam・s.Despitehisapparentscientific,objectiveattitude,heis

absolutelydelightedwiththeideaofbeingphysicallyunitedwithNina,ashefeels

・strongphysicalattraction・（704）inher.Consideringhimself・immunetolove

through hisscientificunderstanding ofitsrealnature・（661）and having

・experiencedpleasurewithanumberofwomenIdesiredbutneverloved・（710）,

Darrellclearlyholdsadualisticmindset,separatingsexualityfrom spirituality.

Darrell,・akindofprototypeofthescientist・（Winchester78）andbelievinginthe

scientificrationalmind,isalsotiedtopatriarchalperspectiveonwomanhood.His
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scientificself-illusionwillsoonbesmashedtopieces,however.Bydepicting

DarrellfallinginlovewithNinaagainsthisinitialintention,theplaywrightem-

phasizesthenaturalconnectionbetweensexualityandspiritualityassumedin

Nina・sfeminineworldview.2

GordonJr.・sGrowthintoaHegemonicMaleFigure

Afewmonthslater,inActFive,NinaisrapturouslypregnantwithDarrel・schild

－・mychildmovinginmylife...mylifemovinginmychild...theworldiswhole

andperfect...allthingsareeachother・s...lifeis...andtheis［sic］isbeyond

reason...questionsdieinthesilenceofthispeace（...）Iamamother...Godisa

Mother...・（715）.Alittlemorethanayearlater,inActSix,sheisatthepeakof

happinesswithanewbornbaby,whomshenamesGordonafterheroldlover.As

shestates,・Youaremythreemen!Thisisyourhomewithme!・（754）,sheistrium-

phantlysurroundedwithasurrogatefather（Marsden）,ahusband（Sam）,alover

（Darrell）,inadditiontoherson（GordonJr）.Inthepatriarchaltradition,accord-

ingtoHayaoKawai,awomanispositionedintermsofherrelationshipstomen.

Inotherwords,・whethersheisamother,adaughter,awife,oraloverdecidesher

statusinsociety・（Kawai79�80,mytrans.）.Interestinglyhere,・allthemenofthe

playdefinethemselvesinrelationshiptoNina・（Ranald670）asopposedtothe

abovetradition.Revoltingagainstpatriarchy,Ninagainshermostinfluential

positioninActSix.However,elevenyearslaterinActSevenandthereafter,itis

Samwhobecomesmoreconfidentinhisfinancialsuccessandexpandshisinflu-

ences.Tobeginwith,theformeryoungman,whowasunsureofhimself,steadily

developsconfidencebybeingafather.Ontheotherhand,Darrelldeclinesre-

markably.Likeamalestrangerservingasapartnerinancientsacredprostitu-

tion,DarrellisunabletoannouncehimselfasthebiologicalfatherofGordonJr.

Duetohisshadowy,peripheralposition,Darrellcan・tfindanymeaningorpurpose

inlife.BothSam・sriseandDarrell・sdeclineshowthesupremacyofthefatherin

patriarchalculture.Inthissituation,naturally,GordonJr.comestorelymoreon

hisfatherthanhismother.WhenSamtellsGordonJr.,・You・vegottoknowhow

tofighttogetoninthisworld・（774）,GordonJr.inhisteensisalreadyunderthe

stronginfluenceofmasculineculture.InanOedipalsituation,inwhichheholds

bothanaffectionforhismotherandhostilitytowardherintimatefriendDarrell,

GordonJr.issecretlydeterminedtobecomeastrongmanlikeGordonShaw.

Notably,onhiseleventhbirthdaypartyinActSeven,GordonJr.destroysamodel

sailboatfromDarrellinfrontofhiseyes,andlaterinActNineevenhitsDarrellin

theface.GordonJr.・sviolenceispartlyunderstandableinsofarasitresultsfrom

hishatredofDarrell,whoistooclosetoNina.Butmoreimportantly,itisasail-

boatthatGordonJr.destroys.AsoldsailorPaddyrecollectsinTheHairyApe,

sailingvesselscommonlyseenatseabeforetheIndustrialRevolutionoftensym-

bolizeablissfulonenessofmanandnatureinO・Neill・splays－・Oh,therewasfine

beautifulshipsthemdays－clipperswidtallmaststouchingthesky－finestrong
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meninthem－menthatwassonsoftheseaasif・twasthemotherthatborethem.

（...）・Twasthemdaysmenbelongedtoships,notnow.・twasthemdaysashipwas

partofthesea,andamanwaspartofaship,andtheseajoinedalltogetherand

madeitone・（126�127）.GordonJr.・sdestructionofthesailboataswellasthe

violencetowardhissecretbiologicalfatherisinterpretedassymbolicalactsof

denyinghisnaturalorigins.Asweshallseelater,thisforeshadowshistransfor-

mationintoarepresentationofrootlesspatriarchalcultureinthenextgeneration.

Tenyearslater,inActEight,SamisproudofGordonJr.,whohasgrowntobe

asexcellentanathleteasGordonShaw,butNinaviewshisgrowthcoldly.Accord-

ingtoher,theirsonresemblesherformerloveronlyinhisathleticism,ashehas

absorbedGordon・smythbywayofSam,who,asagreatadmirerofGordonShaw,

hasalwayswantedhissontobeamasculineathleteliketheidol.Despitehis

apparentperfection,GordonJr.isinfactan・insensitive,・・well-muscled,handsome

fool・（810）,whois・toothoroughlytrainedtoprogressalongacertaingrooveto

success・（803）.Naturally,patriarchalcultureasawholehasnotchangedatallin

spiteofunconventionaldomesticrelationshipsNinahascreatedaroundherinthe

processofself-realization.Theplaywrightthusemphasizestheresilienceofpatri-

archy.Afewmonthslater,inActNine,GordonJr.leavesforhishoneymoonwith

MadelinetoEurope,where,ironically,GordonShawwaskilledalongtimeago.

UnlikeGordonShaw,however,GordonJr.isunitedinmarriagewithhislovedone

andhassecuredmaterialwealthasthesuccessorofhisfather・sadvertisingbusi-

ness.Hepromisestobeahegemonicmalefigureinpatriarchalcultureinnotime.

WhileGordonJr.issuretobelieveinmasculineheroeswinningbattlesandcompe-

titions,itisunlikelythatsuchapromisingyoungmanwoulddieinawar.Never-

theless,thepossibilitystillremainsthatasamemberoftherulingclasses,he

mightlatersupporttheideaofsendingyoungpeopletothebattlefrontinorderto

expandhisbusinessandgainmoreprofits.Hemightusehisinfluenceinthe

advertisingindustrytoachievehisgoals.TheimageofGordonJr.flyinghigh

withhismotherleftbehindandlaunchinghisownindependentlifeevokesthe

furtherdevelopmentofpatriarchalculturewithitscontinueddisregardfor

MotherEarthinthefuture.Nina・smourningwordsneartheendexpressthe

playwright・sconcernsoverthefutureofpatriarchalcultureaswellasNina・sown

lonelinessfromherson・sindependence－・Sonsarealwaystheirfathers.Theypass

throughthemothertobecometheirfatheragain.TheSonsoftheFatherhaveall

beenfailures!・（817）.Recollectingthat・allthistangledmessofloveandhateand

painandbirthbegan・（809）becauseshefellinlovewithGordonShaw,Ninamar-

riesMarsden,asiftoretrievethehappinessofhergirlhood（sincethisoldmanhas

alwaysactedlikehersurrogatefather）.Thisconclusionarticulateshowdifficult

itisforawomantorealizehertrueselfinpatriarchy.Italsodemonstratesthe

continuationofahugegapbetweenNina・sidealfeminineworldviewandthereal-

ityofpatriarchalculture.3
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1 Toavoidmisunderstandings,itshouldbeaddedthat・matriarchy,inthesenseof

powerheldbywomenovermencomparabletothatlaterheldbymenoverwomen,

hadneverexisted・（Leacock35）.Inancientagriculturalsocieties,however,women

・playedsuchadominantroleintheplantingandharvestingactivities・and・became

themostimportantmembersofthesociety,・sincetheywereconsideredtohavethe

samemagicpowersofbirthandnourishmentthattheearthdoes（Campbell101）.

Matriarchydidexistinsofarasitwas・concernedwithculturalauthorityasopposed

tothepoliticalpoweremphasizedbythepatriarchy・（Qualls-Corbett30）.

2 An・unquestionedbeliefincongenitalinsanity・and・theresultingnecessityofbreed-

ingforeugenicallyhealthyoffspring・（Wolff221）astheproposedcureclearlyreflect

thepopularityofeugenicsinthe1920s.Butthiscuredoesnotmeanthattheplay-

wrightgivesfullsupporttoeugenics.Afterall,ifhidingthefamilyhistoryofinsanity

from Sam can preventhim from goingmad,theirhereditary insanity isalso

・subjective,contingent,andconstructed・（Wolff232）.GiventhatDarrellsuffersse-

verelyafterheembarksontheeugenicallyreasonableplan,O・Neilluseseugenicsto

emphasizethatthescientific,rationalthoughtDarrellrepresentscannotalwaysbea

guidingprincipleforlife.

3 ThisresearchwascarriedoutonagrantgivenfromtheInstituteforResearchinthe

HumanitiesofTakushokuUniversityin2016.
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Summary

Theso-called・fivesentencepatterns・havebeenwidelyusedintheteachingof

EnglishatjuniorandseniorhighschoolsinJapan.Thewide-spreadusecanbe

atrtributedtoHosoe・s（1952）grammarbookwhichowesthelargepartofitsdescrip-

tiontoOnions（1904）.Thisstudyhasinvestigatedhow・fivesentencepatterns・are

describedintheeducationalpublications:fourself-helpbooks;Hosoe・sgrammar

book（1971）;arecenthighschooltextbook（2013）;18grammartextbooksforhigh

schoolsusedin1980s.

Thefindingsoftheinvestigationcanbesummarizedinthreepoints:（1）the

publicationsinvestigatedaredividedintotwokinds,thosedealingwithonlysimple

sentencesinthedemonstrationofthe・fivesentencepatterns・andthosetakingup

complexsentencesaswell;（2）thecomplementandtheobjectarerealizedbygram-

maticalitemsassumingvariousfunctions;acomplementcanberealizedbyadjec-

tives,nouns,that-clauses,to-infinitives,gerunds,presentparticiples,pastparticiples

andprepositions;（3）theanalysisofthestructure・object＋to-infinitive・iscontrover-

sial;sometreatitaspartof・SVOC・,othersregarditaspartof・SVOO・.

Theneedofdevelopinganewtypeof・fivesentencepatterns・issuggestedwith

theideaofverbalvalencyinmind.

日本の学習文法で使われる

5文型について（上）
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1.1.初めに

日本の中学校，高等学校で英語を学んだことのある人ならば，「5文型」という用語

を聞いたことがあると思われる。この用語が日本の人々によく知られていることを確認

するために，社会人のための自己啓発書，英語再入門の本を4冊見てみる。

1.2.岩田一男（2014）

岩田一男（2014:185）（1）は，いわゆる「五つの文型」について次のような例を挙げて

いる。［ ］内は筆者による補足である。

（1） Igo.のような「○○は・××する」型［SV］

（2） Iloveyou.のような「○○は・××する・△△を」型［SVO］

（3） Hegivesheraring.のような「○○は・××する・▲▲に△△を」［SVOO］

（4） Iam happy.のような「○○は・●●である」型［SVC］

（5） TheyelectedKennedypresident.のような

「○○は・××する・△△を・●●に」型［SVOC］

川嶋（2015:10）によると「5文型」が文部省の中学校学習指導要領で提示されたの

が1958年ということなので，岩田（1961）は新学習指導要領で，当時の中学生たちが

「5文型」を学び始めた頃に出版されたことになる（2）。「旧世代」となった社会人たちに

新しい「5文型」の考え方を普及させようという意図があったのであろう。

岩田の提示順は，いわゆる「5文型」を教室で教えるときの提示の仕方ではない。文
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型の番号もSVOのような略号も用いていない。注目すべき点は，英語の例文に対する

パターン化した訳文が英語の語順で示されている点である。例えば，（3）の「○○は・

××する・▲▲に・△△を」は日本語の語順で説明を与えたならば，「○○は・▲▲に・

△△を・××する」のようになったはずである。岩田は，さりげなく，英語の語順は

SVOだが日本語はSOVということを読者に伝えようとしたのではないか（3）。

実際，高校生用の参考書を2冊見てみる。若林（1982）と安藤（1989）である。若林

（1982:36）では，�主語（S）＋述語動詞（V）＋目的語（O）�を第3文型と呼ぶと述べて

次のような例文を提示している。

（6） Iwroteapoem.（私は詩を書いた）

S V O

若林は英語の例文と訳文を与えているが，岩田のようなパターン化した訳は与えていな

いので，表面上は問題がなさそうに見える。安藤（1989:7）は，まず，次のような例

文を与えている。

（7） Maryenjoysclassicalmusic.（メアリーはクラシック音楽を楽しんで聞く）

安藤は，第3文型は「xをyする」と訳すことができると述べて，�x�の位置を占める

のが目的語であると説明している。妥当な説明だと思われるが，「xをyする」という

日本語のパターン訳を見て，「メアリーはクラシック音楽を楽しんで聞く」という日本

語を（8）のように「英訳」する学習者は出てこないだろうか。

（8） *Maryclassicalmusicenjoys.

英語に慣れた学習者にはあり得ないかもしれない。6.2節で後述するが，言語類型論的

に言うと，英語はSVO，日本語はSOVである。「メアリーは楽しんで聞くクラシック

音楽を」，「私は書いた詩を」のような中間言語を経由して教えた方が日本語母語話者に

は親切かもしれない。岩田は，さりげなく，英語と日本語の間の高い壁を越える方法を

示唆しているのである（4）。

1.3.大津由紀雄（2004）

大津（2004:44）は次のような例文を挙げて説明している。［ ］内の表記は大津の記

述に基づき筆者が整理表示した。

日本の学習文法で使われる5文型について（上）
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（9） Johnslept.［I:S＋V］

（10） Johnisasinger.［II:S＋V＋C］

（11） Johnlovestennis.［III:S＋V＋O］

（12） JohngaveMaryapresent.［IV:S＋V＋O＋O］

（13） JohnmadeMaryangry.［V:S＋V＋O＋C］

（9）から（13）の例文について，共通点は［S＋V］を含んでいることだと大津は述べ

ている。日本語との対照を考えるならば，日本語とは異なりS（主語）は省略できない

とでも指摘しなければ，あまり教育的効果は無いように思われる。

大津（2004:45,46）は5文型は万能ではないと述べて次のような例文を挙げている。

（14） Didyouputthedecanteronthetable,Marilyn?

（15） Bytheway,Rufuswaslyingonthefloor.

（14）ではonthetableを省略すると文が完結せず，（15）ではonthefloorを省略す

ると文が成り立たない。5節で後述するが，Quirketal.（1985）によれば，それぞれ

の前置詞句は省略できない副詞的要素（adjunct）であり，（14）は［S＋V＋O＋A］，

（15）は［S＋V＋A］と分析される。大津は，「7文型」の話の解説には入らず，辞書の

文型の説明を丁寧に読むようにとだけ述べている。紙数の制約があったのだろうが，読

者は消化不良になるような気がする。

1.4. フクチ・高橋（2015）

フクチ・高橋（2015）はマンガで中学英語を復習させようという社会人向けの本であ

る。p.207からp.210に「5文型」のまとめと例文が出ている。各文型ごとに例文を1

つずつ引用する。文型の分析は例文の下に表示されている。［ ］内は筆者による。

（16） Mygrandmothergetsupearlyeveryday.［第1文型 S＋V］

S V M M

（17） Thatmanismyfather.［第2文型 S＋V＋C］

S V C

（18） Kentamakeshislunchbyhimself.［第3文型 S＋V＋O］

S V O M

（19） Isentherane-mailyesterday.［第4文型 S＋V＋O1＋O2］

S V O1 O2 M
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（20） Ipaintedthedoorwhite.［第5文型 S＋V＋O＋C］

S V O C

著者の教育的な配慮が感じられるのは，第1，第3，第4文型の例文に副詞句（Modifier）

を入れた点である。このような副詞類は文法分析的には省略可能である。しかし，フク

チ・高橋（2015:207）が「SとVだけで構成される英文はあまりなく」と指摘してい

るのは的確である。確かに（16）から副詞句を削除した ・Mygrandmothergetsup.・

という文が成り立つ文脈を考えるのは難しそうである。

問題点もある。S＋V＋Oは「SはOをVします」，S＋V＋O1＋O2は「SはO1にO2を

Vします」，S＋V＋O＋Cは「SはOがCだとVします」というようなパターン化した

訳文を与えている点である。1.2節の後半で指摘した問題である。読者に英語の基本的

な語順はSVOであり，日本語の基本的な語順はSOVだという肝心な点が伝わらない

かもしれないという不安が残る。「私は彼女に昨日メールを送りました。」という日本語

に対して，下の（21）のような英語を発する学習者はいないだろうかという心配である。

（21） *Iherane-mailyesterdaysent.

「SはO1にO2をVします」に英単語を当てはめていくと（21）のような「英文」（?）が

できてしまうのである。

1.5.宮永國子（2014）

宮永（2014）は現場の営業マンが英語で書いたプレゼンテーション用の原稿の問題点

を指摘しながら，英語と日本語の表現法と発想法の違いを論じている。以下のような

「5文型」のまとめが81ページに出ている。

（22） 第1文型：主語＋動詞（S＋V）

（23） 第2文型：主語＋動詞＋補語（S＋V＋C）

（24） 第3文型：主語＋動詞＋目的語（S＋V＋O）

（25） 第4文型：主語＋動詞＋目的語＋目的語（S＋V＋O＋O）

（26） 第5文型：主語＋動詞＋目的語＋補語（S＋V＋O＋C）

宮永は文型論を展開しているわけではない（5）。「5文型」に関する読者の予備知識を確認

しているだけである。宮永は順番に「5文型」を論じているわけではないが，それぞれ

の文型に該当すると思われる例文を引用する。［ ］内は筆者による表記である（6）。

日本の学習文法で使われる5文型について（上）
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（27） Theglassbroke.［S＋V］（p.61,p.74,p.81,p.82）

（28） Youbrokeit.［S＋V＋O］（p.61,p.74,p.81,p.82）

（29） Skiesareblue.［S＋V＋C］（p.94）

（30） Igavehimsomeadvice.［S＋V＋O＋O］（7）（p.92）

（31） IsawEmilybreaktheglass.［S＋V＋O＋C］（8）（p.75）

（32） Thewindblewthedooropen.［S＋V＋O＋C］（9）（p.88）

（33） Astrongwindblewthedoorclosed.［S＋V＋O＋C］（p.123）

宮永（2014:60�62）は例文（27）と（28）について次のようなエピソードを紹介して

いる。アメリカに留学した女子高校生がホームステイ先で，うっかり，コップを床に落

として割ってしまった。そこで，ホストマザーに ・Theglassbroke.・と言うと ・The

glassdidnotbreak.Youbrokeit.・と返されてひどく落ち込んでしまったと言う話で

ある。宮永（p.66）は，・Youbrokeit.・という英語が表現していることは，youが原

因であり，itは結果であるということだと解説している。アメリカ文化では，youは

原因であると指摘しているだけで，決して「あなた（you）」を責めているわけではな

いということである。

宮永（p.73,p.83,p.101）は，第3文型の役割は主語と目的語を分離することによっ

て，主体と客体を分離することだと主張している。宮永（p.87）は第4文型と第5文

型にも第3文型が内蔵されていると述べている。6.2節で後述するが，言語類型論的に

とらえるならば，英語はSVOだが日本語はSOVという違いを意識することの重要性

を語っていると思う。言語類型論と異なるのは，SVOという構造を英語が持っている

おかげで，英語話者は「主語の外にある世界を，目的語として分離したまま認識するこ

とができる」と宮永（p.73）は述べて，認識論，さらに文明論にまで言及している点

である。

2．高等学校の「コミュニケーション英語教科書」（2013）における

5文型の記述

第1章では，4冊の社会人向けの自己啓発書を参照して，「5文型」の話が日本の中学

校，高等学校で英語を学んだ人々の基礎知識とされていることが分かった。しかし，岩

田（1961）は中学校で「5文型」が教えられるようになった頃の出版物であり，50年以

上の時間が経過している。フクチ・高橋（2015）は新しい本である。想定読者の年齢層

は大学生から中高年までと広そうである。しかし，著者の高橋基治氏は責任ある年代の

方と思われる（10）。中学校，高等学校の教育を受けたのは20世紀であろう。
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21世紀になって17年目であるが，現在の中学校，高等学校の英語教科書では「5文

型」はどう扱われているだろうか。手元にある1冊を参照してみる。高校1年生用のコ

ミュニケーション英語の教科書である。霜崎實 他（2013:12）には次のような例文と

記述がある。［ ］の記述は霜崎他のものである。

（34） Birdsfly.［1.S＋V「～が…する」］

（35） Iamhappy.［2.S＋V＋C「～は…である」など］

（36） Iplayedtennis.［3.S＋V＋O「～を…する」］

（37） Igaveherapresent.［4.S＋V＋O1＋O2「～に…を与える」など］

（38） IcallhimJohn.［5.S＋V＋O＋C「～を…と呼ぶ」など］

［ ］の数字には「文型」とは書いてないが，この記述順に基づいて教室で「第1文型，

第2文型，第3文型，第4文型，第5文型」という説明を聞く可能性は大いにありそう

である。第1章で指摘したように，「～を…する」というようなパターン化した日本語

訳のせいで日本語と英語との語順の違いが不明確になってしまう危険性があるので指導

上の注意が必要である。175ページから176ページには，「5文型」という用語は出てい

ないが，この5つのパターンについて28個の例文と記述が出ている。以下に引用する。

「5文型」による分析の対象になる文は（34）から（38）のような単文に限定されるもの

ではないことを明らかにするためである。また，後の章で過去の教科書の記述との比較

を試みるためでもある。［ ］内の記述は霜崎他による記述を筆者が挿入したもの，��

内の記述は霜崎他のものである。

（39） Birdsfly.［S＋V］

（40） Iamhappy.［S＋V＋C］

（41） Theproblemwasthathermothertongue,Persian,doesnotuseChinese

characters.［S＋V＋C］�C＝that節�

（42） Thefactisthattheearthlookslikeanoasisinspace.

［S＋V＋C］�C＝that節�

（43） Thereasonforhersuccessisthatsheenjoysthechallenges.

［S＋V＋C］�C＝that節�

（44） Ando・shopeisthatUmi-no-Moriwillbeamodelfortheworld.

［S＋V＋C］�C＝that節�

（45） IkeptworkinginaJapanesecompany.［S＋V＋C］�C＝現在分詞�

（46） Mytwo-year-olddaughtercamerunningtome.［S＋V＋C］�C＝現在分詞�

日本の学習文法で使われる5文型について（上）

―49―



（47） Hegotcaughtbythepolice.［S＋V＋C］�C＝過去分詞�

（48） Pleaseremainseatedatyourdesk.［S＋V＋C］�C＝過去分詞�

（49） Iplayedtennis.［S＋V＋O］

（50） Everyonewonderswhenthenewparkwillopen.［S＋V＋O］�O＝疑問詞節�

（51） Idon・tknowifhefinishedhisjourneysafely.［S＋V＋O］�O＝if節�

（52） Igaveherapresent.［S＋V＋O1＋O2］

（53） Thephotoswillshowyouwhatpeoplewentthroughinthe20thcentury.

［S＋V＋O1＋O2］�O2＝疑問詞節�

（54） TheTVprogramwilltellyouhowhebecameafamousactor.

［S＋V＋O1＋O2］�O2＝疑問詞節�

（55） Shedidn・ttellherfamilywhenshewouldcomeback.

［S＋V＋O1＋O2］�O2＝疑問詞節�

（56） TheBibletellsusthattheworldwascreatedinsixdays.

［S＋V＋O1＋O2］�O2＝that節�

（57） IcallhimJohn.［S＋V＋O＋C］

（58） Heheardhismothersing・JingleBells・.［S＋V＋O＋C］�C＝原形不定詞�

（59） Isawalotofpeopleentertheconcerthall.［S＋V＋O＋C］�C＝原形不定詞�

（60） TheDavidsonsdidtheirbesttomakethemfeelathome.

［S＋V＋O＋C］�C＝原形不定詞�

（61） Theteacherhadhisstudentshelphimwiththework.

［S＋V＋O＋C］�C＝原形不定詞�

（62） Theteacherletusgohomeearly.［S＋V＋O＋C］�C＝原形不定詞�

（63） Ioftensawthemsleepingonthestreets.［S＋V＋O＋C］�C＝現在分詞�

（64） Weheardsomebodyplayingthepianointhemusicroom.

［S＋V＋O＋C］�C＝現在分詞�

（65） Theywantedthewallpaintedwhite.［S＋V＋O＋C］�C＝過去分詞�

（66） Hefoundhimselfleftaloneintheforest.［S＋V＋O＋C］�C＝過去分詞�

いくつか記述の特徴がある。S＋Vについては上記の（34）しか取り上げていない。

修飾語（Modifier）が続いてS＋V＋Mになるケースは，すくなくとも文法のまとめに

は出ていない。いわゆる第4文型の記述は，［S＋V＋O1＋O2］となっていて，間接目的

語，直接目的語という用語を使っていない。［S＋V＋O＋C］に関する例文（57）から

（66）では，文型そのものだけではなく，例えば（63）で例示されている「see＋目的語

＋～ing」のような語と語の繋がり（collocation）を同時に教えようという意図がある
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と思われる。

次の2つの例文は分析に異論が出るかもしれない。

（67） IkeptworkinginaJapaneseCompany.［S＋V＋C�＝現在分詞�］

（68） Mytwo-year-olddaughtercamerunningtome.［S＋V＋C�＝現在分詞�］

Keepに続く～ing形は江川（1964:299），『ルミナス英和辞典』（2005:942）では補

語（C）と分類されている。『ジーニアス英和辞典』（2014:1164）ではCと明示されて

いない。しかし，辞書の表記の約束に従って，［SV（on）doing］という表記は［SVC］

と解釈して差し支えないであろう。Keepに続く～ing形は，日本の学習文法では

［SVC］と分析されてきたわけである。

Comeに続く～ing形は江川（1964:299），『ウィズダム英和辞典』（2013:372）では

補語と明記されている。『ルミナス英和辞典』（2005:324）では「現在分詞とともに」

と表記され，補語とは書いていない。『ジーニアス英和辞典』（2014:415）では［SV

doing］と表記されているが，前後の記述から，この～ingをCと解釈するのは難しそ

うである（11）。

教室の現場では，江川（1964:191）の「われわれとしては意味が理解できればいい

のであって，補語と認めるか否かは文法家の問題である」という主張に耳を傾けておお

らかな姿勢で授業を展開する配慮が必要である。

3．「5文型」が日本の英語教育に導入されたきっかけ

第1章と第2章で「5文型」が世代を超えた日本人の共有財産とも言えるくらいに浸

透していることが分かった。第3章では「5文型」が日本の英語教育に導入された経緯

について考察する。

3.1.CharlesTalbutOnions（1904）

小泉（2009）はフランスのTesni�ereの結合価文法を日本語と英語の分析に応用した

理論書である。小泉は191ページで受験英語の参考書として，江川（1964）と綿貫 他

（2000）に言及し，記述分析の根底は C.T.Onionsにあると述べている。小泉の意図

は日本ではあまり知られていないTesni�ereの理論を紹介することにある。興味深いこ

とに，小泉はTesni�ereの結合価文法は，Onionsの5文型による分析とHornbyの25

の動詞形による分析と両立すると示唆している点である（12）。一般言語学の研究者が英語

の統語論について語るときにも「5文型」に言及するのである。日本の英語教育に与え
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た影響がいかに大きいかが分かる。

さて，Onionsが日本の学校文法で教授されてきた「5文型」の成立に与えた影響に

ついては諸説あるようである。日本の英語学者たちの言説を参照してみる。安藤（1969:

18）はC.T.Onions（1932）AnAdvancedEnglishSyntaxの訳書の中で「これが，

わが国の学校文法で一般に踏襲されている5文型の原型である」と述べている。小西

（1967:95）は「Onionsが元祖であるかどうかはわからないが，かれのこの著によって

急速に普及したことは否定できない」と述べている。安井（1973:175）は「わが国に

おける「5文型」という用語の確立は，「5」という数字はアニアンズから借り，「文型」

の部分はパーマーやホーンビーから借りることにより作られた」と述べている。

3人の英語学者たちは，Onionsが出発点であったことを否定していない。しかし，

Onions（1911:6�9）に出ている「First/Second/Third/Fourth/FifthForm of

Predicate」と Hornby（1954:16）に出ている25個の動詞型（verbpatterns）を結び

つけて議論することは言語理論的には妥当であるかもしれないが（13），英語教育史的な観

点から振り返ると，OnionsとHornbyがいきなり結びついたわけではなさそうである。

川嶋（2014a:50）は大塚（1968）に言及しながら，「5文型」が日本の英語教育界で

支持されるようになったのは細江の影響であり，もちろん，細江の第一公式から第五公

式はOnionsのtheFirstForm ofPredicateからtheFifthForm ofPredicateを原

型にしていると述べている（14）。

以下，3.2節ではOnionsの考え方の普及に影響を与えたと思われる細江逸記による

記述を紹介する。伝聞にもとづいた孫引きをする危険を避けて原典にどのようなことが

書かれていたかを知るためである。

いわゆる「5文型」の元となったと考えられる細江の考案による文の5つの形式を参

照する。語句を（ ）で囲んであるのは細江の表記である。（ ）で示す例文の番号と［ ］

内の表記は筆者による。

細江（1971:25）は第1形式の文では，「その述部はその動詞以外になんらの語の添
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3.2.細江逸記（1971）（15）

表1 第1形式の文（細江1971:26）［S＋V］

主部 述部

（69） Dogs bark.

（70） Stars twinkle.

（71）（His）father died（yesterday）.

（72）（The）man spoke（atlast）

（73） Someone（else） mustgo（there）



加を必要としない」と主張している。しかし，例文（71），（72），（73）では述部に副詞

句が含まれている。文法的には省略可能であるのかもしれないが，副詞句がある方が普

通の英語という感じがするのであろう。細江が第1形式の文から副詞句を徹底的に削除

しようとしたわけではないということが分かって興味深い。学習文法で［S＋V］を教

授するときに副詞句をどう扱うかを考えるときの参考になる。

例文（77）と（78）は日本の学習文法，特に，中学校，高等学校の教室では［S＋V＋C］

の例文としては出てこないような気がする。Onions（1911:6）のSecondFormofthe

Predicateの例文には出ていない。細江（1971:27）は例文（77）について，「Theman

wentawayだけでも場合によっては完全な文であり得るのであるが…この場合におけ

るwentは不完全陳述の自動詞となり，いわゆる補語dejectedが添わって初めてその

陳述が完成する。」と主張している。しかし，dejected（16）は学習文法では，動詞が要求

する不可欠な要素として扱うのではなく，修飾語として扱う方が無理がないように思わ

れる。例えば，分詞構文である。現在の英和辞典でのgoの記述を見てみる。

（79） Thedifferencewentdeep.［ジーニアス英和辞典 2014:910］

（80） Hehadtogohungry.［ルミナス英和辞典 2005:732］

（81） Themilkwentsour.［ジーニアス英和辞典 2014:911］

『ジーニアス英和辞典』は例文（79）を［SV副詞句］と分析している。辞書の説明によ

ると第1文型ということになる。wentは完全自動詞の用法ということになる。細江の

・Themanwentawaydejected・の用法に一番距離が近いように思われるが，細江の

「第2形式の文の中の補語」という分析とは異なる。

例文（80）と（81）は『ルミナス英和辞典』と『ジーニアス英和辞典』で，それぞれ，

［S＋V＋C］と分析されている。goは不完全自動詞として使われている（17）。

細江の例文（78）のofimportanceはimportantと言い換えれば形容詞となり補語

（C）と扱うことが可能になる。しかし，ofの文中での役割を説明できない。前置詞of
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表2 第2形式の文（細江 1971:27）［S＋V＋C］

主部
述部

述語 補語

（74） It was he.

（75） James hasbecome （a）（famous）soldier.

（76） Mary turned （very）pale.

（77）（The）man went（away） dejected.

（78） This seems ofimportance.



の用法を『ルミナス英和辞典』（2005:1204），『ジーニアス英和辞典』（2014:1463），江

川（1991:7）で見てみると，全て，ofimportanceをimportantと言い換えている。

もちろん，文型の分析はない。21世紀になってもofimportanceは例外と扱うほかな

さそうである（18）。

第3形式の文の例文については，objectの訳語を「目的語」ではなく，「目的」として

いる以外は，現在の学習文法と大きな差異はないように思われる。

第4形式の文の例文については，indirectobjectの訳語を「間接目的語」ではなく，

「間接目的」とし，directobjectの訳語を「直接目的語」ではなく，「直接目的」とし

ている以外は，現在の学習文法と大きな差異はないように思われる。

現在の学習文法との用語の違いは，「目的語」を「目的」と言い，「目的格補語」を

「目的補語」と呼んでいる点である。

―54―

表3 第3形式の文（細江 1971:29）［S＋V＋O］

主部
述部

述語 目的

（82） Cats catch mice.

（83）（The）queen recognized （the）ambassador.

（84） Children shouldobey （their）parents.

（85）（Many）hands make （light）work.

（86）（My）brother isstudying （the）history（ofChina）.

表4 第4形式の文（細江 1971:32）［S＋V＋O＋O］

主部
述部

述語 間接目的 直接目的

（87） I gave him （a）book.

（88）（His）brother hassent her this.

（89）（The）（old）man willtell us （a）（funny）story.

（90）（My）father hasbought me （a）（new）house.

（91）（That）lady showed （the）officer （her）passport.

（92） He saked（19）（ママ） （the）boy （a）question.

表5 第5形式の文（細江 1971:36）［S＋V＋O＋C］

主部
述部

述語 目的 目的補語

（93） Father made me （a）merchant.

（94） People call him LongJohn.

（95） They elected Mr.Wilson President.

（96）（The）court declared him guilty.

（97） Misfortune drove （my）father mad.

（98） They thought it him（20）.



川嶋（2014a:37�40）によれば細江がOnions（1904）に対して加えた改善点が2つ

ある。

1つめの改善点は，自動詞と他動詞の区別を導入したことである。川嶋は英語的な発

想では他動詞（transitiveverb）が無標であり，自動詞（intransitiveverb）は有標

だと指摘している。Hornbyのverbpatternsの記述の順序をみると面白いことが分か

る。Hornby（1954:16�58）の verbpatterns1�19では他動詞が記述され，Hornby

（1954:58�82）のverbpatterns20�25では自動詞が記述されている。

ところがHornbyは第2版で記述の順序を変えている。Hornby（1975:14�38）の

verbpatterns1�5では自動詞が記述され，Hornby（1975:38�77）のverbpatterns

6�25では他動詞が記述されている。さらに他動詞は2つのグループに大別されている。

Verbpattern6�10が単純他動詞でありverbpatterns11�25は他動詞だが，さらに補

語（complement）または間接目的語（indirectobject）を必要とすると Hornby

（1975:48）は述べている。Hornby（1975）の記述の方が現在の日本の学習英文法で馴

染みがあるものである。

日本の代表的な学習英文法書である江川（1964:180），江川（1991:185）ともに自動

詞から記述を始めている。綿貫（2000:376）も自動詞から説明を始めている。この日

本式の記述の順を定めたのは細江であると川嶋は述べている。細江（1971:25）は，英

語の動詞は自動詞と他動詞に2大別され，自動詞は完全陳述自動詞と不完全陳述自動詞

とに下位区分され，他動詞は単純他動詞，付与動詞，作為動詞に下位区分されると述べ

ている。

2つめの改善点は，Nesfield（1889）を参考にして「不完全な叙述の動詞を完全なも

のにする」complementという概念を導入し，その訳語を「補語」と定めたことだと

川嶋（2014a:39）は指摘している。確かに川嶋の指摘するとおり，Onions（1911:6,9）

のsecondform ofthepredicateとfifthform ofthepredicateの記述では，subject,

verb,objectという用語は使われているが，現在のcomplementと言う用語は使われ

ていない。該当部分は ・predicateadjectiveorpredicatenounorpredicatepronoun・

となっている。上位概念（coverterm）の導入を図ったのは細江の英断である。ただ

し，現在の学習英文法の用語と異なる点もある。細江（1971:27,36）は subjective

complementを「主格補語」ではなく「主補語」と呼び，objectivecomplementを

「目的格補語」ではなく「目的補語」と言っている（21）。

「補語」で示される範囲は現在よりも広いように思われる。細江（1971:141）は次の

ような例文を取り上げている。

（99） Henoddedasleep（22）.
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細江はasleepを主補語 と分析している。現在の学習文法で［S＋V＋C］を教える場

合は，動詞（V）は連結動詞（copulativeverb）に限定すると思われる。例文（77）

で指摘した問題点と共通である。

4．「学習指導要領」における「5文型」の扱い

1.2節で見たとおり，いわゆる「5文型」が文部省の「中学校学習指導要領」で，最

初に提示されたのは1958年である。2009年3月に発表された現行の「高等学校学習指

導要領」では，「5文型」という用語は使われていないが，指導すべき文の構造は「5文

型」に基づいて整理されていると川嶋（2015:5�13）は指摘している。

1958年発表（23）の「中学校学習指導要領」を参照してみると，「主語＋動詞の文型」，

「主語＋動詞＋補語の文型」，「主語＋動詞＋目的語の文型」，「主語＋動詞＋間接目的語

＋直接目的語の文型」，「主語＋動詞＋目的語＋補語の文型」という記述がある。確かに

「文型」という言葉は使われているが「5文型」の「5」という数字は見当たらない。

1969年発表（24），1977年発表（25），1989年発表（26），1998年発表（27）の「中学校学習指導要

領」には1958年発表のものと同様の記述がある。2006年発表の「中学校学習指導要領

解説」（28）では，38ページで「「文法事項」については，従来の学習指導要領で用いられ

ていた「文型」に替えて「文構造」という用語を用いた。文を「「文型」という型によっ

て分類するような指導に陥らないように配慮し，また，文の構造自体に目を向けること

を意図してより広い意味としての「文構造」を用いたものである。」という指導上の助

言が書かれている。しかし，その後の「文構造」の例示のためには，「主語＋動詞」，

「主語＋動詞＋補語」，「主語＋動詞＋目的語」，「主語＋動詞＋間接目的語＋直接目的語」，

「主語＋動詞＋目的語＋補語」という用語を使っている。ただし，これは指導するべき

英文の種類を教師のために「文法用語」を使って説明しているだけであって，生徒に教

えるということではないだろうと思われる。1958年以来，「文型」という概念を生徒に

教えるということではなかったのではないかと筆者は考える。
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shobo.co.jp/product/9784480431813/ アクセス日：2017年9月2日）。「1961年の発売時

わずか3カ月で100万部を突破した昭和を代表するベストセラー。日本人が陥りがちな暗記

や直訳など小手先のテクニックにとらわれることなく，英語という言語の本質に迫りながら

多彩な例文を多数用いて，わかりやすく，ユーモアたっぷりに英語を学ぶことができます。

50年以上も前に書かれながら今なお新鮮な発見を与えてくれる一冊」。

（2） 学習指導要領で「5文型」が明記されていた時代の学習参考書として，小川義勇・安田一

郎（1961）『英語の文型と運用』，安田一郎（1970）『NHK続基礎英語 英語の文型と文

法』がある。どちらもパターンプラクティスの考え方に基づいて作られた本である。平叙文

を疑問文に変える，肯定文を否定文に変える，平叙文から特殊疑問文を作るなどの練習を通

じて学習者に英語の語順を学ばせようという意図である。どちらの本も「5文型」による分

析を各課に与えている。もちろん「文型番号」ではなく，S,V,O,Cの略号を用いた表記

である。「5文型」による説明は背景説明になっているようである。直接，「5文型」の分析

を求める練習問題は少ない。小川・安田（1961）には86課のレッスンがあり，練習問題

（practice）の大問数は201問である。201問の中で「5文型」に関する知識を前提とした練

習問題はp.47,p.83,p.85,p.89,p.105,p.110,p.117,p.120,p.152と9問ある。総大問

数に占める割合は，4.48％である。直接，「5文型」の分析を求めているものは，p.47の

「次の文が（a）S＋Vか（b）S＋V＋Cかを区別しなさい」，p.89の「次の文の中，S＋V＋

O＋Cの文型に属するものを選びなさい」，p.110の「次の文の意味と文型を考えなさい」，

p.120の「次の文の意味と文型をいいなさい」，p.152の「次にそれぞれの文をS,V,O,C

に分けなさい」の5問だけである。あとは，例えば，p.85で「次の文の直接目的語を主語

として第Ⅲ文型の受動態をつくりなさい」と指示した後で，「Hegavemeabook.→Abook

wasgiventomebyhim.」のような例示があるので，文型の分析にこだわらなくても解け

る問題である。安田（1970）には60課のレッスンがある。練習問題の大問数は114題であ

る。114題の中で「5文型」に関する知識を前提とした練習問題はp.53,p.61,p.125,p.129

と4問ある。総大問数に占める割合は，3.51％である。直接，文型の分析を求めているもの

は，p.125の「［S＋V＋O＋C］の文型に属しているものを選び」とp.129の「［S＋V＋O＋

C］の文型に属しているものを選びなさい」の2問である。

（3） 日本語と英語の語順の違いに気づく子供の学習者もいる。種田（1973:20）は，1950年頃，

小学校5年生の時の体験を次のように語っている。「『私は行く学校へ毎日』そこでまた一大

発見をした。日本語の単語をこのようにならべておき，単語を一つ一つ英語におきかえると，

しかるべき英語になるではないか，と！そこで，この奇妙な語順の日本語になれようと，い

ま考えると，まことにいじらしい努力をなん度も重ねたものである。『ジャックは，です，

もっと背が高い，よりも，ベティ』式に」。

（4） 江川（2014:92,93）は第4文型と第5文型の例文を次のように紹介している。

（a）I gave him abook.

（私は）（与えた）（彼に）（本を）

（b）We call her Betty.

（私たちは）（呼ぶ）（彼女を）（ベティーと）

江川の本の初版は1956年に出ている。文部省が学習指導要領に「5文型」を取り入れる2

年前である。

（5） 宮永（2014:212）は宮脇政孝（2012）「5文型の源流をさかのぼる：C.T.Onions,An

AdvancedEnglishSyntax（1904）を超えて」に言及している。

（6） 宮永（2014）は，第1文型，第2文型，第3文型，第4文型，第5文型という表現をして

いる。主語，目的語という用語も使っている。しかし，S,V,O,Cという略号は使ってい

ない。
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（7） 宮永（2014:92）は例文（30）を第4文型と呼んでいるので，［S＋V＋O＋O］と分析で

きる。ところが，宮永（2014:90）は，・ShenamedhercatSally.・を「第4文型」と記述

している。前後の文章からして誤植ではないと思われる。おそらく，宮永が繰り返し主張す

る「パラフレーズ」によって ・ShegavehercatthenameSally・と言い換えた上で，「第

4文型」としたのであろう。いわゆる「5文型論」ならば，［S＋V＋O＋C］と分析するのが

普通であろう。

（8） 宮永は例文（31）について何文型とも言っていない。［S＋V＋O＋C］は筆者の分析である。

（9） 宮永は例文（31）と（32）を第5文型と呼んでいるので，［S＋V＋O＋C］の分析を与えた。

日本の学習文法で［S＋V＋O＋C］の例として出てくる動詞としてはblowは珍しいように

筆者には思えたので，英和辞典を引いてみた。『ルミナス英和辞典』（2005:179）は ・The

windblewthedoorshut・に［S＋V＋O＋C］の記述を与えている。『ジーニアス英和辞

典 第5版』（2015:232）は ・Iblewmypipeclear・に［S＋V＋O＋C］の記述を与えて

いる。このblowの使い方はGoldberg（1995）が結果構文（resultativeconstruction）と

呼んだ用法と思われる。鈴木亨（2013:110）は次のような例文を挙げている。・Heblewthe

napkinoffthetable.・

（10） 東洋英和女学院大学ホームページ（https://passport.toyoeiwa.ac.jp/kg/japanese/

researchersHtml/02019/02019_Researcher.htmlアクセス日:2017年9月17日）

（11） 日本の学習英和辞典の文型，動詞型表記の大元になったと考えられるHornby（1974）を

参照すると興味深いことが分かる。なお，初版は1948年に，第2版は1963年に出版されて

いる。Keep～ingには463ページで［VP2E］という表示を与えている。Come～ingにも

165ページで同じ表示を与えている。つまり，［S＋vi＋presentparticiple］ということで

あり，～ingは現在分詞という品詞が表示されているが，文中での文法的な役割については

言及がない。Keepもcomeも同じように扱われていたわけである。Hornbyの英英辞典の

初版は1948年に出版されている。日本で「5文型」の考え方が中学校，高等学校に導入さ

れたころは，まだ，分析にそれほど厳密性を求めていなかったのかもしれない。

（12） 筆者もHornbyの動詞形の分析は結合価文法（valencygrammar）ないし依存文法（de-

pendencygrammar）へと発展させられると考えている。いずれ別の機会に論じたい。

Tesni�ereではなく，イギリスのRichardHudsonの依存文法理論で英語を分析した例とし

ては拙稿（2004）がある。

（13） 小泉（2007:238�239）はOnionsの「5文型」Hornbyの25の「動詞型」を次のように

対応させている。（ ）内の数字はHornbyの動詞型の番号である。�SV（20,21,23,24,

25）,�SVC（22）,�SVO（1,2,3,10,11,15,17,18,19）,�SVOO（12,13,14,16,19）,

� SVOC（4,5,6,7,8,9）。SVOの 19と SVOOの 13は誤植であると思われる。安井

（1973:187）はHornbyのVP13をSVOと分類している。小泉のSVOの3はHornbyの

・Idonotwantanyonetoknow.・という例文であると思われる。Jespersen流に ・want

anyonetoknow.・全体をネクサス目的語と分析するならばSVOという分析は成り立つだ

ろう。Onions（1911:128）では，・Reportdeclaredhimtobedead.・において ・himtobe

dead・の部分を不定詞付き対格（accusativewithinfinitive）と呼び，・him・と ・tobe

dead・は分離不可能と述べている。後述するようにOnionsは補語（complement）という

概念を使っていない。Onions（1911:9）に出ている ・FifthForm ofthePredicate・は

・Subject＋Verb＋Object＋PredicateAdjectiveorPredicateNoun・なのである。小西

（1967:103）が言うように不定詞は副詞的付加詞ということになる。

（14） 川嶋（2014c:22）はイギリスにおける5文型の祖型はOnionsの師であるSonnenschein

が編集した ParallelGrammarSeriesの中にあると述べている。さらに，日本では宮脇

（2012）が出版されるまであまり知られていなかったと指摘している。
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（15） 川嶋（2014a:50）によれば，細江（1952）『英文法汎論』改訂第15版を参照すべきよう

である。著者が入手できた版が1971年版なので，以下の議論はこの版に基づいて進める。

（16） OxfordSentenceDictionaryの中のacceptの用例として次のような例文が出ている。

・Hehatedhowshemadehimthinksheacceptedhim,andthencrushedallhishopes

andsmiledtriumphantlyashewalkedawaydejected.・下線は筆者による。このような

dejectedの使い方は現在もあることが分かる。

（17） 江川（1964:191�192）は「まぎらわしい補語」の例について説明している。�Hecame

homediscouraged.のような例について，「この種の語法については…われわれとしては意

味が理解できればいいのであって，補語と認めるか否かは文法家の問題である」と述べてい

る。Jespersen（1949partⅢ:358）に言及しているので参照する。Jespersenは ・quasi-

predicatives・という概念について論じている中で次のような例文を挙げている。�We

partedthebestoffriends＝Wewerethebestoffriendswhenweparted.Jespersen

は意味を重視して言い換えで説明している。言い換えの一部の ・Wewerethebestof

friends・を「5文型」で分析すればSVCとなる。

（18） ・ofimportance・という表現が現代英語に存在しないわけではない。BNCOnlineで

・seemsofimportance・を検索するとヒット件数はゼロである。・seems・との相性は悪い

かもしれない。・seemsimportant・を検索するとヒット数は100万語中18件であるが，・is

important・を検索すると4,676件もヒットする。・isofimportance・を検索するとヒット

数は37件である。例えば次のような例文がある。・Thiswholequestionisofimportance

notonlybecauseitwassocentraltoEngels・sbookbutalsobecauseTheOriginhas

rightlybeenconsideredamajorcontributiontothefeministtradition.・（http://

scnweb.jkn21.com/bsearch/login3.cgi?jkxsid=_viI08DnM6XRfADObVZrrdmSt86LySM

n1TJA20iUA2o&success_param=アクセス日:2017年9月17日）

（19） askedの誤植であろう。細江（1971:34）に ・Heaskedaquestionoftheboy.・という

言い換えが出ている。

（20） 例文（95）が実際に使われるか不安がある。BNCOnlineで検索するとヒット件数はゼロ

である。例文（95）に近い用法としてはジーニアス英和（2014:2169）に ・Shethinksher-

selfpretty.・という例がある。目的語と目的格補語の双方が代名詞ということに無理があ

るように思われる。BNCOnlineで thoughtitdifficultで検索すると次のような1例が見

つかった。・notwithstandingsomewritershavethoughtitdifficult&equo・（http://

scnweb.jkn21.com/BNC2/アクセス日:2017年10月1日）

（21） 日本の代表的な学習文法書を参照してみる。Objectivecomplementを綿貫（2000:30�

31）と江川（1964:181;1991:192）は「目的格補語」と呼んでいる。安井（1996:24）は細

江と同じ「目的補語」を使っている。

（22）『ルミナス英和辞典』（2005）にも『ジーニアス英和辞典』（2014）にもnodの後にasleep

のような形容詞が来る例は出ていない。BNCOnlineで検索しても ・noddedasleep・のヒッ

ト件数はゼロである。

（23） https://www.nier.go.jp/guideline/s33j/chap2-9.htm

（24） https://www.nier.go.jp/guideline/s44j/chap2-9.htm

（25） https://www.nier.go.jp/guideline/s52j/chap2-9.htm

（26） https://www.nier.go.jp/guideline/h01j/chap2-9.htm

（27） https://www.nier.go.jp/guideline/h10j/index.htm

（28） http://www.yamagata-c.ed.jp/kyouka/eigo/New％20Room/newcourse.pdf

日本の学習文法で使われる5文型について（上）
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Ⅰ．は じ め に

1990年代半にカービングスキーが登場し，1996年には全日本スキー連盟（SAJ）か

ら「カービングスキーのスキー指導」が全日本スキー教程とは別に発刊され，2000年

以降徐々に板の長さは短くなり，2002年頃から165cm前後のショート・カービングス

キーが登場し，板の長さはさらに短くなった。�文字のようなくびれた形状は，それま

で難しかったスキーの操作を一変し，スキー板を内側に傾けるだけで容易にターンがで

きるようになり，いっきに普及した。しかし2013年全日本スキー連盟は13年ぶりに指

導法を大転換した。

2013年12月23日付日本経済新聞（1）には，「スキー，速度より安全重視に13年ぶり

指導法を大転換」という見出しで，体軸を内側に傾けてサイドカーブを使った滑りをす
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日本スキー教程における

3本の矢の指導展開について

服 部 英 一

OnTeachingJapaneseSkiingMethodsof

theThreeArrows

EiichiHATTORI

要 旨

2017年全日本スキー連盟（SAJ）監修の日本スキー教程の基礎パラレルターンへの指導

の展開では，滑走プルーク，横滑りの展開，シュテム動作の3通りの指導方法が提示され，

それぞれが単独の指導法として使用できる一方，互いに補い合って複合的に指導を展開する

ことで指導効果を高めるとしている。しかしこの3通りの指導法は，果たして本当に単独の

指導法として使用でき，尚且つ，互いに補い合って総合的に使用できるのか，について論じ

る。まず3通りの指導法の特性について詳述し，ターン弧を形成する運動要素の原因を探り，

結論として，ターン運動に必要不可欠な切りかえの方向とシュテム動作の横滑りが，基礎パ

ラレルターンへの指導展開を考えるうえで重要であることを主張する。

キーワード：基礎パラレルターン，滑走プルーク，横滑り，シュテム動作，3本の矢



るとスピードに乗ったターンはできるが，斜面条件や対象者によっては，ターン中に制

御することが難しく暴走しやすいこと，競技の世界でも脚の怪我が多く出たため，旋回

性能を落とすよう規制されたことなどから，それまでの体軸を倒す指導体系を13年ぶ

りに見直すことが掲載された。

大転換した日本スキー教程（SAJ）は，体軸を内側に傾けて滑る組み立てから，外足

荷重を重視した外傾を使った滑りへと切り替わった。2014年全日本スキー連盟（SAJ）

監修の日本スキー教程の基礎パラレルターンへの指導の展開では，滑走プルーク，横滑

りの展開，シュテム動作の3通りの指導方法が提示され，それぞれが単独の指導法とし

て使用できる一方，互いに補い合って複合的に指導を展開することで指導効果を高める

としている。

本稿では，この3通りの指導法は果たして本当に単独の指導法として使用できる一方，

互いに補い合って総合的に使用できるのかについて論じる。3通りの指導の展開につい

て，ターン弧を形成する運動要素から主な原因の比較を試み，結論としてパラレルター

ンの形成過程において切りかえ要素が，ターン弧に大きく関係し，シュテム動作が回旋

動作や角づけの要素を補完しながら基礎パラレルターンへ展開していくことを論じる。

Ⅱ．基礎パラレルターンへの指導展開

基礎パラレルターンへの指導の展開では，図1の通り，滑走プルーク，横滑りの展開，

シュテム動作の3通りの指導方法が提示され，それぞれが単独の指導法として使用でき

る一方，互いに補い合って複合的に指導を展開することで指導効果を高めるとしている。

具体的には，A滑走プルークでは，プルークボーゲンから外スキーのカービングを強

めて滑走性を高めていき，連続ターンへ導いていく，B横滑りからの展開では，山回り

方向の横滑りから谷回り方向の横滑りに展開し，左右交互に横滑りを連続して基礎パラ

レルターン小回りへと発展させる方向と，角度の急な斜面を利用して谷回り方向の横滑

日本スキー教程における3本の矢の指導展開について
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図1 プルークからパラレルへの移行

出典：日本スキー教程（2014）p.63



りを山回りへ展開し，基礎パラレルターンの大回りへと展開していく方法を提起してい

る。そしてシュテム動作では，外スキーをカービングに最適な場所に直接置くことによ

り，ターンの早期から外スキーのカービングで舵取りを創り上げるための練習方法であ

ると位置づけ，静的内傾維持から動的内傾促進へと発展させながら積極的なカービング

ターンへと導くことが取り上げられている。シュテム動作については合わせて低速滑降，

悪雪，視界不良などの悪天候，荷物の運搬のための滑降として，広く実用に使われてい

ることも追記している。

1．滑走プルーク

滑走プルークとは速度推進のカービングで，プルークボーゲンの角づけが徐々に制動

から推進力に変化した状態を言う。ハの字による横滑りの量が減少することで滑走性の

高い滑りになっており，主に緩斜面で用いられる。

動作要領（2）は，「�プルークボーゲンから外スキーのカービングを強めて滑走性を高

めます。�外スキーのエッジングを強めて外スキーのカービング性能を引き出します。

エッジングにより，カービングスキーにはたわみが生じるので，外脚でたわみを押さえ，

ターンを持続します。�エッジング角度によりターン方向を調整します。�最大傾斜線

を通過後，身体の内傾を利用し，内スキーの外エッジを使用してさらに回し込みます。

�ターンの切りかえでは上達につれて両スキーをパラレルにそろえます。」と説明して

いる。

この滑走プルークは外足荷重を基本としたハの字型の進化形で，従来の内傾で滑るの

ではなく，適度な外傾を伴うのが特徴である。適度な外傾を取ることで，角づけの調整

が可能になり，スピードのコントロールが容易に行えるようになる。但し，指導の要点

にも指摘されているが，外スキーのカービングを強め過ぎると，パラレルスタンスの移

行時に内スキーをそろえにくくなる。

2．横滑りの展開

横滑り（3）とは「両方のスキーの山側エッジに乗って，スキーをずらしながら，方向

変換をせずに滑っていくことをいう。また一方のスキーだけの山側のエッジに乗ってず

らして滑ることもいう。」のことで，斜滑降から横滑りへ展開し，次に最大傾斜線に絡

めて横滑りの連続運動へと展開することで，基礎パラレルターンへ展開し，急斜面で谷

回り方向への横滑りを展開することで，基礎パラレルターンの大回りへと展開していく。

斜滑降から横滑りへの展開の動作要領（4）では，「�斜滑降から斜め前に横滑りします。

�高い姿勢の斜滑降から脚を曲げてスキーを山側にわずかに回旋し横滑りを開始します。

�制動をかけるときはスキーをわずかに斜め前に出しエッジングします。」とし，直滑
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降から横滑りへの動作要領（5）では，「�直滑降からスキーを90度真下へ横滑りし停止

します。�初めは上半身のひねりを先行動作として使います。次に上半身のひねりを補

助的に使います。最後に脚の動きを主体に行います。�制動をかけるときはスキーをわ

ずかに斜め前に出しエッジングします。�スキーを回す側のストックを突くことで動作

開始のきっかけにします。」と説明している。

それに直滑降から横滑りの連続への動作要領（6）では，「�直滑降からスキーを90度

回旋し真下へ横滑りし，それを左右に連続して行います。�初めは上半身のひねりを先

行動作として使います。次に上半身の逆捻りを補助的に使います。最後に脚の動きを主

体に行います。�制動をかけるときはスキーをわずかに斜め前に出しエッジングします。

�スキーを回す側のストックを突くことで動作開始のきっかけにします。」とし，次の

斜滑降から横滑り谷回りへの展開では，「�斜滑降からスキーを谷側に回旋し逆方向へ

横滑りします。�落下作用でスキーが回り込むので横滑りを続けると回転します。�は

じめは上半身のひねりを先行動作として使います。次に上半身の逆捻りを補助的に使い

ます。最後に脚の動きを主体に行います。�制動をかけるときはスキーを前方に出しま

す。�はじめの斜滑降の角度を少しづつ横にします。�スキーを回す側のストックを突

くことで動作開始のきっかけにします。�スキーが回り始めたら少しづつエッジングを

強めて円い弧を描きます。」と説明している。

また横滑りの展開では，動作要領（7）は，「�斜め前横滑りから，逆方向の斜め前横滑

りに入り，それを連続して行います。�はじめは斜め前横滑りを長めに取り，途中から

リズムを速めて真下への横滑りを連続します。�谷側のストックをきっかけにして，ス

キーの回旋を開始します。�横滑り中にエッジングにより，カービングを強めてターン

を洗練させます。�中斜面から急斜面でスピードを制御しながら連続回転します。」と

説明している。

斜滑降からの横滑りは，山側に角づけされた板を射出角の方向に緩める，またはわず

かに回旋させて横滑りをさせることで滑走速度を変えることなく横滑りを始める。制動

をかけるときは，除雪抵抗が大きくなるように板の向きを進行方向に対して「わずかに

斜め前に」開きエッジングする。これらの運動は，重心がわずかに谷側に動くことで角

づけを緩めることができ，ひとたび横滑りが起こると回旋動作は比較的容易に行える。

しかし直滑降から横滑りの展開に入ると，上体のひねりを先行動作としながら，スキー

を90度回旋させ真下に横滑りをさせて停止させなければならない。教程では上体をひ

ねり先行動作から，次にこの動作は補助的に使い，最後には脚の動きでスキーの先落と

しができることを求めているが，直滑降から横滑りの連続動作になると，エッジングを

強めることで山側に移動した重心を再び逆向きの横滑りができるように起こさなければ

いけない。この重心を起こす動きがなければ先落としはできない。そして横滑り谷回り

日本スキー教程における3本の矢の指導展開について
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の展開では，回旋動作で逆方向へ横滑りを作ると実際には落下作用で弧を描きながら山

回りをすると展開しているが，逆向きに横滑りを入れただけでは，山回りへは発展しな

い。重心を起こしたまま逆向きに横滑りをすると，スキーのテール側が下に落ちてしま

い，横ズレの多いターン弧になる。山側に切り上げるためには，この逆向きの横滑りに

入るや斜面に対して起こした重心が逆向きに舵を取らなければならない。

3．シュテム動作

緩中斜面シュテムターンの動作要領（8）では，「� A滑走プルークから外スキーのカー

ビングを強め，最大傾斜線を超えてから内スキーを外スキーに引き寄せ，両スキーでカー

ビングします。」とし，外スキーをカービングに最適な場所に直接置くことで，早期に

外スキーのカービングで舵取りを作り上げることを目的にしている。中級斜面シュテム

ターンの動作要領（9）では，「�斜滑降または山回りターンから山スキーをハの字に開き

ます。�開いた山スキーでカービングします。�谷側のストックをきっかけに内スキー

を外スキーに�えます。�両スキーでカービングし，スピードと方向をコントロールし

て滑ります。」とし，これらはいずれも舵取り前半部分で外スキーの角づけを強め，早

期に両スキーでカービングさせようとするものである。この後のシュテムターン（急斜

面深回り）の動作要領（10）では，「�急斜面では谷スキーをすばやく山スキーにそろえ，

内傾を促進しながら両スキーを深く回し込みます。�内スキーをそろえた後は，さらに

傾きを増し，目的の回転弧の舵取りに必要な傾きにまで達して，パラレルのカービング

を続けます。�早めの内スキーの引き寄せを優先し，内スキーをそろえてターンの早期か

ら両スキーでカービングします。�くの字姿勢を意識します。」とあり，シュテム動作はい

ずれもシュテム動作は早期の外スキーでのカービングの手段として位置づけている。

シュテム（11）とは，「両スキーをV字型に保ちながら滑って行くことをいう。注とし

て，両スキーをずらしながら滑るものとしては，プルークとプルークボーゲンがあり，

一方のスキーだけをずらしながら滑るものとしては，山側シュテムと谷川シュテムがあ

る。」である。そしてシュテムターンは「スキーを開き出して始動し，外側スキーが最

初にターンを導いて行くもの。」と規定されている。日本スキー教程で展開されている

シュテム動作は，いずれも早期の外スキーでのカービングの手段として位置づけている

が，シュテム動作やシュテムターンの規定は，外スキーへの荷重を補助する動作，言い

換えるとハの字に開くことで迎え角を早く作ることができ，落差のある斜面の最大傾斜

線を早く通過させることができる動作にもなるのである。但しハの字に開くことで重心

の切りかえが終了してしまうので，同時に切り替えるパラレルにはなりにくい側面を持

つ。
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Ⅲ．3本の矢の運動要素

このように滑走プルーク，横滑りの展開，シュテム動作の3通りの指導展開を見てみ

ると，図2のように，滑走プルークでは速度推進のカービングを目的にしているので，

緩斜面という条件下で外足荷重と角づけが習得できるが，結果としてシュプールは細く

なり縦に長いターン弧になる。同時に強い角づけは回旋運動を妨げるため，落差を抑え

るコントロールが習得しにくくなる。横滑りの展開では，中級斜面で回旋運動を習得で

きるが，横ズレを伴う回旋運動により落差が抑えられるため，強い角づけや速度推進の

大回りは習得しにくい。シュテム動作では，緩中斜面において早期の外足加重を誘発し

カービングへ展開するための手段として，ハの字の開き出しを位置づけており，急斜面

深回りにおいても，落差を抑制するためのシュテムではなく，あくまで内傾角を深める，

より速度推進するための角づけの習得が目的になっていることで，中級斜面での早期の

迎え角を誘発するためのシュテムの位置づけや，落差を抑えるためにシュテムからの回

旋運動は位置づけられていない。そこで滑走プルーク，横滑りの展開，シュテム動作の

問題点を考察するために，ターンの構成要素について振り返り，それぞれの滑り方を比

較して見ることにする。

ターンを構成する運動要素を，切りかえと舵取り（12）と考えると，舵取りとは「方向

変換を調整するために，スキーヤーが自分の内力（筋力）により，外的な力を利用して

いくターンの段階。」なので，舵取りの運動要素は回旋と角づけと考えることができる。

従って連続するターン運動とは，切りかえと舵取りによって成り立っており，具体的に

は切りかえと山回り（回旋と角づけ）で構成されていると考えて良い。

日本スキー教程における3本の矢の指導展開について
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図2 指導法の利点と欠点

出典：日本スキー教程（2014）p.63
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そこで図3のように，ターン弧を最大傾斜線に対してどのくらい落ちるのか，という

落差を縦のスペース（Z軸）とし，弧の大きさ（X軸）を角づけと回旋量で表し，滑走

速度が上がると回旋量はたわみ量に変化するものとして捉え，これによって規定された

滑走速度（Y軸）の3軸で比較して見た。

図4の�は滑走プルークで，X軸の回旋と角づけが抑えられ，Z軸の最大傾斜線に長

い縦長のターン弧を形成している。一方，�は横滑りの展開で，滑走プルークとは対照

的で回旋量が大きく，落差が小さくなっている。Y軸の滑走スピードが上がると回旋

は深い角づけによるたわみへと変化していく。

図4の�は速度推進のシュテム動作で，Y軸の滑走スピードが高く，動的内傾角を

強めていくことでパラレルターンへと発展していく。おそらくパラレルターンは�より

も高い位置に位置づけられるであろう。このように考えると，図4の横滑りの展開�か

ら�へはかなり大きな差が出てしまい，同様に滑走プルーク�から�も大きな差が出て

いることがわかる。

シュテム動作の持つ「スキーを開き出して始動し，外側スキーが最初にターンを導い

て行くもの。」のように，切りかえ直後の舵取り前半部分で，ハの字による横滑りを一
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図3 ターン弧の構成要素

X：横のスペース（角づけ＆回旋量）

Y：速度

Z：縦のスペース（落差）

図4 滑走プルーク・横滑り・シュテム動作の運動要素

X：横のスペース（角づけ＆回旋量）

Y：速度

Z：縦のスペース（落差）
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方で図5の�のように回旋動作の補助として，他方では�のように迎え角の調整を伴う

速度推進のための走らせる横滑りへとパラレルターンへの補助的な位置づけで活用する

ことが重要である。

Ⅳ．ま と め

カービング以前の教程は，板がズレやすかったので舵取りの前半より後半の山回りで

如何に板をずらさないで，つまり角づけをして板を走らせるかが課題であった。しかし

カービングスキーが登場し，ズレない板が登場すると，それまで課題だった舵取り後半

の板のズレはなくなり，舵取り前半から板をずらさないで滑る技術が隆盛した。しかし

ターン中にスピードコントロールができない，膝への負担が大きいなどの理由から，外

脚荷重と横滑りを重視する指導展開へ転換しようとしている。つまり，舵取りの前半で

ズレない板を如何にずらしながらターン弧を決めるかが重要で，舵取りの前半で横滑り

をコントロールすることで落差や孤の大きさを調整することを前提に，指導の展開を考

えていくべきである。

そのためにも，切りかえの方向と舵取り前半の迎え角の調整は，基礎パラレルターン

へ発展させる上で極めて重要である。切りかえの方向は，最大傾斜線に対して鋭角に切

りかえるとき，舵取り前半の谷回りで横滑りを縦に使い，速度推進させながら迎え角を

作る。最大傾斜線に対して鈍角に切りかえるときは，舵取り前半の谷回りで横滑りを回

旋方向に使い，落差を抑えるための迎え角を作る。このように舵取り前半の谷回りで横

滑りを活用すれば，ターンをしながら回旋量と角づけ量の調整ができる滑りを展開して

いけるのである。

シュテム動作は，舵取り前半の谷回りでの横滑りを速度推進のための迎え角の形成や，

日本スキー教程における3本の矢の指導展開について
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図5 シュテム動作の応用
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Z：縦のスペース（落差）
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回旋量を調整し落差を抑えるための迎え角の形成に重要で，単に急斜面での速度推進の

補助手段として1本の矢と考えるのではなく，滑走プルークを角づけの展開のための1

本の矢，横滑りの展開を回旋量の展開のための2本目の矢とするならば，シュテム動作

はこれらを補完する技術として位置づけ，ターン弧を連続させるために必要な切りかえ

の展開を3本目の矢とすることが望ましいと考える。

（1） 日本経済新聞「スキー，速度より安全重視に13年ぶり指導法を大転」（2013.12.23）

https://www.nikkei.com/article/DGXNZO64484370T21C13A2CR8000/

（2） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.64

（3） 国際スキー教育連盟「国際スキー用語集」（株式会社プレチギムナスチカ1980）p.51.

（4） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.71.

（5） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.72.

（6） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.73.

（7） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.76.

（8） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.81.

（9） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.80.

（10） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.84.

（11） 国際スキー教育連盟「国際スキー用語集」（株式会社プレチギムナスチカ1980）p.53.

（12） 国際スキー教育連盟「国際スキー用語集」（株式会社プレチギムナスチカ1980）p.55.
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Ⅰ．はじめに

日本スキー教程1）では，不整地の滑り方の説明の中に「コブの中での斜度変化におい

て，脚の単なる曲げ伸ばしだけではなくスキーを上下方向に制御して雪面を捉える」と

し，頭部と股関節が斜面の傾斜に平行に移動し，膝関節と足関節が凹凸に合わせて屈伸

し，スキーも上下に動く様子を図説している。指導の現場でも，不整地の滑り方では，

頭を動かさず，脚の屈伸動作でスキーの上下方向を制御し，雪面を捉えることが重要で

あると言われる。しかし実際はスキーと足関節は硬いスキーブーツで固定されており，

スキーを斜面の凹凸に合わせて動かすためには，図説とは異なる動きになるものと考え

る。そこで本研究では，1998年2月11日，長野オリンピックのモーグル女子決勝で，
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要 旨

日本スキー教程では不整地の滑り方の説明の中で頭部と股関節が斜面の傾斜に平行に移動

し，膝関節と足関節が凹凸に合わせて屈伸し，スキーも上下に動く様子を図説している。ま

たそれに対応してスキー技術指導の現場でもコブ斜面を滑るときは頭を動かさず，脚の屈伸

動作でスキーの上下方向を制御し，雪面を捉えることが重要と指導されている。しかし実際

はスキーと足関節は硬いスキーブーツで固定されており，スキーを斜面の凹凸に合わせて動

かすためには，図説とは異なる動きになるはずである。そこで規則的に配置されたコブ斜面

で競技をするモーグル競技に着目し，頭部と重心位置，そしてスキーのセンター位置とスキー

の長さから速度成分を解析し，頭部と重心それにスキーの姿勢の変化を調べてみた。その結

果，重心は斜面に沿って平行に移動していくものの，進行方向では頭とスキーは同位相の動

きをし，上下方向では頭とスキーは逆位相の動きをしながら，連続した運動をしていること

を見つけた。これは教程や指導とは合致しない動きである。

キーワード：モーグル，不整地，急斜面，運動特性，重心，姿勢変化



冬季大会で日本人女子初の金メダルとなる里谷多英選手（以降里谷選手）の決勝の滑り

の中から，移動式カメラが里谷選手と並行して撮影した約2秒，概ね4つのコブを通過

したときの映像を使い，里谷選手の頭部，重心位置，スキーのセンター位置とスキーの

長さから速度成分を解析し，頭部と重心それにスキーの姿勢の変化を調べてみた。モー

グル競技2）とは平均斜度27度，全長250メートルのコブ斜面で，途中にエア（ジャン

プ）のポイントを二カ所設けターン，エア，タイムの3つの要素を採点する競技である。

採点はターン点が60点満点，エア点が20点満点，スピード点が20点満点であること

からもわかるように，60％はターン要素で決まる競技である。コブの間隔に規定はない

が，FISのMogulCourseSpecifications3）によれば，斜度28度±4度で，3～4mで

規則的に配置されており，里谷選手はメダリストとして質の高い滑走技術を有している

ことから，その滑走技術を解析すれば不整地における滑走技術の動作の知見が得られる

ものと考える。

池上ら4）は，コブ通過に伴う身体が受ける力を，身体の重心の持つ加速度としてとら

え，衝撃吸収動作の評価を試みており，上級者は重心の軌跡が直線的であり，重心の加

速度についても滑走中を通して極めて小さかったことを明らかにしている。合わせて下

肢の重心では非常に大きな加速度と変化が見られ，上体に大きな衝撃が加わることを防

いでいると考察している。

桜井ら5）は，不整地滑走中の身体の受ける力を毎秒100コマまで撮影したフィルムで

分析し，長野県デモンストレーターのレベルでは，コブ越え中に体幹が受ける力の変化

が少なく一定で，コブの頂点を通過した後に両関節とも積極的な伸展による大きな正の

パワーのピークが生じたことを明らかにしている。そして上級者では，コブ頂点通過後

に積極的に腰および膝関節を伸展させることにより，コブ通過後の身体重心の斜面から

受ける力を押さえていることを指摘している。

それに堀田ら6）は，アルペンスキーにおける不整地滑走の研究の中で，毎秒200コマ

の高速ビデオカメラで滑走フォームを撮影し，同時に被験者の内側広筋と前脛骨筋から

筋電図を導出し計測した。測定の結果，上級者はコブの間の溝で内側広筋の放電が見ら

れたことから，コブの溝では積極的に膝を伸展させて，次のコブの頭で吸収動作を作っ

ていることを明らかにした。

このように池上ら4）は，体全体を上肢と下肢に分け，それぞれの重心位置及びその加

速度ベクトルを示し，上級者ではコブの通過に伴う重心の軌跡は直線的で，重心の加速

度についても滑走中を通じて極めて小さかったことを明らかにしている。このときの条

件は，斜度13.5度の圧雪斜面に高さ50cm，長さ2mのコブを3m間隔で2つ作り，

直滑降でコブの滑走を行なっており，その取り込んだ映像から，座標解析をして身体重

心及びその速度，加速度などを求めている。また桜井5）や堀田ら6）の研究では，コブの
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頂点を通過した直後に膝や腰関節の伸展させることで吸収動作を行っていることを明ら

かにしている。

本論における用語の取り扱いについては，日本スキー教程の取り扱いに準拠する。不

整地とは圧雪されていない天然の地形を意味し，コブ斜面をはじめ，新雪，深雪，湿雪，

クラストなどを含む用語として用いる。コブ斜面7）は「スキーヤーがターンをするさい

に雪面を削り，削った雪が外側にたまることででき，多くのスキーヤーが同じラインを

滑走することでコブは大きく成長する」もので，斜面の凹凸地形を意味する。但しモー

グル競技においては競技規則に従って規則的に凹凸斜面が形成される。コブ斜面を滑走

する際に用いられる吸収動作は，1980年国際スキー用語集8）の中で，Ausgleichtechnik

（アウスグライヒの技術）として規定している。Ausgleichtechnikとは「斜面に合わ

せて凹凸等で脚を屈伸し，常に雪面と接触を保ち，胴体の上下動を最小にするようにし

て滑る，吸収するアルペンスキー技術。」としており，全日本スキー連盟は注釈として

「吸収する技術」と付け加えている。従って吸収動作とは，コブ斜面から受ける力を脚

の屈伸で胴体の上下動を最小にする技術として取り扱う。

そこで今回は直滑降ではなく，実際のモーグル競技の滑りの中で，里谷選手の頭部，

重心位置，スキーのセンター位置とスキーの長さから速度成分を解析し，実際に頭部と

重心それにスキーの姿勢がどのように変化しているのかを調べてみた。

Ⅱ．滑走中の重心の位置

長野オリンピックのモーグル女子決勝は，1998年2月11日飯綱高原スキー場にある

既存コースで行われ，モーグルコース9）は，第5ペアリフト東側に位置するコース長

252m，平均斜度27度，コース幅15m，フィニッシュ長さ25mに設置された。決勝

ではコースの西側側面に移動式カメラが設置され，スタートから16秒経過した時点で，

移動式カメラと里谷選手との位置関係が真横になり，2秒間並行して滑走した。この間

の概ね4つのコブを通過したときの映像を，MP4に変換し，動作解析ソフトDartfish

Team ProVer.8のAnalyzer機能を使い，0.03秒毎に60枚の画像をキャプチャーし

た。キャプチャーした画像から体の部位別の重心の座標と，部位別の重量から座標解析

をし，滑走中の重心位置を求めることにした。

里谷選手の身長は165cm，体重は55kg，スキーとブーツの重量は10kgとして計

算した。小原10）は，人体各部の重さの割合について，足 2％，下腿部が6％，大腿部7

％，胴体46％，上腕部4％，前腕部3％，手1％，頭部8％と求めている。そこでキャ

プチャーした画像の頭部，上腕部（手含），胴体，大腿部，下腿部（足含）を選択し，

真横からの画像であることから，上腕部（手含）と大腿部，下腿部（足含）は重なり合っ

モーグルスキーにおける頭とスキーの姿勢変化について
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ているので，一つのまとまりとして計算することにした。里谷選手の体重を55kgとし

て，側面画像での各部位の重量は，表1の通りである。

各部位の重心位置は，図1のようにキャプチャーした画像の上に中心点を含む長方形

のレイヤーを作成し，スキーとブーツ，両下腿部（足含），両大腿部，胴体，両前腕部

（手含），両上腕部，頭部のそれぞれの部位の中心点を割り出した。中心点の距離は

image�J2.0vで測定した。image�Jには，あらかじめスキーの長さ（170cm）を規定

値として設定し，その長さを元に各部位の中心点のX軸とY軸の距離を測定した。

画像の横軸をX，縦軸をYとし，X軸とY軸のそれぞれ部位別の重量と距離の積を

各部位の合計重量とスキーとブーツの総重量で徐することで，キャプチャーした姿勢の

X軸とY軸の座標を求めた。身体各部位の距離を，頭部をa，両上腕部をb，両前腕部
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表1 身体各部位の重量

部位 割合（％） 重量（kg）

頭部 8 4.4

両上腕部 8 4.4

両前腕部（手含） 8 4.4

胴体 46 25.3

両大腿部 14 7.7

両下腿部（足含） 16 8.8

スキー・ブーツ 10

図1 身体の重心位置



をc，胴体をd，両大腿部をe，両下腿部をf，スキーとブーツをgとすると以下の通

りである。

キャプチャーした姿勢の重心の位置は0.03秒1コマごとに60枚算出し，重心の位置

と合わせて，スキーの長さ，下肢と骨盤，それに胴体と頭を，レイヤーで図2のように，

PowerPoint（PPT）に書き出した。特に胴体と骨盤の傾斜，下肢のレイヤーを加えた

のは，コブ斜面の凹凸を滑る際に股関節を中心に上肢と下肢を畳み込んだり，伸展させ

たりしていることから，これら姿勢変化を考察するためである。

Ⅲ．頭・重心・スキーセンターの速度成分とスキーの姿勢

図2において，頭，重心，スキーセンターの位置そしてスキーの長さの速度成分を，

表2のパラメータを使い，表3にまとめた。

指導現場では斜面に垂直な方向を上下方向とすることもあるが，座標変換によって運

動の本質は変わらないので，ここでは進行方向（水平方向）をX軸，上下方向（鉛直

モーグルスキーにおける頭とスキーの姿勢変化について
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x・
・4.4kg・xa・・・4.4kg・xb・・・4.4kg・xc・・・25.6kg・xd・・・7.7kg・xe・・・8.8kg・xf・・・10.0kg・xg・

・4.4kg・4.4kg・4.4kg・25.6kg・7.7kg・8.8kg・10.0kg・

y・
・4.4kg・ya・・・4.4kg・yb・・・4.4kg・yc・・・25.6kg・yd・・・7.7kg・ye・・・8.8kg・yf・・・10.0kg・yg・

・4.4kg・4.4kg・4.4kg・25.6kg・7.7kg・8.8kg・10.0kg・

図2 頭部，重心，スキーのセンター，スキーのサイズと角度の座標
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表2 パラメータ

表3 頭・重心・スキーのセンターの速度と加速度とスキーの長さと角度



方向）をY軸として，図3にまとめた。鉛直方向は上下が逆転しているが，パワーポ

イントで作成したレイヤーの図2とほぼ同じ値が読み取れている。これを見ると，頭，

重心，スキーセンターの中では，重心がもっともなめらかに落ちている。一方，スキー

センターは大きく上下に移動している。それと合わせて，頭もやや上下に動いている。

そしてスキーセンターと頭の動き方は，スキーセンターが下がる時は頭が上がり，スキー

センターを上げているときは頭が下がっており，逆の動きを示している。これはスキー

が地面の凸凹を吸収して，先落とししたところで，スキーが重心から離れて行っている

ことを意味する。

そこで，スキーのX軸とY軸から，横から見たときのスキーの長さと回転方向の向

き（スキーが上を向いているか下を向いているか）を求めて，図4のグラフを求めた。

横からみたときのスキーの長さが最小になっているところが，コブの溝でスキーを回

して横を向けているところになる。また，スキーの長さが最大のときが，スキーが一番

下向きに向いているとき（グラフ上は大きな値になる），つまり最大傾斜線に沿うとき

で，先落としをしながらコブを通過し溝に入るところになる。スキーの長さは，斜め横

から撮影しているため，きれいなピークがでていないが，スキーの向きの最大値はきれ

いに4つピークが出ているので，ここをターンの切れ目として解析した。

モーグルスキーにおける頭とスキーの姿勢変化について

―75―

図3 スキーの板を横から見たときの長さと回転方向



Ⅳ．先落としを始点とした頭・重心・スキーの速度変化

頭・重心・スキーの進行方向の速度成分と高さ方向の速度成分を位置の0.03秒後と

の差分をとって求めた。矢印は先落とし（スキーが下を向くところ）である。

図5の進行方向の速度の変化は，頭，重心の速度はほとんど変わらず同じくらいだが，

スキーの速度はやや変化しているようにも見える。スキーの先落としからしばらくはス

キーの速度が大きく，スキーが先行して，その後，スキーの速度が小さく，体が追い付

いてくるような動きともいえる。

図6の高さ方向の速度の変化は，進行方向より大きい。図5のスキーの位置で見た通

りに，スキーの先落としのところの少し手前からスキーの下への移動速度が大きくなり，

その後小さくなる。

図5を見ると，特に重心は一定速度でスムーズに落ちている。大きな差ではないが，

速度の進行方向成分は，スキーの先落としの始まるポイント（10，24，39，55フレー

ム）からはスキーが先行して，そのあと重心がついてくる。図6の高さ方向成分は，先
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図4 頭・重心・スキーセンターの位置

図5 進行方向の速度変化



落としポイントから，スキーが落ちて行って，重心を維持するために，頭が上がってい

く（15，30，45フレーム）ようである。

Ⅴ．重心から見た頭とスキーの姿勢変化

そこで頭と重心とスキーがどのような関係で動いているのかを見るために，重心から

見た頭とスキーの相対座標の姿勢変化（相対座標）を見てみた。図7のグラフで頭とス

キーが同位相で変化しているときは，実際の雪面上では頭とスキーが逆位相の動きをし

ていることを示している。図7のグラフで頭とスキーが逆位相の変化をしているときは，

実際の雪面上では頭とスキーが同位相の動きをしていることを示している。

図7で見ると，特に31～44のターンで顕著で，スキーがコブにぶつかった31からし

ばらく0.5よりやや上になり，39あたりから0.5よりやや下になると◆の線が「頭－重

心（進行方向）」なので，相対的には31～39では，重心より頭がやや前に出て，39～44

は，頭より重心がやや前に出る。反対に28あたりから37あたりまでに0付近になって，

38～44あたりは0.5付近になっているのが▲の線で「重心－スキー（進行方向）」なの

で，相対的には28～37では，スキーセンターが重心より前に出て，38～44では重心が

スキーセンターより前に出るということになる。これらは前後の吸収動作と考えること

ができる。同様に31～44の部分で見ると■の線が32～39では－1より大きく（絶対値

が小さく），39～45では－1より下にある（絶対値が大きい）。これが「頭―重心（高さ

方向）」なので，相対的には，32～39で頭が下がってきて，39～45で頭が上がっている。

また×の線は，31～39でやや大きく（絶対値が小さく），39～45でやや小さめ（絶対値

が大きく）なっているので，これが「重心―スキー（高さ方向）」で，相対的には

31～39でスキーが重心に近づいて，39～45でスキーが重心から離れている。つまり上

下の吸収動作と考えることができる。

モーグルスキーにおける頭とスキーの姿勢変化について
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図6 高さ方向の速度変化



Ⅵ．まとめ

これらの結果をまとめると以下の通りである。

① 重心は進行方向も高さ方向もなめらかに落ちて行っている。

② それに対して，スキーは雪面とコンタクトを取って働くので，コブを乗り越える

ところでは，高さ方向で上がり，コブを下るときは高さ方向で下がる。

③ ①と②を両立させるために，体のほかの部分の合計はスキーと逆の動きをする。

高さ方向では，頭はスキーが下がるところでは上がり（全身が伸びる），スキーが

下がるところでは下がる。進行方向では，頭はスキーを後追いしながら同調して動

いている。その結果，腰が後ろに動いてバランスをとっていると考えられる。

④ そして図2のPPTの姿勢（33�43）で頭とスキーが重心より後ろに移動して，

腰が前に出ていく動きが見受けられるが，これは「先落としの後で腰を前に出す」

ことでバランスを取っているものと考えられる。

⑤ 実際の指導現場でも本研究結果を取り入れる必要がある。

1） 日本スキー教程（スキージャーナル株式会社 2014）p.119.

2） FISFREESTYLESKIINGJUDGINGHANDBOOK（EditionOctober2014）p.17.
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キングストン・アポン・ハルの

ウィリアム・ド・ラ・ポール

戦争財源の調達で王室銀行家に昇りつめた商人の栄光と転落

高 野 要

WilliamdelaPole,

MerchantandKing・sBankerofKingstonuponHull:

Gloryandfallwithsupplyofwarmoney

KanameTAKANO

要 旨

イングランドの北東岸に位置する海港都市キングストン・アポン・ハルの商人家系として

知られるド・ラ・ポール家は，14�15世紀に莫大な財力と名声を背景に繁栄した家系である。

彼らは中世後期のイングランドにおける羊毛貿易で富を獲得した大商人の一家であり，羊毛

で得た資金がもたらす財源を介して，国王への財政融資により貴族階層に加わり，社会的昇

進を果たす存在となった。この両者を結びつけた接点は，西部フランス領およびフランス王

位の継承獲得を目指す国王側の要求と，貴族層への昇格で財力を超える名誉を求めた商人側

の利害がもたらした共生関係である。本論においてはこの一家の中から輩出された兄弟たち

の中でも，とりわけ傑出した人物であるウィリアム・ド・ラ・ポール（WilliamdelaPole

1290�1295頃�1366年）を中心に議論を進めていく。

積み上げた財力を背景に金融業で頭角を表す「銀行家」（banker）となったウィリアムは，

1272年から1322年の間に継続的にイングランド王室に財政支援をしていたイタリアの商人

たちに太刀打ちできるイングランド最初の「王室銀行家」（King・sBanker）となった。彼

は商人仲間と共にシンジケート（syndicate）を結成し，1339年には財務府長官（baronof

theexchequer）の地位にまで社会的昇格を果たす。その彼も，1340年には王室政府の政

治争議に巻き込まれ，他の金融業者と共に逮捕・投獄された。

本論は百年戦争開戦にあたり，イングランド国王エドワード3世とウィリアム・ド・ラ・

ポールとの間に繰り広げられる戦費財源獲得をめぐる駆け引きを見ることで，中世後期イン

グランド社会の歴史的転換を知る一助としたいと願うものである。

キーワード：エドワード3世，百年戦争，バルディ家，ペルッツィ家，ガスコーニュ問題，

スコットランド独立，ヴァロワ家

目 次

1．ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール

2．エドワード3世の政治 百年戦争への野心



1．ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール

イングランドの北東岸に位置する海港都市キングストン・アポン・ハルの商人家系と

して知られるド・ラ・ポール家は，14�15世紀に莫大な財力と名声を背景に繁栄した家

系である。彼らは中世後期のイングランドにおける羊毛貿易の富を獲得した大商人の一

家であり，この蓄えた財力を背景に，国王への融資をおこなうことで貴族階層に加わり，

社会的昇進を果たす存在となった。この両者を結びつけた接点は，百年戦争前夜という

社会変革が目前に迫る時代に，西部フランス領およびフランス王位継承獲得を目指す国

王側の要求という政治的接点と，貴族層への昇格で財力を超える名誉を求めた商人側の

経済的利害という接点であり，まさにその二つの事柄を形成したのである。本論におい

てはこの一家の中から輩出された兄弟たちの中でも，とりわけ傑出した人物であるウィ

リアム・ド・ラ・ポール（William delaPole1290�1295頃�1366年）を中心に議論を

進めていきたいと考えている（1）。

ハルに隣接したモウ（ミーオ）修道院（AbbeyofMeaux）の年代記作家は，ウィ

リアムを「いかなるイングランド商人にも劣らない者」（・secondtonoEnglishmer-

chant・）と記録している。彼は恐らくハルかラベンサーの商人の息子であったといわれ

ているが，ビジネスを始めた頃の活動や資産については何も明確に知られていない。彼

がイングランド商人たちの中で最も偉大な名声を得る地位にまで成功できたのは，彼の

主な同業者であった兄リチャードから得た商業活動の影響が大きかったといわれている。

その反面ウィリアムは仲間たちを利用し，必要がなくなれば見捨ててしまう冷静で背徳

的な男だったとも伝えられる（2）。

ウィリアムはやがて商業活動を拡大させ，彼の獲得したその利益によって金融業で頭

角を表す「銀行家」（bankers）にまで昇進し，1272年から1322年の間に継続的にイ

ングランド王室に財政支援をしていたイタリアの商人たちに太刀打ちできる，イングラ

ンド最初の王室銀行家にまでなった。当初は比較的小規模の事業から始め，兄リチャー

ドと共に高い地位を獲得することができた。その最も大きな栄光は，1338年から1339

年にわたってやってきた。ウィリアムが国王エドワード3世に提供した資金は莫大であ

キングストン・アポン・ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール

―81―

3．フランドル戦略

4．ド・ラ・ポール家

5．国王課税による戦費財源の獲得

6．ウィリアム・ド・ラ・ポールによる戦費調達と羊毛輸出戦略

7．ド・ラ・ポール家の社会的昇格・権力の獲得

8．ウィリアム逮捕・投獄・裁判

9．ウィリアムの財力

10．ウィリアムの生きた時代 王室銀行家の誕生
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り，その主要財源は輸出用の羊毛である。商人仲間と共にシンジケート（syndicate）

を結成し，1337年に羊毛30,000sacks（羊毛袋）の徴発業務も代行した。1338年には

王室に対して18,000ポンドの貸付を一人で引き受けている。1339年には財務府長官

（baronoftheexchequer）の地位を取得した上で，同年には国王に対して76,180ポン

ドの前貸し業務まで行っている。1340年には王室政府の政治争議に巻き込まれ，他の

金融業者と共に逮捕・投獄された（3）。

本論は百年戦争開戦にあたり，イングランド国王エドワード3世とウィリアム・ド・

ラ・ポールとの間に繰り広げられた戦費財源獲得をめぐる駆け引きを見ることで，中世

後期イングランドにおける王室財政史の転換を考察する際の一助としたいと願うもので

ある。

2．エドワード3世の政治 百年戦争への野心

ド・ラ・ポール家が王室政府と密接な関係を築くことになる背景には，当時のイング

ランドが置かれていた政治状況が大きく関わっている。国王エドワード3世（Edward

III在位1327�77年）はフランスと百年戦争を開始した国王であり，その妻エノー伯の

娘フィリッパ（PhilippaofHainault1314頃�69年）との間にエドワード・オヴ・ウッ

ドストック（エドワード・ザ・ブラック・プリンスEdwardofWoodstock,theBlack

Prince1330�1376年），ランカスター公ジョン・オヴ・ゴーント，ヨーク公エドマンド・

オヴ・ラングレイ等，その後のイングランド社会に大きな影響を与える12人の子をも

うけている。さらにこの時代における騎士道精神の理想を体現すべく，1348年にはガー

ター勲章（OrderoftheGarter）の創設を果たしている（4）。

エドワードがフランスとの戦争に踏み切った理由を理解するには，フランス王国との

領土問題を見て考えていかなければならない（5）。イングランドには，1066年のノルマ

ン征服（NormanConquest）以前に先立つセルディック家（theCerdic）の時代に，

ノルマンディー公国の文化が浸透していた。しかしドーヴァー海峡を挟んだ両国の対立

が顕在化するのは，12世紀以降におけるヘンリ2世（HenryII在位1154�89年）の治

世になってからのことである。ヘンリは父方から受け継いだノルマンディー公家の血統

と母方から受け継いだアンジュー（Anjou）伯家の血統とをそのまま継承した。その二

つの領土に加えて，やがてフランス国王ルイ7世「若年王」（LouisVII,leJeune在位

1137�1180年）の未亡人アリエノール・ダキテーヌ（Ali�enord・Aquitaine1122�1204

年）との婚姻によりアキテーヌ公の領地（theduchyofAquitaine）を相続した。そ

の頃に三つの領土が併合されることで，ヘンリの眼前には海峡を挟んでアンジュー帝国

が姿を現すことになる。しかしその領土取得と同時に彼はフランス国王ルイ7世に対し

キングストン・アポン・ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール

―83―



て臣従礼を誓ったのである。これがその後のイングランド王国とフランス王国との対立

を引き起こす最初の原因と考えられる。このアンジュー帝国は，地理的にはヘンリ2世

の領土がフランス西部のほぼ半分を占めていた。しかし，そこは政治的にはフランス国

王の勢力下に置かれ，領土的支配権と政治的支配権が曖昧な混迷した状態が続くことに

なったのである。

ヘンリ2世の末子ジョン「欠地王」（JohnLackland在位1199�1216年）の治世期，

フランス国王フィリップ2世「尊厳王」（PhilippeII,Auguste在位1180�1223年）は，

西部フランスに拠点をもつリュジニャン家（theLusignan）とジョンとの間に争いが

生じた際，これを好機ととらえ，1206年までにノルマンディー公領，メーヌ（Maine），

アンジュー伯領，トゥレーヌ（Touraine）など北西部フランスのほとんどの地域をジョ

ンの手から奪取する（6）。

実質的にはアンジュー帝国の支配下にあった西部フランスは，イングランド国王とフ

ランス国王双方によりその領地を完全に支配下に置かれないままガスコーニュ

（Gascogne）と呼ばれる地域として存続することになる（7）。この状況が変わったのは，

1259年12月4日におけるヘンリ3世（HenryIII在位1216�72年）とフランス国王ル

イ9世「聖ルイ」（LouisIX,SaintLouis在位1226�70年）との間で締結されたパリ条

約後のことである。この条約締結以降は，アンジュー家はいっそうカペー家（the

Cap�etiens）の支配力に臣従していくことになる。ヘンリ3世は，シチリアの王位を息

子であるランカスター伯「せむし」のエドマンド（EdmundCrouchback,EarlofLan-

caster在位1267�96年）に，神聖ローマ皇帝の位を弟のコーンウォール伯リチャード

「ドイツ王」（Richard,EarlofCornwall,KingofGermany�theRomans�,在位1257�

72年）に渡すというローマ教皇アレクサンデル4世の申し入れを受け入れてしまった。

さらにこの講和会議を促進させたのは，ヘンリ配下の諸侯からの圧力，イングランドに

おける内乱を率いたシモン・ド・モンフォールの妻エレノアの寡婦財産を解体させる

必要があったからであるとされる。この条約でヘンリはノルマンディー，メーヌ，アン

ジュー，ポワトゥーの諸地域とリモージュ（Limoges），ペリグー（P�erigueux），カオー

ル（Cahors）に対する権利主張を放棄し，ルイ9世は，ヘンリがフランス貴族として

彼の封建家臣になるという条件付きで，ヘンリのガスコーニュ領有を認めた（8）。

その後フランス国王フィリップ4世「端麗王」（PhilippeIV,leBel在位1285�1314

年）治世には，ブルターニュにおける衝突をきっかけに生じたギエンヌ戦争以降，エド

ワード1世（EdwardI在位1272�1307年）との間に争いが再燃する。やがてフィリッ

プは一連の衝突を理由に，1337年5月，イギリス領となっていたこのガスコーニュを

没収してしまうことになる（9）。

エドワード3世の祖父エドワード1世は治世中において，ウェールズ（Wales）は征
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服していたが，さらなる領土拡大の標的としたスコットランド（Scotland）を攻略す

ることなく終えている（10）。エドワード1世のスコットランド征服計画では，その政策

の一つとして，1286年には，ノルウェー王女マーガレット（Margaret,theMaidof

Norway）を息子エドワード（後のエドワード2世）と結婚をさせることを計画した。

しかし王女はノルウェーからの船中で急死する。やむなくエドワード1世は1290年に

多数のスコットランド王位継承者となりうる候補者の中からベイリアル（JohnBailliol

在位1292�96年）を選出した。しかしこの人物は国王の地位に耐えうる人物ではなかっ

た。やがてウィリアム・ウォレス（WilliamWallace1270頃�1305年）の反乱が起き

るとともに，ロバート・ブルース（RobertIBruce在位1306�1329年）が出現する。

そしてさらに1307年のエドワード1世の死去によって，その征服計画は挫折すること

になる。

彼の計画を引き継ぐはずであった息子のエドワード2世（EdwardII在位1307�27

年）は，国政において失敗を重ね，1314年6月24日のバノック・バーンの戦いでスコッ

トランド軍率いるロバート・ブルースに大敗する。このスコットランド問題は全体とし

て，イングランドに対抗する敵国フランスとスコットランドとの間に連合関係を構築す

る「旧同盟」（AuldAlliance）を強化することによって海峡を挟んだ錯綜したものと

なる（11）。

一連のスコットランドとの闘争を経て，イングランドはフランスと新たな局面をむか

えることとなる。フランスとイングランドとの間には，先のガスコーニュ問題に加えて，

フランス王位継承問題が浮上することになる。フランスのカペー家シャルル 4世

（CharelesIV在位1322�28年）が直系男子相続者を残さないで1328年に亡くなり，そ

の傍系にあたるフィリップ・ド・ヴァロワ（PhilippedeValois）が従兄弟であるとい

う理由で三部会（�EtatsG�en�eraux）に推されて，ヴァロワ王朝開祖フィリップ6世

（PhilippeVI在位1328�50年）として即位した。

他方，エドワード3世は，イングランド国王として即位した翌1328年に，スコット

ランドに対する一切の権利を放棄してしまった。しかし，1329年にスコットランドで

ロバート 1世（RobertI在位 1306�29年）の子，デイヴィッド 2世（DavidII在位

1329�70年）が王位に即くと，両国でまた執拗な闘争が展開された。その時期のイング

ランド，すなわちエドワード2世の政治的混乱期からエドワード3世の即位までの間は，

エドワード2世の妻イサベラとその愛人モーティマー（RogerdeMortimer1287�1330

年）による専横政治が続いていた。ようやくモーティマーが1330年に亡くなると，エ

ドワード3世が政務を執るようになった（12）。エドワードは1336年9月の議会で王国の

安全について演説し，さらに彼がフランス国王シャルル4世の甥であることを理由に，

フランス王位を継承する充分な資格があることを主張した（13）。これを受けてフィリッ

キングストン・アポン・ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール
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プ6世はガスコーニュを没収した。

この一連の問題の原因が王位継承問題だけならば長期戦とならなかっただろう。戦争

の目的は，むしろほかにあったのであり，王位継承の紛争は単なる口実を与えたものに

すぎない。両王朝間の敵対は，本来的に経済問題から生じたものであった（14）。エドワー

ド3世の主張には，ガスコーニュへのある執着が原因のひとつにもなっている。彼は妄

信的に喪失した領土の回復を求めていただけではなく，イングランドとガスコーニュの

両地域間を結ぶワイン交易の利害が，この主張の根源にあることにも留意しておくべき

なのである（15）。

3．フランドル戦略

フランスと対抗するべく戦力を強化するために必要な手段を執る準備に着手を始めた

エドワードは，フランドルをはじめとするヨーロッパ低地諸邦（LowCountries）に

おいて，同盟関係を深めていく。羊毛輸出の発展を新たに担って登場してきたステイプ

ル商人（stapler）に，王室財政の�迫につけ込んで勢力を伸ばしていく機会が与えら

れた。聖俗領主は共々，その彼らを無視することはできないようになっていく（16）。

フランドルは，それまで発展しつつある毛織物工業の生産促進に欠かすことのできな

い羊毛をアルトワ（Artois）やシャンパーニュ（Champagne）から購入していたが，

それだけでは補えなかった。そしてその大半をイギリス産羊毛に依存しなければならな

かった（17）。それにもかかわらず，当時このフランドル一帯を支配していたフランドル

伯はフランス王室に臣従していた。そのため，イングランドは貿易上の利益を確保する

ために，この地域を押さえておく必要があった。しかし1336年，フランドルがフラン

スと盟約を交わしたので，エドワードは羊毛輸出を禁止（impose）して対抗するので

ある。

4．ド・ラ・ポール家

イングランドの羊毛輸出の拡大には商人の活躍が欠かせない。かつてイングランドの

商人たちは利益を狭い地域から得ていたが，やがてその活動範囲を広げ，地方取引や国

際取引へと拡大し，特権的商人階層へと成長していく。彼らは14世紀以前から存在し

ていたが，「商人の身分」（estateofmerchants）として台頭してくるのは，各地から

資産のある商人たちを統合し，同じ利益を求めて一致して行動する能力を持つようになっ

たこの14世紀であった（18）。

戦費財源を求めるエドワード3世は，彼ら商人が蓄積した非常に多くの国内商業資本
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を吸い上げることになるが，やがてこのような商人層の中から，国王に資金提供を協力

する者が現れる。その彼らの中から王室の銀行家（bankerstothecrown）が輩出さ

れるのである。この資金提供は，単なる商業取引ではなく，商人たちが得た取引の利得

を転換することであり，商人が不動産に投資するという伝統的方法と，競合関係が生じ

ることになる。商人が社会的昇進を求めて，獲得した商業取引の利得（tradinggains）

を，王室への融資に提供して利益を得ることなのである（19）。

その王室融資をおこなう商人層の中から台頭してきたのが羊毛商人ウィリアム・ド・

ラ・ポールである。この人物を輩出したド・ラ・ポール家は，2世代にわたって商人か

ら伯爵の身分へと登りつめた。一家の中で特筆できる人物たちは，ウィリアムの他，リ

チャード，マイケル，ジョンである。マイケル・ド・ラ・ポール（MichaeldelaPole）

は1385年，リチャード2世の差配によってサフォーク伯となる人物である。マイケル

の昇進が一家にもたらした影響は大きいが，いずれも商業活動で得た財源以上に，大き

な影響をもたらしたものは王室への巨額の融資である。このサクセス・ストーリーの影

響は，ウィリアムの兄弟リチャードの他，子供たちにも及んでいる。彼らは，ノーサン

プトンシャーのカウンティ・ジェントリ（countygentry）の地位，孫たちによる議会

貴族（peer）の相続人との婚姻関係も獲得している（20）。

5．国王課税による戦費財源の獲得

イングランドは，この時代の西ヨーロッパにおける上質羊毛の最大でもっとも重要な

供給源であり，当時の毛織物工業の二大中心地であるフィレンツェの工業およびフラン

ドルの工業のほぼ全体がその羊毛に依存していた（21）。羊毛の供給が絶えると経済的破

綻が起こり，政治的動揺にまで及ぶことになった。そのため，エドワード3世がその対

外政策の中心に羊毛を据えることになる。ここでエドワード3世が王室収入の源泉とし

たものは，この羊毛財源の他に何があったのか。いくつかの財源を取り上げてみる。第

1に，王領地から生ずる貢租その他がある。これは封建収入の源としては，もっとも本

質的部分を占めるものである。整理してみると次のようになる（22）。

1．王領地から生ずる貢租その他（tallageonroyaldemesne）

・土地貢租

隷属農民の納める地代/隷属町民の地代/森林原野への入居料その他

・その他の雑租 所領の領有に伴う収入

未成年者に対する後見料（wardship）/相談税（heirreliefs）/

結婚許可料（marriage）/非自由民にかける貢租（tallage）

キングストン・アポン・ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール
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・封建法廷からの収益

罰金/押収物

2．各種特権料 大権にもとづいて国王が自治体や個人に賦与

・勅許都市や自治都市やギルドなどが納める認可料（grants）

・年市・週市・猟場・独占などの諸個人への付与に対する特許料（licences）

・非自由民税の示談料（composition）（23）

3．輸出入関税（custom）国王大権にもとづいて外国貿易の輸出入品に賦課（24）

エドワード1世の治世に定着

・羊毛

・羊毛と毛付羊毛（woolfell）と羊皮（leather）との三品の輸出に賦課

旧関税（oldcustom）

新関税（newcustom） 外国人の輸出入品だけに賦課

4．輸出付加税（subsidy）

・国王が緊急時に議会の承諾を得ず賦課。国民から不法的とみなされる

羊毛その他の三品にかけられる輸出付加税（マルトート �法外輸出税�）

5．臨時税

・王室や国家の緊急時に課せられる。

農村や都市の人々の所持する動産（地代・地蓄その他）にかける租税

十五分の一税/十分の一税（tithe）/その他の献上金（aid）

6．羊毛強制買上げ（purveyance）

・国王が緊急時にその大権を発動することで得られる財源

各種の国内生産物の微発による専売収益

7．借入金（loan）

・国王への信用供与者から得た資金

外国商人，イタリアの銀行家，内・外の貴族，羊毛貿易商人からの借入金

以上が1327年の，まさにエドワード3世即位当時の財源である。7部門中，第1か

ら第3までは経常収入部分に該当する。第4から第6までは戦争その他の非常事態に処

する費用を捻出する臨時財源であった。臨時財源の利用の仕方，法的手続は，その歴史

的発展段階の差によって様々であった。だが一般的には，その徴課に対して，そして国

王による恣意的課税に対して制限を加えようとする傾向にあった。制限を加える方法と

して「一般の同意」が要求されたのはその最たる現れである。このような「一般の同意」

は，どのようにして確認できるのか。またそれを確認できるのはどこなのか。王国の

「一般の同意」を確認するには，その「一般の同意」を代表している諮問機関を作り，
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その意見を聴収し，その同意を得ることである。諮問機関は，下記に取り上げる国王評

議会と議会と商人会の三つである（25）。国王評議会（King・sCouncil）はアングロ�サク

ソン時代の賢人会（Witan）に起源をもつ。その中で大評議会（GreatCouncil）は，

法律の発布，戦争・講和の取り決め，租税の徴収，大官の任命，国王の廃位問題にまで

関与する強い権限を持つ。その下にある小評議会（SmallCouncil）は，大評議会より

も実際的な行政事務に密着する問題を討議した機関であり，上訴司法権をもつ最高の法

廷である。構成員である諮問委員（councellor）は，その任につくときに国王の前で

「諮問会の誓い」（CouncilOath）をおこなう。議会（Parliament）（26）は大評議会に起

源をもつ。当初は宮廷官僚と直接受封者が話し合いをおこなっていた。12世紀後半か

ら13世紀にかけての地方自治体（community）の発達は，課税対象を拡大させ，代議

制を登場させることになる。動産課税時に大貴族・騎士・市民を召集し，同意と協力を

求める。地方自治体・国民的利害の代弁機関なのである。商人会（assemblyofmer-

chants）は羊毛商人（woolmerchants）という特殊な利害関係をもつ集会である（27）。

12世紀から14世紀初期にかけての大陸向け羊毛輸出の躍進は，この部門へのイングラ

ンド人の進出を助長し，羊毛商人と一般商人との職業上の役割の相違を明確化させてい

く。ここに彼ら羊毛商人が独自のカテゴリーとして形成され，特殊な利害をもつ集団が

出現する。この商人会は，課税問題と密接なかかわりをもって成立するのである（28）。

6．ウィリアム・ド・ラ・ポールによる戦費調達と羊毛輸出戦略

1300年代前半において，国王が頼みとした財源は，議会承認を除くとその収入に相

当する金額は年間30,000ポンドで，これに議会が承認した直接税収入が38,000ポンド

であった。これを年度別で示すと下記のとおりとなる。

1330�1332年までの通常収入の不足分は，議会で承認された課税で補うことができたが，

百年戦争直前の2年間は，その均衡が崩れ，1335�1336年の総収入は議会承認の4.7倍，

1337�1338年には7倍に達している。

このような所得の倍増はどのような方法によって捻出されたのだろうか。その一手と

してエドワード3世は，臨時税を徴収することによって歳出を恒常的に賄っただけでは

キングストン・アポン・ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール
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表1 エドワード3世の1330�1338年における年間収入
（29）

1330�1331 ￡ 37,579.�

1331�1332 ￡ 72,620.�

1335�1336 ￡ 179,641.�

1337�1338 ￡ 272,833.�

（￡＝ポンド）



なく，借入金を得る手段に訴えている。1336年の8月と1337年の9月に，イタリアの

大銀行家であるバルディ家（theBardi）とペルッツィ家（thePeruzzi）から借り入れ

をおこなった後，ウィリアム・ド・ラ・ポールから100,000ポンドもの借り入れをおこ

なっている。ウィリアムはすでに1335年の段階で，ミクルマス祭（9月29日）から次

のミクルマス祭までの間に，日当10ポンドで王室家政への融資継続を約束している。

さらにウィリアムは1336年の8月には，スコットランド戦争で，国王に対してきわ

めて緊急な事態として3,000ポンド以上の追加融資をしている。これらの融資資金は関

税で確保されたが，国王の要求が桁外れであり，やがてこの方法だけでは賄うことがで

きなくなった。そのため，当座しのぎの対策として，仲間の商人会リーダーたちに協力

を依頼する。それは彼らの設立したウール・カンパニー（羊毛商事会社WoolCom-

pany）を介してウール・モノポリー（羊毛輸出独占権Woolmonopoly）を国王に譲

渡する形式をとり，国王に対して200,000ポンドの無利子貸付を約束するものである。

この貸付に対する返済は，輸出関税を徴収し，その関税で得られた利益から払い戻され

るはずであった。しかし，国王から商人側へ返済がなされることはなかった。それでも

貸付金額が大規模に続けられた理由は，商人たちが見返りを期待しただけではなく，モ

ノポリー形態で得る利益の先にそれをはるかに超える利益を期待していたからである。

商人たちは低価格で羊毛を購入していたが，生産者側も羊毛の最低価格を固定化して対

抗している。商人たちはそこにいっそうの利益を上乗せして販売していたのである。し

かしさらにまた，最大規模の利益を確保するために，羊毛の輸出禁止という手段が8月

12日に発令された。この羊毛輸出禁止は王室財源を確保するための，前代未聞の大変

革である。その方法は，羊毛を差し押さえて商品をすでに購入した形で前借りをおこな

うのである。もはやこのように王室の主力銀行家（mainbankers）としての役割を担

うことになった羊毛商人から得る借入金は，返済猶予を可能とする戦費財政のための安

全弁としての役割を果たすことになる。

1337年には，王室使節団は国王から圧力を受け，276,000ポンドという貸付金額の増

額まで商人会に要求してきた。当初商人会側はこの計画を拒絶した。これを受けて国王

は資金獲得を目的に12月に議会の召集手続をとり，1338年2月にドルトレヒトへの輸

出用の羊毛を差し押さえて，その羊毛を約30名の商人に引き取らせた。5月8日に国

王は，2名の主導的商人を召喚し，協議をした結果，商人たちは関税と輸出付加税を担

保にして国王に前貸しした分の25,000ポンドの返済を受けた。そして国王は，没収さ

れた羊毛を将来の輸出関税（20シリング）の中から，その対価を差し引くということ

を約束した総額 65,000ポンドの債務証書である「ドルトレヒト証書」（Dordrecht

Bonds）を商人たちに交付している。しかしこの債務証書交付では，約200名が「国王

の羊毛」の契約から外され，国王の金融的操作に関与できる少数の商人しか国王に対す
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る債権を回収できなかったとみられる（30）。

ウール・カンパニーは1337年7月に国王と公式の合意を締結し，ウィリアムとレジ

ナルド・ド・コンデュイ（ReginalddeConduit）がそのカンパニーの筆頭の支配者と

なった。実際はウィリアムが会社組織全体を実効支配していたようであり，自身の経営

理念を存分に通用させていたようである。しかしこの計画もトラブルに見舞われる。ト

ラブルの原因は，国王が求める迅速な大金の調達である。融資要請に対応するために当

初から無理のある計画が立てられていたため，商人たちは資金調達の都合がつかなくなっ

ていく（32）。

1338年2月，さらなる財源を求めてウエストミンスターで議会を招集した国王は，

国内で産出される羊毛の半分を買い付けるとし，次の夏までに商人たちから徴発した。

残り半分は，商人自身で売却させる等の自由裁量に任せることとした。しかし国王は，

集荷された羊毛を担保にしてバルディ家とペルッツィ家から多額の借入れをおこない，

その見返りとして羊毛の輸出独占権をイングランド商人たちから切り離し，この2大フィ

レンツェ出身の銀行家の手に移してしまっていたのである（33）。

さらに7月27日から8月14日にかけて，大評議会がノーサンプトンで開かれ，国王

はさらなる資金獲得を狙い，羊毛の集荷と輸出に関するより一層の促進策について討議

を求めた結果，国王が以下の決定を下した。

評議会の開催は，国王側の強制的な要求によるものであるが，この評議会の決定に対

して，商人会側は，この時もウール・モノポリーという利益獲得のチャンスをつかんで

キングストン・アポン・ハルのウィリアム・ド・ラ・ポール
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表2 1337年 ドルトレヒト債務証書内訳（31）

シンジケート上層の商人層（ 12名） ￡1,000�4,430.�

シンジケート成員 （約 40名） ￡ 300�1,000.�

羊毛契約外商人 （約200名） ￡ 10�300.�

表3 1338年7月27日�8月14日 ノーサンプトン大評議会・商人会

（theGreatCouncil,andoftheAssemblyofMerchantswhichmetat

NorthamptonbetweenJuly27thandAugust14th,1338）（34）

1．20,000sacksのうち未集荷分17,500sacksを15分の1税の納入額に

応じて集荷

聖職者特権の廃止

全身分から動産税の納入額に応じて羊毛買取り

（10stone�＝140lbs�＝動産税20シリング）

2．アントウェルペン・ステイプル集荷所の新規設置

羊毛・毛付羊皮・羊皮の強制集荷

国王の羊毛が集荷・輸出されるまでの自主的輸出を中止



いる。この時期にバルディ家とペルッツィ家の両家は，国王が徴収した聖俗から得られ

る直接税収入の中から貸付分の返済を受けなければならなかった。しかしウィリアムは，

そのような状況においても，イングランド北部の港湾業者から関税を徴収する方法を得

ていた。彼は港湾事業における徴税官との間で密接な連携を行い，関税による歳入回収

の締めつけを継続しつつ，一層の財政強化を図っていたようである（35）。いずれも羊毛

を国王の権力で徴発したことは，輸出先であるネーデルラント地方における毛織物生産

都市に，原料である羊毛供給を止めることで毛織物製造の危機をもたらすためであり，

貿易が再開されるまで羊毛の販売価格を守ることをも意図していた。

すでに製品価格を守る措置は，国王が1336年の羊毛輸出禁止が発令された段階にお

いてすでになされていた。同年3月のウエストミンスター議会で，動産税を1年間に限っ

て賦課するという課税延長が承認された。これによって40,000ポンドの収入を見込ん

だが，国王の要求どおりにはならなかった。そこで国王は，先に述べたとおり同年7月

に200,000ポンドの借り入れに成功し，借り入れにあたり担保が求められ，それに充当

する財源として，羊毛税ないし輸出のモノポリーという方法が必要となったとき，羊毛

の輸出販売の禁止の決定と同時に，国王が指定した業者に対してその決定と引き換えに

輸出付加税（羊毛1sacksにつき国内商人は20シリングで，外国人には40シリング）

の賦課を取り決めた。さらに20シリングの強制貸付の同意も得ている。その際，指定

された商人が国内の羊毛生産者に支払う最低価格の基準が併せて設定された。これがい

わゆる「ノッティンガム価格」（Nottingham Price）と呼ばれるものである（36）。

1339年の3月になり羊毛13,000sacksが集荷され，バルディ家とペルッツィ家の船

団によって，5月24日にハリッチ（Harwich）から輸出されたが，フランス軍の攻撃

のために消失した。しかしこのような損失もすべてこれまでの商人が融通した借入金に

よって補填されているのである（37）。いずれにしても1338年の6月と1339年の10月の

間にウィリアムは最低でも110,000ポンドの貸付金額を上増して国王に提示している。

この時期にウィリアムの幸運は間違いなくピークに達していたのである（38）。

7．ド・ラ・ポール家の社会的昇格・権力の獲得

これまでの国王への貸付による財政支援の功績により，ウィリアムと王室との間の距

離は接近する。彼は機会を逃すことなく，権利獲得の好機が舞い込んできた場合は，そ

れらを生かすべく迅速な行動に入っている。その幸運を示すものとして，王領地の獲得

がある。1338年に彼は，国王からホルダーネス（Holderness）のバースティック

（Burstwick）所領をマナ（荘園 manour）付きで，そしてティッキル（Tickhill）所

領の一部を購入することに合意した。それらの所領はすべてに22,650ポンドの金額を
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支払った（39）。

ウィリアムには3人の娘，キャサリン（Katherine），ブランシュ（Blanche,マーガ

レット（Margaret）がいた。1339年まで国王は彼女たちに見合った夫を約束している。

その約束は，貴族階級への社会的上昇を約束してくれるものであった（40）。

さらにウィリアムはアントウェルペンにおいて，商人会の指導者として国王の陸軍で

軍役に就いている。1339年9月までに国王の財政は再び悪化した。そのため，彼は軍

隊に支払うべき現金についても議会で懇願した。国王自身はヨーロッパ大陸に残り，9

月26日にカンタベリー大司教，ダラム司教，ウィリアム・ド・ラ・ポール宛に軍事費

用捻出に関して賛同を求める書簡を送った。ウィリアムはこの段階まで，すでに王室政

府の重要人物であったが，かつての彼の立場では想像できないほどの権力を得られるだ

けの追い風が吹き，そして商人階級の中ではそれまで誰しもが成し得なかっただけの上

昇気流を捉えていく。国王の要請に応えて，ウィリアムは財務府（Exchequer）に対

し，貸付金調達の見返りに特別待遇を持ちかけて，騎士バネレット（knight

bannerette）の位を授かる。騎士身分の中には500マーク（333ポンド6シリング8ペ

ンス）相当の土地が含まれていたとされる（41）。

8．ウィリアム逮捕・投獄・裁判

王室使節団ですら腰が引けたほど議会請願は増えていった。国王は債務を帳消しにす

る必要があった。しかしウィリアムは，1340年1月に再び国王に対する貸付金を増や

し，危険を承知の上で合意点を設定する。しかしやがて財政状況は混迷し，その年の半

ばまでには，国王自身が評議会において戦費の必要額の提示すら明らかにできなくなっ

ていたほどであった（42）。

1340年ウィリアムは，突如として，国王の恩寵を失う。6月に彼は財務府のバロンの

地位を失う。その理由は表向きには多忙のあまり税金の送金業務ですらできなくなった

というものであったが，実際は彼の社会的優位に対する会計簿改竄という言いがかりの

告発ゆえであった。国王はまた，ホルダーネス所領の返還も要求してきた。これらはす

べて，ウィリアムがより一層の貸付金の支払いを求めた報復措置を意図したものであっ

たようだ。こうした権威剥奪や虚偽理由からの告発に対してウィリアムが強気になれな

かった理由は，国王への貸付が増していくほど，イングランドにおいて社会的評価が落

ちてしまうことへの懸念であった（43）。

11月30日に，エドワードは遠征先から突如本国へと引き返し，自ら評議会を解散し

た。ウィリアムを含む商人会メンバーは投獄され，彼らはウィルトシャーのディヴァイ

ゼス（Devizes）に送り込まれた。その嫌疑は，財政運営上の失敗への補填と，1377年
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の秋にネーデルラント地方に密輸を働いたというものであった。被告人たちは嫌疑に異

議を唱えた。しかし商人と船員たちの陪審員たちは，密輸行為であることがわかってい

た上で羊毛を受け取ったことを立証し，追求した。追わされた責任と負担は13,612ポ

ンドであり，それは土地と不動産財源から補填されていた（44）。

1341年の審理は非公開とされ，10月にウィリアムは身柄をフリート監獄へと移送さ

れ，1342年5月まで拘留された。彼はサフォーク伯ロバート・ド・アフォード（Rob-

ertdeUfford），ラルフ・ド・ネヴィル（RalphdeNeville），第二代領主ネヴィル・

オヴ・ラビ（NevilleofRaby）によって身柄を保証された。ウィリアムの土地は，1344

年4月までは返還されず，ホルダーネスとティッキルの所領を取り返すことができなかっ

た。

しかし王室債務の4分の3以上の返済が保証された。彼が長期にわたる投獄によって

も破産しなかったのは，おそらく主な信用取引業者に対して，負担を負わせることなく，

取引を成立させたからではないかとされる。

国王はこの事件以降，ウィリアムに対する国王債務を停止させ，ホルダーネスの所領

を返還させた。しかしウィリアム側は1343年の春にはすでに新たな貸付金増額計画を

立てる。この計画で国王の恩寵を取り戻し，喪失した土地を再建させ，自らにかけられ

た嫌疑を無効にする。さらに輸出関税に対して貸付金を確保するこれまで続けてきた慣

例をさらに拡大し，33名の商人で構成されるシンジケートはカンパニーと協力して，

1343年の真夏以降から3年間という歳月をかけて輸出関税の徴収を新たに始動させた。

彼らは1,000マーク（666ポンド13シリング4ペンス）を国王に，4週間ごとに合計

10,000マークの大金を支払った。国王は輸出関税の利益を手にした。商人たちもウール・

モノポリーから利益を捻出した（45）。

カンパニーは1年間にわたり隆盛したが，国内対抗者が現われる。1344年夏の議会

で，エドワード3世は保有現金を確保するために議会を説得する公算から，ウール・モ

ノポリーの撤廃に合意した。これはカンパニーの利益独占を外し，シンジケートを解散

することである。カンパニーには21名のメンバーがいたが，沈黙を守った他のメンバー

たちもウィリアムに誓いをたてていく。ウィリアムは，共同出資者となる可能性がある

と思われる商人たちを仲間として招き，私利を導き出すような行動を取ることはせずに，

カンパニーの利益のためになることだけを考慮した。損失が出た分は不満を述べること

なく自分の利益シェアを支払ったとされる。このように彼は物静かに分別ある語り口で，

仲間たちに行動でそれを示したようである。王室債務には自ら進んで処理を引き受けた。

このような行動は特に目を引くものではないが，商売仲間を大事にした様子が伺える。

1345年の春には戦争が再開され，カンパニーの羊毛取引は中断する。同年夏には国

王との契約は破棄され，ウィリアムはカンパニーから撤退し，短期のシンジケートの掌
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中に輸出関税徴収の運営が任された。そのシンジケートが提示する資金援助は，1347

年のクレシー・カレーの軍事行動への勝利という形でエドワードへの信用をつなぐこと

になる。

しかし1345年からウィリアムの貸付金は減少していた。彼は資金源が縮小したので，

大規模な事業から手を引き始めていく。貸付金減少の背景には，国王が有用な資金供給

者として彼を懐柔する理由がなくなったことがある。ウィリアムの前任者が破産したこ

とで，ウィリアムへの財政上の苦情が集中し，国王は1353年に再びウィリアムと反目

する。エドワードとウィリアムとの対立理由はわかっていないが，おそらくはそれまで

負っていた国王債務を帳消しにしたいとする国王側の利己的な要求が，その理由である

と思われる（46）。

ウィリアムは債権回収への回答を求めず，結審がないまま審問が終了するまで法廷で

は何も告げず，自らの主張も行わなかったと伝えられる。そしてフリート監獄に収監さ

れ，王室への貸付金回収を断念する。その中には国王との約束を交わした娘の婚姻のた

めの資金もあった。ホルダーネスの所領についても保持を断念していくのである。ウィ

リアムの息子であるトーマス（ThomasdelaPole）とエドマンド（Edmunddela

Pole）も，キーンガム（キーアインガム）（Keyingham）の所領への要求を，ハルの

輸出関税収入400マーク（266ポンド13シリング4ペンス）の中から捻出した金額の

中から，所領喪失の補償金に相当するものとして，年金の支払いという形に代えて受け

ることで断念している。国王による新たな起訴をされることはなくなったが，一連の審

理は，ウィリアムの政治的経歴が終わることを示していた（47）。

9．ウィリアムの財力

国王への貸付と政治的影響力の獲得によって，ウィリアムはド・ラ・ポール家を社会

的に昇格させた。国王から土地を譲り受けるという恩寵は，その時代の社会的立場を決

定した。本来彼の資金源泉は貿易活動を通して生み出されたが，その資金を，国王への

融資の他に，利益を生み出す土地に投資し，社会的昇格を試みたのである。このような

法外な資金があってのみ大所領の購入が成り立った。

彼の生涯を通じて手に入れた土地や邸宅は，ホルダーネスのマナ，ロンバード・スト

リート（LombardStreet）にあったバルディ家の土地資産，マイトン（Myton）のマ

ナなどであった。さらに1360年にウィリアムがリタイアした後，彼は国王から最後の

小規模な土地を拝領している（48）。

ダラムにおける保有地の土地所有権は，彼に不可避的に司教領に関する売買契約をも

たらし，1344年に司教リチャード・オヴ・ベリ（RichardofBury）との間に土地契約
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がなされていることが書かれている。これはウィリアムにネヴィル家（theNeville）

との関係構築をもたらした。ネヴィル・オヴ・ラビ（NevilleofRaby）との関係が築

かれ，プレストン・オン・スカーネ（プレストン・ル・スカーネ）（Prestonon

Skerne,PrestonleSkerne）の所領を所有することになる。1342年にラルフ・ネヴィ

ルは，拘置所（gaol）からウィリアムの釈放をさせるための2件の担保物件（sureties）

のひとつをもたらしたのであった（49）。

10．ウィリアムの生きた時代 王室銀行家の誕生

ウィリアム・ド・ラ・ポールが銀行家として台頭した14世紀の技術水準と社会構造

を見れば，農民の人口が圧倒的であり，輸出産業が未発達であったため，農業に代わる

別の職業への新たな雇用への期待は制約があった。農民は製造品や生活必需品以外に費

用を支払うことはなかったとする見解がある。1330�40年の穀物価格低落は土地を持た

ない者や小屋住農の生活をより容易にしたが，農産物を売却する農民の収入を引き下げ

ることになった。さらに生産物の市場売却価格と生産物を購入する消費者価格が低いこ

とは，現金の余剰を押し下げ，所領の所有者の購買力を押し下げる逆効果を持った（50）。

1348年以降，黒死病（BlackDeath）という予期することのできない要因が，国王

エドワードの意図・思惑を超えて，人口の減少による景気後退を導くという追い打ちを

かけてきたのである。14世紀から15世紀にかけて羊毛貿易は量的にも増加せず，貿易

に従事するイングランド商人の数も増えなかったとされる（51）。

しかしながらウィリアム・ド・ラ・ポールという人物は，戦争財源の調達という重要

な役割を求められた人物であった。彼はそれまで直接税および間接税の財源とイタリア

の銀行融資に依存していたイングランド王室に対して，貿易で得た財力を背景に戦費財

政への貢献を果たしつつ，イングランドの金融業者としての地位を確立したのである。

（1） ウィリアム・ド・ラ・ポールに関してはいくつかの先行研究がある。その代表的ものは

E.B.Frydeの研究であり，WilliamdelaPoleMerchantandKing・sBanker（†1366）,1988.

はその集大成である。ウィリアムの羊毛の輸出入取引に関してはTheWoolAccountsof

WilliamdelaPole,BorthwickInsituteofHistoricalResearch,1964.において。ウィリア

ム逮捕に関する研究では・TheLastTrialsofSirWilliamdelaPole・,Econ.Hist.Rev.,XV,

1962�1963.における研究が挙げられる。本論では一連のFryde研究において提示されてい

る詳細ついては触れず，R.Horroxの研究であるThedelaPoleofHull,TheEastYork-

shireLocalHistorySociety.1983.で述べられたド・ラ・ポール家の盛衰を採用し，ウィリ

アムという人物が富裕な羊毛商人の出身であったゆえに，戦争財源に貢献する上でどのよう

に役割を果たしたのかという点を重視した。これまでの日本における研究においても，エド
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ワード3世の戦時財政に関する研究はいくつかあるが，ウィリアムあるいはド・ラ・ポール

家に関する詳細な研究は，脚注における言及以外には存在しない。戦争財源により生み出さ

れる社会と経済の変化という歴史研究のテーマについて論じ，わずかばかりの貢献ができれ

ば幸いであると考えている。

（2） ウィリアムに極めて類似した経歴を有するもう一人の王室銀行家として，ジャック・クー

ル・オブ・ブルージュ（JacquesCoeurofBourges）がいる。彼はフランスの領土に残留

していたイングランドの資産を再征服するフランス国王シャルル7世（勝利王）（在位1422�

1461年 CharelesVII・lebienservi・）を財政面で支援した人物である。彼もまた非常に企

業家精神に満ち�れると同時に背徳的で冷静な性格でもあり，多くの取引相手に苦手意識す

ら持たせる人物でもあったが，同業者たちに最後まで一途だった点だけはウィリアムとは違

う。彼ら二人の財政的な成功というのは，基本的に簡単には資金を融通してくれない者たち

から巨額の資金を引き出す能力によるものである。

E.B.Fryde,WilliamdelaPoleMerchantandKing・sBanker（†1366）,1988,p.1.

（3） E.Power,TheWoolTradeinEnglishMedievalHistory.1941,p.115.

E.パウア，山村延昭訳『イギリス中世史における羊毛貿易』p.130.

（4） 彼の百年戦争前半における戦勝には，クレシーの戦い（1356年），ポワティエの戦い

（1356年）がある。しかしその後，1360年代には心身ともに病を患い，影響力を後退させて

いく。

M.A.Hicks,Who・sWhoinLateMedievalEngland（1272�1485）,1991,pp.71�77,106�

108.

（5） 百年戦争研究に関して，イングランドとフランスの両国関係についての明快な説明がある。

「聞くものには直ちにイギリス及びフランスがそれぞれ一国として存在していて，その両者

の間にある関係が存在していた，という印象を与える。これは我々が問題にしようとしてい

る中世半ば及び末に関する限り正しくないのである。両者はそれぞれ殆ど完成された国では

あるように見えながら，繋がっており，完全に個別の国にはなっていないのである。さらに

それは一方が他方を支配しているとか，一方が他方に侵入している，とかいった関係とは違

う。両者は繋がっておりもつれ合い絡み合っていたのであって，これをいわば一刀両断に切

り離す科学的大手術の働きをしたのが百年戦争だった，というのが百年戦争についての筆者

の基本的理解である」。

城戸 毅「公開講演 百年戦争とは何だったのか」『白山史学』，04.2008,号44,p.3.

（6） ヘンリ2世の末子ジョンは，1200年にフランス国王フィリップ 2世との間でル・グレ

（LeGoulet）条約を締結した。この条約は，ジョン支配下の家臣の間に争いが生じた際は

フランス国王が裁判権を行使することが承認されていた。

城戸 毅『マグナ・カルタの世紀』，1980，pp.30�34.

（7） イングランド国王の所領であった西南部フランスは，アキテーヌ・ギエンヌ・ガスコーニュ

の三つの名前で呼ばれるが，それら各々の範囲を正確に定義することは不可能に近く，厳密

に使い分けられているわけではない。アキテーヌは元来ローマ時代のアクィタニア

（Aquitania）に由来する語で，北はポワトゥー，東はオーヴェルニュ（Auvergne）まで

の非常に広い範囲を指し，専らイングランド側が用いた語で，元来はアキテーヌと同義だっ

たが，13世紀にはドルドーニュ（Dordogne）河やギャロンヌ（Garonne）河の流域を中心

にポワトゥーを除くアキテーヌの北西部を指すようになった。またガスコーニュはビスケ湾

岸のアキテーヌ西南部を指し，その北部はギエンヌと重なる。

城戸 毅，前掲論文，p.27.cf.Steinberg・sDictionaryofBritishHistory,ed.byS.H.

SteinbergandI.H.Evans,2nded.London,1974,underAquitaine,Duchyof,and

Gascony.
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（8） H.R.Loyn（ed）,TheMiddleAges:AConciseEncyclopedia.1989,p.257;H.R.ロイン

編，魚住昌良監訳『西洋史事典』，pp.399�401.

（9） カペー王権が司法及び行政上の上級管轄権あるいは介入権を強行しようとしたところから

1294�97年のギエンヌ戦争が起こる。この戦争は1293年のことイングランドの5港（the

CinquePorts）所属の船，ガスコーニュ港町バヨンヌ（Bayonne）の船からなる連合船隊

がブルターニュ（Bretagne）の近海でノルマンディー船隊と衝突してこれを破った末，ビ

スケ（Biscay）湾に面したフランス西部の港町ラ・ロシェル（LaRochelle）を襲撃略奪し

たという事件をきっかけに起こった。フィリップ4世はこの事件によって生じた損害を深刻

に受け止め，ガスコーニュの宗主権者としてこの地方を領有するエドワードの責任を追及し

た。結局1294年5月フィリップ4世の高等法院はエドワードを不従順な家臣と判断し，ア

キテーヌの没収を宣告した。

城戸「前掲論文」，p.10;M.Powicke,TheThirteenthCentury1216�1307,1962,pp.646�48.

（10） ノルマン人によるスコットランド政策は両国に深い影響を与えている。スコットランドの

ロージアン地方に遠征したノルマン人はスコットランド国王に臣従を強要し，やがて成功さ

せていく。11世紀のスコットランド国王マルコム・カンモア（マルコム3世）（在位1058�

1093年）以降には何人かの有力な国王を輩出したが，アレキサンダー3世もその一人であ

る。

H.R.Loyn（ed）,op.cit.,1989,pp.295�296;H.R.ロイン編，前掲書，pp.282�284.

（11） 後述するように，1328年にエドワードはスコットランドを，即位すると同時にノーサン

プトン条約において独立を承認する形で放棄する。エドワードに徹底抗戦したロバート・ブ

ルースの子孫からスコットランド王室スチュワート家は登場する。この国はイングランドに

比べてあらゆる面で弱小であったから，その独立を守るために中世を通じてイングランドと

戦わねばならず，またそのために常に敵の敵であるフランスと同盟関係を結んでいた。

青山吉信，今井 宏編『概説イギリス史』，p.57.

（12） B.L.Manning,・England:Edward IIIand Richard II・,in R.Tanner,C.W.

previt�e-Orton,andZ.N.Brotoke,edit,CambridgeMedievalHistoryofEurope,1952,vol

II,p.241.

（13） R.Tanner,C.W.previt�e-Orton,andZ.N.Brotoke,edit,CambridgeMedievalHistoryof

Europe,1952,volII,p.241.

（14） 桜井 清「エドワード三世時代の戦時財政（一）」『和光経済』，4巻1号，1970,p.27.

（15） ヘンリ2世以降，イングランドとガスコーニュのワイン貿易は，ヘンリの妻であるアリエ

ノールとの婚姻によって直接的通商関係が結ばれ，ワインを運搬する船舶がボルドー，ラ・

ロシェル，ロワール河地方とロンドン，ブリストル，サンドィッチを直航していた。13世

紀にイングランドがフランスの領土であるノルマンディー，アンジュー，ポワトゥーの一部

を喪失し，北フランスのワイン輸入が減少したため，ガスコーニュ商業が成長したとされる。

ワインは貴族層を中心に消費され，クラレット（claret）と呼ばれる大量のボルドー産赤ワ

インが，ロンドンのヴィントリ（Vintry）地区にワイン商人（vintners）の手を通じて運

び込まれた。その後，百年戦争開戦時にはクラレットは価値を落とし，次第にスペイン・ポ

ルトガルのワインが消費されるようになってはいたが，それでもエドワード3世は，フラン

ス国王の干渉を受けずに，ガスコーニュを自由な自主地として領有したい願望を抱いていた

と考えられる。

H.R.Loyn（ed）,op.cit.,1989,pp.343�344;H.R.ロイン編，前掲書，pp.433�434.

P.Spufford,PowerandProfitTheMerchantinMedievalEurope,2002,pp.114�115.

青山，今井，前掲載書，pp.71�72.

M.Mckisack,TheFourteenthCentury,1307�1399,1959,pp.115,127.
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（16） ステイプルの制度はステイプルと呼ばれる取引所に羊毛を持ち込む商人たちの自治組合

（corporatecompany）のことである。彼らは国王と顕密な役割を果たした。ステイプルは

明白な政治的利害をもっていた。エドワード1世はネーデルラント伯宮廷との同盟のため，

次にはフランドル伯宮廷との同盟のための�として利用した。エドワード2世は，フランス

やブラバント（Brabant）やフランドル（Flandre）との折衝にそれを用いた。

E.Power,TheWoolTradeinEnglishMedievalHistory,1941,p.87.

（17） J.W.Thompson,EconomicandSocialHistoryofEuropeintheLaterMiddleAges

（1300�1530）,1931,p.63;桜井 清，前掲論文，p.28.

（18） E.Miller,J.Hatcher,EnglandundertheThreeEdwards,pp.411.

（19） Ibid.,pp.411�412.

（20） ウィリアムの子供たちには二人のマイケルがいる。一方は国王リチャード2世の知遇を得

た人物でバロンの立場を得たが，パリに亡命中に死去する。もう一人の息子であるマイケル

は，ヘンリ4世からランカスター家へと仕える相手を鞍替えし，1415年のアジャンクール

の戦いで戦死した。伯爵の身分となったウィリアムはヘンリ6世に目をとめられ，1440年

代には一家を政治的に重要な立場へと導いたが，こちらも亡命先へと向かう途上1450年に

海上で殺害された。さらに息子ジョンは政治的に成功し，ヨーク公リチャードとの婚姻を結

ぶことになる。これによってド・ラ・ポール家は，1461年にヨーク公の息子がエドワード4

世として国王に即位することで王室の一員となった。その後，エリーザベス・プランタジネッ

トの長男とジョン・ド・ラ・ポールは，1484年における国王の一人息子の死去以降，リチャー

ド3世の継承者候補へとなるであろうとされた。王位授与間近にして，一門は幸運の絶頂期

をむかえたことになるが，しかし「ヨーク派」はランカスター家との闘争に敗れ，やがてチュー

ダー家に疑念の目を向けられることになり，政治形勢の不利は一家を解体へと向けていくの

である。ド・ラ・ポール家は1539年に男系が絶えている，しかしそれ先立つ1492年に，ジョ

ン・ド・ラ・ポールの死去をもって一世代早く終焉したのである。

R.Horrox,ThedelaPoleofHull,TheEastYorkshireLocalHistorySociety.1983,pp.

1�2.

（21） E.Power,op.cit.,p.16;山村延昭「エドワード三世の財政政策（上）」『西南学院大学商学

論集』，12巻1号，pp.66.

（22） S.Dowell,AHistoryofTaxationandTaxesinEngland,1888,Vol.1,pp.7,78�91.

（23） Ibid.,pp.14�15.

（24） Ibid.,pp.78�79.

（25） 国王評議会は，直属土地受封者（tenants-in-chief）/国事尚書（chancellor）/新官僚

（newofficial）/司法長官（justicior）/各長官（headsofroyalhousestuff）/国王直属商人

（king・smerchants）によって構成される。

山村延昭，前掲論文，pp.65�68.

（26） 大評議会に起源をもつ。当初は宮廷官僚と直属受封者たちとの話し合いの場であったが，

12世紀後半から13世紀後半にかけての地方自治体（Community）の発達は，課税対象を

拡大させ，代議制を登場させる。1207年にジョン王は，全イングランドの俗人にたいして，

何人から土地を保有する者であろうとも，王国内で不動産による収入と動産を有する者はす

べて，年収 1マーク（＝13シリング 4ペンス）あたり1シリングの援助金を彼に支払わね

ばならないという命令を下した。1213年には「王国の政務について話し合うために」，各州

の自治体にそれぞれ4名の騎士を選んで国王の下に送ることを命じ，そして1254年には，

ウエストミンスターにおいてこれら州自治体の代表者たちに課税についての協力を求めた。

山村延昭，前掲論文，pp.65�68.

（27） E.Power,op.cit.,p.66;山村延昭，前掲論文，pp.72.
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（28） 1193年のリチャード1世の身代金調達に際して，大評議会は，僧侶と並んで，商人たち

と協議を行った事実がある。1218年には，ブリストルで羊毛を差し押さえられた商人たち

が，その解除と引き替えに，ヘンリ3世に一袋あたり6マークの献金を認めている。その後

1275年，エドワード1世は，「王国の領主たちや庶民たちから」，つまり議会から羊毛・毛

付羊皮・羊皮への輸出税（旧関税）を獲得したが，これは「商人たちの勧めと願い」とによ

るものであった。そして1294年には，国王は羊毛を没収し，商人たちから，戦争中は前記

の輸出税を増徴しても構わない，という同意をとりつけることに成功した。ついで1305年，

エドワード1世は42都市からそれぞれ2ないし3名の商人をヨークにまねき，輸出税の引

き上げと輸入税の新設とを諮問したが，ついにその同意を得ることができなかった。そこで

これは，カルタ�メルカトリア（商業憲章）という特権付与とひき換えに，外国人のみに適

用されることになった。こうして成立したのが新関税である。商人会は，その後もひき続き

しばしば召集され，エドワード2世の治世には，羊毛への課税や貿易問題についての国王の

諮問に答えることのできる唯一の専門機関であるという地位を，事実上獲得した。

山村延昭，前掲論文，pp.72.

（29） J.Ramsay,AHistoryoftheRevenuesoftheKingofEngland1066�1339,1925,Vol.II,pp.

85,101.

（30） G.Unwin（ed）,FinanceandTradeunderEdwardIII,1918,pp.191�195;桜井 清「エ

ドワード三世時代の戦時財政（二）」『和光経済』，4巻2号，1971,pp.28�30,34�35.

（31） 下記文献参照により表を作成。

G.Unwin（ed.）,FinanceandTradeunderEdwardIII,1918,pp.191�192.

（32） R.Horrox,op.cit.,p.15.

（33） M.McKisack,TheFourteenthCentury,1307�1399,1959,p.157.

（34） 下記文献参照により表を作成。

G.Unwin（ed.）,FinanceandTradeunderEdwardIII,1918,pp.198�199.

CalendarofCloseRollspreservedinPublicRecordOffice,1337�1339,London,1972,p.

584.

桜井 清「エドワード三世時代の戦時財政（二）」『和光経済』，4巻2号，1971,pp.32�34.

（35） E.B.Fryde,op.cit.,p.47.

（36） 桜井 清，前掲論文，4巻1号，1970,pp.34�35.

（37） R.Horrox,op.cit.,p.15.

（38） Ibid.,p.17.

（39） これはエドワード3世がかつて作成した所有地の唯一の財産譲渡であり，ウィリアムの資

金をどれだけ必要としていたのかを示す指標である。ホルダーネスの譲渡は，ウィリアムに

とって，この期間に行われたいくつかの王室譲渡のうちで最大であった。ウィリアムはロン

ドンのロンバート街（LombardStreet）に，かつてバルディ家が所有していた邸宅も与え

られた。それは王室が金融の源泉をイタリアよりも母国イングランドにもとめる重要性が増

していたことを象徴している。

（40） 長女キャサリンは，1340年の 5月までにノーフォークのオールド・バケナム（Old

Buckenham）のアダム・ド・クリフトン（Adam deClifton）の長男コンスタンティン

（Constantine）と結婚していた。コンスタンティンは父親の存命中，1353年に出生した一

人息子のジョンが継承者となった1362年にこの世を去っている。次女ブランシュは，議会

貴族の位であるバロン・スクロープ・オヴ・ボルトン（BaronScropeofBolton）創設者

であるリチャード・ロード・スクロープ・オヴ・ボルトン（RichardloadScropeof

Bolton）と1344�45年に，ウィリアムがカンパニー再建と国王恩寵回復をなしえたとした

時期に結婚した。1362年に長男は，リトアニアにおける異教徒たちとの戦争に参戦してい
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る。3女マーガレットもまた北部地方でロバート・ネヴィル・オヴ・ホーンビー（Robert

NevilleofHornby）と結婚した。1362年頃ではないかと思われる。

R.Horrox,op.cit.,p.28.

（41） エドワード3世治世において，意見要求を出せるだけの地方レベルにおける社会グループ

が台頭してきていたとされる。身分的には下級の土地所有者層であり，ノルマン王朝期のミ

リテス（milites）に由来する騎士身分（knighthood）である。彼らは生計を維持するため

に土地から年間20から30ポンド，あるいは40ポンドの年収を必要とした者もいたとされ

るが，それは騎士身分相応の名誉称号（atitleofhonour）が認められたからである。彼ら

は軍事義務と同様に「随行する市民義務（attendantcivilduties）」を持ち，居住する州で

行政的中核（cadres）を形成するようになり，社会的に承認された権威を与えられた。バ

ラ（自治都市borough）においても富裕なバージェス（自由市民 burgess）あるいはオプ

ティメイト（optimates）と呼ばれた者たちが，騎士身分同様に土地を有効に経営し，社会

的責務を担うようになる。この史料上に示される数値と比較しても，ここでウィリアムが取

得した身分に提示された報酬額は，国王との距離が極めて近いことを示していると言えるだ

ろう。

S.P.J.Harvey,・Theknightandtheknight・sfeeinEngland・,P.P.,no.49,1970,

pp.250�5;E.Miller,J.Hatcher,op.cit.,p.416.

（42） R.Horrox,op.cit.,p.19.

（43） Ibid.,p.19.

（44） Ibid.,p.19.

（45） Ibid.,p.20.

（46） Ibid.,pp.20�21.

（47） Ibid.,pp.23�24.

（48） ウィリアムはまた各個人への貸付を継続するだけの土地取得が可能でもあった。土地は貸

付の担保であり，債務者が破産した際にウィリアムに移譲する型式をとった。土地の引き渡

しは実際の市場価値よりも低い金額で渡され，ウィリアムの所領が飛び地であるのも，この

ような理由が考えられるとされている。

Ibid.,p.25.

（49） Ibid.,p.26.

（50） R.H.Hilton,・ACrisisofFeudalism・,inT.H.AstonandC.H.E.Phlipinmedes,The

BrennerDebate:AgrarianClassStructureandEconomicDevelopmentinPre-Industrial

Europe,pp.129�130.

（51） E.パウアは次のように述べている。「羊毛貿易を牽引したステイプル商人のウール・モノ

ポリーは，毛織物工業の台頭という副産物を生み出した。おそらくはモノポリーのただ一つ

の明らかに有益か成果であっただろう。というのも課税とか独占とかは政府や独占家たちが

意図するようには，めったに働くものではないからである。国王やステイプル商人たちは，

金の卵を産むガチョウを，課税と独占とでもってはさみ殺した あるいは黄金の毛を生や

す羊を殺したとでもいうべきか？」

E.Power,op.cit.,pp.102�103.

E.パウア，山村延昭訳，前掲書，p.117.
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このたび2018年3月末日をもって33年間奉職いたしました本学を退職することにな

りました。着任時は工学部設置に伴う教養教育科目の充実などもあり，全学で13名の

教員が採用されました。この30数年の間に一人去り二人去り，今回私を含め残ってい

た最後の3名が退職いたします。この間にひとかたならぬお世話になりました教職員，

学生の皆さんに心から御礼申し上げるしだいです。

着任当時の私は，大学・留学・大学院を含めて14年間の学生生活と5年間の不安定

な浪人生活を経た後でしたので，定職を得た喜びは計り知れないものがありました。当

初は八王子キャンパスに研究室をいただき，主に同キャンパスで講義と二年ゼミ（当時

は「プロゼミナール」），文京キャンパスでは短期大学の講義を担当しました。この間に

担当科目名も「西洋史」から「歴史学Ⅱ」，そして「歴史と現代」，「20世紀という時代」，

「近代ヨーロッパの世界」へと変わっています。最後の3年間は商・政経学部の文京キャ

ンパスへの全面移転にともない，同キャンパスに研究室をもつという恵まれた環境も体

験することができました。加えて教養教育科目の担当ということで，自分の専門分野

（ドイツ現代史）の研究に専念できたのも，ありがたいことでした。先輩の先生方から

多くのことを学べたこと，学内業務においては学部の入試実行委員長として，教職員一

体となって充実した共同作業ができたことも得難い体験でした。ドイツ再統一の年にス

タートした「現代ドイツ論」ゼミでは，学生諸君と卒業後にもつながる深い親交が築け

たことが，退職後の心の支えにもなっております。

また本研究所では，前身の大学研究所当時から委員として運営や編集の仕事に関わる

ことができました。ドイツからの研究者を招いての講演会で，通訳として立ち会えたこ

とも良き思い出です。本学および本研究所の今後ますますのご発展を祈念しつつ，感謝

の言葉とさせていただきます。
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（商学部教授）



佐藤健生教授略歴

氏 名

佐
さ

藤
とう

健
たけ

生
お

生 年

1947年10月7日 兵庫県朝来郡（現朝来市）生野町に生まれる

学 歴

1966年4月 上智大学文学部史学科入学

1970年3月 上智大学文学部史学科卒業

1970年4月 上智大学大学院文学研究科史学専攻修士課程進学

1973年3月 上智大学大学院文学研究科史学専攻修士課程修了

1973年4月 上智大学大学院文学研究科史学専攻博士課程進学

1975年2月より1977年8月まで ドイツ連邦共和国（西ドイツ）バイエルン州文部省

奨学生としてミュンヘン大学史学科留学

1980年3月 上智大学大学院文学研究科史学専攻博士課程単位修得満期退学

職 歴

1980年4月～1996年3月 相模女子大学非常勤講師

1985年4月 拓殖大学商学部専任講師

1988年4月 拓殖大学商学部助教授

1993年3月～2017年12月 外務省研修所非常勤講師

1998年4月 拓殖大学商学部教授

この間に國學院大學，上智大学，早稲田大学，明治大学，千葉大学，東京大学，立教大

学大学院，東京女子大学，学習院大学，青山学院大学，東洋大学，学習院女子大学で非

常勤講師を歴任

主要業績

共編著

2011年1月 『過ぎ去らぬ過去との取り組み 日本とドイツ』岩波書店 �ノルベルト・

フライ氏と�
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共訳書

1973年 クラウス・フィールハーバー他編『権力と良心 ヴィリー・グラーフと

白バラ』未来社，新装版：1986年 �中井晶夫氏と�

論 文

1982年12月 「ナチズム―ヒトラー主義―ドイツ・ファシズム 最近の西ドイツにお

ける公開討論から」『紀尾井史学』第2号

1984年4月 「第三帝国におけるドイツ外務省 均質化の問題を中心に」『國學院雑誌』

第85巻第4号

1987年8月 「ナチズムの特異性と比較可能性 西ドイツの『歴史家論争』」『思想』

758号

1988年3月 「ドイツ近現代史の『特殊な道』考」『［拓殖大学］研究年報』13号

1988年8月 「西ドイツにおける『過去の克服』問題 戦争責任・戦後責任・そして

今」『歴史評論』460号

1993年11月 「遠ざかる『過去』をめぐって 『歴史家論争』後のドイツ」『思想』833

号

1995年10月 「ドイツの戦後50年 7月20日と5月8日の間で」『思想』856号

1997年 「ナチズムの歴史化をめぐって 『歴史家論争』その後」滝田毅編『転換

期のヨーロッパと日本』南窓社

1997年7月 「ホロコーストと『普通の』ドイツ人 『ゴールドハーゲン論争』をめぐっ

て」『思想』877号

1997年 ・DieAufarbeitungdesKriegsthemasindenjapanischenMuseenund

anderenKultureinrichtungen・,in:Hans-MartinHinz（Hrsg.）;Der

KriegundseineMuseen.Frankfurt/NewYork

1999年12月 ・AuschwitzundHiroshima・,in:Zeitschriftf�urKultur-Austausch.49/4

2002年 ・JapanundderZweiteWeltkrieg・,in:VolkhardKnigge/NorbertFrei

（Hrsg.）;Verbrechenerinnern.DieAuseinandersetzungmitHolocaust

undV�olkermord.M�unchen

2007年 「戦後処理の日独比較」望田幸男編著『近代日本とドイツ』ミネルヴァ書

房

文献目録・史料紹介

1971年6月 「第二次世界大戦前史関係外交文書集目録 英独仏伊米ソの政府刊行文

書集を中心に」『現代史研究』25号
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1971年12月 「第二次世界大戦前史関係外交文書目録 補遺」『現代史研究』26号

1979年 「ドイツ外務省政治文書館とその文書の刊行状況」『現代史研究』29号

1995年7月 「戦後ドイツ史の公刊史料」『歴史学研究』673号

学会発表/報告・公開講演・公開講座

1978年8月 「ドイツ外務省政治文書館とその文書の刊行状況」 ドイツ現代史学会第

3回全国大会

1980年5月 「第三帝国におけるドイツ外務省」 日本西洋史学会第30回大会

1987年8月 「ナチズムの特異性と比較可能性 西ドイツの『歴史家論争』」 ドイ

ツ現代史学会第10回全国大会

1995年6月 「戦争責任・戦後責任そして未来責任 ドイツと日本の戦後」 早稲田

大学社会科学研究所・国際シンポジウム『現代日本の歴史環境 第二次

大戦終結50年を顧みて』

1995年11月 ・DieAufarbeitungdesKriegsthemasindenjapanischenMuseenund

anderenKultureinrichtungen・,ReferatvordeminternationalenSym-

posium:・Die Darstellbarkeitdes Krieges in den Museen・im

DeutschenHistorischenMuseum,Berlin

1995年11月 「ドイツの場合」 上智大学史学会第45回大会シンポジウム「1945年，

勝利と敗北は何をもたらしたか：英・米・独・日の場合を考える」

1997年9月 「ホロコーストと『普通の』ドイツ人 『ゴールドハーゲン論争』をめぐっ

て」 ドイツ現代史学会全国大会

2002年9月 ・ZwischenKriegsverbrechenundOpfermythos:JapansUmgangmit

seiner Kriegsvergangenheit in innen- und au�enpolitischer

Perspektive・,ReferataufderTagung:・NachKriegenundDiktaturen:

UmgangmitVergangenheitalsinternationalesProblem－Bilanzen

undPerspektivenf�urdas21.Jahrhundert・amGeschichtsortVillaten

HompelinM�unster

2002年11月 「戦後補償問題を考える 日本とドイツの戦争責任意識を比較して」

東海大学文学部公開講演会

2006年7月 ・ZeitgeschichteundVergangenheitspolitikinJapan・Seminartagam

JenaCenterGeschichtedes20.JahrhundertsinJena（Zusammenmit

HerrnDr.des.Hans-MartinKr�amer）

2011年10月 「�日本とドイツを結びつけるもの 日独交流150年に寄せて〉日独交流

あれこれ 御雇外国人からブンデスリーガまで」（拓殖大学人文科学研

感謝のことば
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究所公開講座）

2016年7月 「ドイツの過去・現在・未来 歴史から学ぶことの意味」（拓殖大学人文

科学研究所公開講座）

評 論

1984年7月 「『ホロコースト』の放映と西ドイツ社会の反応」『国際地域研究』5号

1988年10月 「ナチスの美術品強奪」『歴史読本ワールド・特集ヒトラーの戦争』Vol.13

1988年12月 「『ワンゼー湖畔の秘密会議』を見る 歴史の映像化とは」『世界』522

号 �芝健介氏と共著�

1989年10月 「ヒトラー生誕100年をめぐって」『歴史読本ワールド・特集20世紀の政

治家たち』Vol.17

1991年6月 「ナチズムの過去と戦後ドイツ」『史海』（東京学芸大学史学会刊）38号

1991年11月 「ドイツの戦後補償 日本の模範か？」『世界』561号

1992年4月 「『補償』への視点 ドイツの戦後補償を参考に」『世界』567号（臨時

増刊：「日朝関係 その歴史と現在」）

1992年7月 「第三帝国と『過去の克服』」望田幸男・三宅正樹編『概説ドイツ史 新版』

有斐閣

1992年7月 「統一ドイツの夢と現実」望田幸男・三宅正樹編『概説ドイツ史 新版』

有斐閣

1992年12月 「日本とドイツ」西川正雄編『もっと知りたいドイツ』弘文堂

1992年11月～1993年12月 「ドイツの戦後補償に学ぶ1～13」『法学セミナー』455号～

468号

1993年 「ドイツの戦後補償立法とその実行について」ベンジャミン・B・フェレ

ンツ『奴隷以下 ドイツ企業の戦後責任』住岡良明・凱風社編集部訳

凱風社

1993年～1994年 「�ドイツの戦後処理をめぐって（上）（中）（下）�」『季刊戦争責任研究』

創刊号～3号

1994年11月 「日本とドイツ 『過去』についての新たな局面 13点の違いを整理す

る」『世界』601号

1994年 「戦後ドイツとナチズムの『過去の克服』 『ナチス犯罪』に対する戦後

責任」『現代史研究』40号

1996年3月 「ドイツの現在 戦後50年が過ぎて」『季刊戦争責任研究』11号

1997年 「戦争責任・戦後責任そして未来責任 ドイツと日本の戦後」『現代日本

の歴史環境 第二次大戦終結50年を顧みて』早稲田大学社会科学研究
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所・研究シリーズ37号

2001年10月 「ドイツ強制労働補償財団の現状と今後の課題」『外国の立法』210号

2001年12月 「ドイツにおける『歴史』への対処」『国際問題』501号

2009年4月 「記憶を未来につなぐ責任 ドイツの戦後補償の今」『世界』789号

2011年 「何がどう異なるのか 日独の間で」佐藤健生/ノルベルト・フライ編

『過ぎ去らぬ過去との取り組み 日本とドイツ』岩波書店

2013年9月 「東京はワイマールではない 68回目の夏に」『世界』847号

2015年1月 「『戦う民主主義』は育っているか 続・東京はワイマールではない」

『世界』864号

2015年7月 「日独伊の戦後処理と戦争責任追及の比較考察」『歴史地理教育』837号

2016年10月 「ドイツの過去・現在・未来 歴史から学ぶことの意味」『拓殖大学論集

人文・自然・人間科学研究』36号

翻訳論考

1995年 クリストフ・クレスマン「二通りの過去 ナチスの過去と東独の過去を

めぐって」『［拓殖大学］大学研究所公開講座シリーズ』2号

2001年12月 「解説と要約」：ウルリヒ・ヘルベルト「『第三帝国』における強制労働と

補償問題」『立命館言語文化研究』第13巻3号

2004年3月 ウルリヒ・ヘルベルト「ドイツの三つの過去 ドイツ現代史をどうとら

えるか」『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』10号

感謝のことば
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平成29年4月1日

拓殖大学研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経済研究所，言語

文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研究所」という。）が刊行する紀要

には，多様な研究成果及び学術情報の発表の場を提供し，研究活動の促進に供することを目的と

する。

（紀要他）

第2条 研究所の紀要は，次の各号のとおりとする。

� 経営経理研究所紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所紀要『拓殖大学 理工学研究報告』

� 人文科学研究所紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

２ 研究所長は，次の事項について毎年度決定する。

� 紀要の『執筆予定表』の提出日

� 投稿する原稿（以下，「投稿原稿」という。）及び紀要の『投稿原稿表紙』の提出日

� 投稿原稿の査読等の日程

（投稿資格）

第3条 紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1名）は，原則として研究所の兼担

研究員および兼任研究員（以下「研究所員」という。）とする。

２ 研究所の編集委員会が認める場合には，研究所員以外も投稿することができる。

（著作権）

第4条 投稿者は，紀要に掲載された著作物が，本学機関リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）

において公開されることおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究

所に委託することを許諾しなければならない。

２ 共同執筆として紀要に掲載する場合には，共同執筆者全員がリポジトリにおいて公開されるこ

とおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究所に委託することにつ

いて承諾し，投稿代表者に承諾書を提出しなければならない。投稿代表者は，共同執筆者全員の

承諾書を投稿する原稿と一緒に研究所に提出しなければならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿原稿は，研究所の紀要執筆要領の指示に従って作成する。

２ 投稿原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。

３ 学会等の刊行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，紀要に投稿すること

はできない（二重投稿の禁止）。
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（原稿区分他）

第6条 投稿原稿区分は，次の表1，2のとおり定める。

２ 投稿原稿区分は，投稿者が選定する。ただし，紀要への掲載にあたっては，査読結果に基づい

て，編集委員会の議を以て，投稿者に掲載の可否等を通知する。

３ 紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成し，投稿した原稿のキー

ワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表や文献の使用あるいは引用は，認めない。

４ 研究所研究助成を受けた研究所員の研究成果発表（原稿）の投稿原稿区分は，原則として論文

とする。

５ 研究所研究助成を受けた研究所員が，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録として

掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

２ 投稿者には，紀要3部を贈呈する。

３ 投稿者が研究所員の場合には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希

望する場合は，超過分について有料とする。

（リポジトリへの公開の停止及び削除）

第8条 投稿者よりリポジトリへの公開の停止及び削除の申し出があった場合または編集委員会が

リポジトリへの公開の停止及び削除が必要と判断した場合には，リポジトリへの公開の停止及び

削除をおこなうことができる。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，編集委員会の議を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営委員会委員長が決定する。

附則

この規則は，平成29年4月1日から施行する。
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表1 投稿原稿区分：経営経理研究所，政治経済研究所，言語文化研究所及び人文科学研究所

�論文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について明確であり，独創

性および学術的価値のある研究成果をまとめたもの。

�研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に準じる）。新しい

方法の提示，新しい知見の速報などを含む。

�抄録
経営経理研究所，政治経済研究所，言語文化研究所，人文科学研究所の研究助成

要領第10項（2）に該当するもの。

�その他

上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（公開講座記録等）については，編集

委員会において取り扱いを判断する。また，編集委員会が必要と認めた場合には，

新たな種類の原稿を掲載することができる。

表2 投稿原稿区別：理工学総合研究所

�論文，�研究速報，�展望・解説，�設計・製図，�抄録（発表作品の概要を含む），�その

他（公開講座記録等）



平成29年4月1日

拓殖大学人文科学研究所紀要

『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』執筆要領

1．発行回数

紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』（以下，「紀要」という）は，原則として年

2回発行する。原稿提出期日および発行は，次のとおりとする（厳守）。

2．執筆予定表

投稿希望者は，研究所が定めた日までに，紀要の執筆予定表に必要事項を記入・捺印し，学務

部研究支援課（以下，「研究支援課」という。）に提出する。

3．使用言語

使用言語は，日本語又は英語とする。ただし，これら以外の言語での執筆を希望する場合は，

事前に人文科学研究所編集委員会（以下，「編集委員会」という）に書面にて申し出て，許可を

受ける。

許可を受けた原稿は，必ず外国語に通じた人の入念な校閲を受けたものに限る。

4．様式

投稿する原稿は，完成原稿とし，原則としてワープロ原稿2部を，編集委員会に提出する。

� ワープロを使用する際は，A4判の白紙片面を縦長に用い，横書きで，1行39文字，1ペー

ジ34行で印字する。その際，天地，左右各30mm程度の余白をとっておく。縦書きの場合

もこれに準ずる。

� 欧文による原稿の場合は，A4判の白紙片面を縦長に用い，天地左右の余白を30mm程度

とり，1行78文字，1ページ34行で印字する。外国語の要約の原稿もこれに倣う。

� 原稿の分量は，本文と注及び図・表を含め，原則として，A4縦版・横書で次のとおりとす

る。なお，日本語以外の言語による原稿の場合もこれに準ずる。

① 日本語および全角文字で記す場合，原則として24,000字以内。

② 欧文の場合，原則として48,000字以内

� 投稿者は，紀要の複数の号にわたり，同一タイトルで投稿を希望することはできない。

ただし，「資料」の場合は，同一タイトルの原稿を何回かに分けて投稿することができる。

その場合は，最初の稿で，記載原稿の全体像と回数を明示しなければならない。

5．原稿

� 原稿区分は，「拓殖大学研究所紀要投稿規則」に記載されているとおりするが，「その他」の

区分，定義については付記のとおりとする。

� 原稿の受理日は，研究支援課に到着した日とする。

� 投稿は，完成原稿の写しを投稿者が保有し，原本を編集委員会宛とする。

� 投稿する原稿とあわせて，「拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究」投稿原稿表紙に必要

事項を記入，「拓殖大学機関リポジトリへの公開等の許諾」に捺印し，原稿提出期日までに添

付する。
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� 原稿は， 6月末日締切 － 10月発行

� 原稿は， 10月末日締切 － 3月発行



6．本文表記

� 本文の構成を章・節・項のように分ける場合，それぞれの表記の仕方は，例えば，章はⅠ・

Ⅱ……，節は1.・2.……，項は1）・2）……などの表記方法があるが，本紀要の場合，執筆者

の研究分野が多岐にわたることを考慮し，とくに定めない。各執筆者が所属する学会の学会誌

などの表記方法に準ずること。

� 数字は算用数字を用いる。数字や欧字は，1字のみの場合を除き，半角とする。

ただし，縦書きの場合に限り，数字は原則として漢数字を用いる。

� 特殊な字体（イタリック・ボールド・ギリシャ文字など）・紛らわしい文字（l�エル�・1

�イチ�・i�アイ�・0�ゼロ�・O�オウ〉など）や大文字・小文字（W とwなど）は，明瞭に

区別できるよう指定する。また，添え字も，上付き・下付きを明瞭に指定する。

� 本文中に文献・資料を引用・参照する場合は，下記の例のように，文献・資料の著者名（姓

のみ）と発表年を示し，必要に応じて関連ページも示す。

青木（2001）は……，上村（2002：50�61）は……，青木・上村（2003）によれば……，…

という説がある（大山 1998：43�52）。……という見解もある（飯田 2003；太田 1999）。青木

ほか（2004）は……，など。

� 本文中に文献・資料の一部を引用する場合は，引用部分を，「 」でくくる，字下げする，活

字ポイントを小さくする，などの方法で表す。

7．図・表・数式の表記および作成

� 図（図には写真も含む）および表は必要最小限にとどめる。とくに，同じデータに関する図

と表の重複は避ける。

� 図および表は，各図・各表ごとに別紙とし，それぞれ，図1・図2… 表1・表2…のように

通し番号を明示し，執筆者名を記入する。

� 図および表のタイトル・説明文・出典などの原稿は，別紙にまとめる。外国語の要約をつけ

た場合は，図・表のタイトルと説明文は，外国語を併記することができる。

� 本文中の図および表の挿入希望位置は，本文原稿の右側余白に記入する。また，図・表の大

きさや体裁について希望がある場合は，本文原稿上に枠で指定するか，おおよその大きさなど

を右側余白に記入しておく。なお，図・表の大きさや体裁は，編集委員会で決める。したがっ

て執筆者の希望に添えない場合もある。

� 図および表を本文中に引用する際は，「図1によれば……」「……は表3に示される」などの

ように示す。

	 図は，黒インクで明瞭に描いたものか，ワープロあるいはコンピューターソフトを使用して

描いたもので，そのまま写真製版が可能なもの（版下原稿）に限る。


 表は，ワープロあるいはコンピューターソフトを使用して作成する。

� 図中や表中の文字や数字の大きさ，図の表現の細かさについては，刷り上がりの大きさで明

瞭に読みとれるよう，縮小率を十分考慮して決める。

� 数式は専用ソフトなどを使用して正確に表現する。数式の上下は1行ずつあける。

8．注とその記載方法

� 注は，本文内容の補足説明を行う場合と，引用・参照した文献・資料の出所を明示する場合

に用いる。

� 本文中の当該箇所の右肩に（ ）でくくった通し番号をつけ，注の内容は，本文のあとに，

通し番号順にまとめて記す。
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9．文献・資料の表示方法

本文で引用・参照した文献・資料を表示する方法としては，本文中には著者の姓と発表年のみ

を記し〈これについては，前ページの本文表記4を参照のこと�，原稿末尾の文献・資料表に詳

しく表示する方法と，本文中には記さず，本文のあとの注に詳しく表示する方法の二つが一般的

である。

� 文献・資料表に表示する場合

① 文献・資料表に，下記の要領で記載する。なお，文献・資料表は，原稿の末尾（注の後ろ）

に掲載する。

a． 学術雑誌など定期刊行物の場合は，著者名・発表年・文献名・定期刊行物名・巻または

号番号・文献の最初と最後のページを明記する。単行本の場合は，著者名・発表年・書名・

出版社（出版所）名を明記する。

b． 著者が複数の場合も，全著者名（姓名）を列記する。

c． 定期刊行物の巻・号番号およびページについては，巻ごとの通しページがある場合は，

巻番号（ゴシック）と通しページを記す。巻ごとに通しページがない場合は，巻番号（ゴ

シック）のあとに号番号を（ ）でくくって示し，号ごとのページを記す。号番号のみの

場合は，（ ）でくくった号番号とページを記す。

② その他の書式（記載順序や方法）については，本紀要の場合，執筆者の研究分野が多岐に

わたることを考慮し，とくに定めない。各執筆者が所属する学会の学会誌などの要領に則っ

て，統一した形式で記すこと。

③ 文献・資料の並べ方は，下記の要領による。

a． 日本語文献・資料，アジア地域言語文献・資料，欧語文献・資料の順に並べる。

b． 日本語文献・資料は，著者名の五十音順に並べる。アジア地域言語文献・資料はそれぞ

れの著者名の当該言語の固有の配列順（あるいはカタカナ表記の五十音順）に並べる。欧

語文献・資料は著者名（姓が先）のアルファベット順に並べる。

c． 同じ著者の文献・資料は発表年の順に並べる。同じ発表年のものが複数ある場合は，本

文の引用順に，a・b……を発表年のあとにつけて並べる。

� 注に表示する場合

① 注の該当箇所に著者名・文献・資料名などを詳しく表示する方式で，この場合は，文献・

資料表を省くことができる。

② 表示例は，以下の通り。

�日本語文献・資料�

小林政吉『宗教改革の教育史的意義』（創文社 1960）p.12. �単行本の場合�

林 泰成「ピーターズのコールバーグ批判」（佐野安仁，吉田謙二編『コールバーグ理論の

基底』世界思想社 1993）p.34. �単行本所収の論文の場合�

石井雅史「コミュニケーションと規則」（日本哲学会編『哲学』第51号 2000）pp.270�272.

�学術雑誌等の掲載論文の場合�

G.ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』宇波彰訳（法政大学出版局 1974）p.25.

�和訳書の場合�

�英文文献・資料�

AlexanderC.Judson,TheLifeofEdmundSpencer（Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945）,p.145. �単行本の場合�

A.H.Bullen（ed.）,TheWorksofFrancisBeaumontandJohnFletcher（Variorum ed.;
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LondonLondon:GeorgeBellandSons,1908）,pp.49�53.�論文集の編者表記の場合�

G.M.Dutcheretal.,GuidetoHistoricalLiterature（NewYork:TheMacmillanCo.,1931）,

p.50. �著者が3名以上の場合�

F.A.Moe,・SchoolRetrenchment,・SchoolReview,XLII（May1934）,p.40.

�学術雑誌等の掲載論文の場合�

JohnCalvin,TheInstitutesoftheChristianReligion,trans.HenryBeverridge（2nded.;

Edinburgh:T.&T.Clark,1895）,Ⅰ,pp.40�45. �英訳書の場合�

�欧文文献・資料の略語の用法�

欧文文献・資料の引用・参照の際によく使われる略語（ loc.cit.,ibid.,op.cit）の用法

を，以下に記す。

loc.cit.同じ文献・資料の同じ箇所を連続して引用する場合に用いる。

ibid. 同じ文献・資料から連続して引用する場合に用いる。その際，前と引用ページが異

なる場合には，当該ページを表示する。

op.cit. 前に挙げた文献・資料に，いくつかの注を隔てた後に，再び言及する場合に用いる。

したがって，この場合は，著者名（姓のみ）とページ数とを必ず表示する。

上記の略語は，単行本と学術雑誌の場合はイタリック体で，論文の場合はローマン体で表

記する。

［ 使用例 ］

� T.M.ParrotandR.H.Ball,AShortViewofElizabethanDrama（NewYork:Charles

Scribner・sSons,1943）,p.190.

� loc.cit.

� ibid.,p.325.

	 E.H.C.Oliphant,ThePlaysofBeaumontandFletcher（NewHaven:YaleUniversity

Press,1927）,p.67.


 ParrotandBall,op.cit.,p.198.

� Oliphant,op.cit.,pp.89�91.

…

その他のよく用いられるページ表記略号（ただし，英文文献・資料の場合）

p.5.＝page5の意味

pp.17f.＝pp.17etseq.とも表す。これはpage17andthefollowingpageの意味

pp.20ff＝pp.20etseq.とも表す。これはpage20andthefollowingpagesの意味

＊欧文文献・資料では，注に示す場合と，文献・資料表に示す場合とでは，著者名などの

表記の仕方が異なる。これについては，以下の例を参照のこと。

�注に示す場合 〉

AlexanderC.Judson,TheLifeofEdmundSpencer（Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945）,p.145.

�文献・資料表に示す場合 〉

Judson,AlexanderC.,TheLifeofEdmundSpencer.Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945．

＊なお，インターネット上の文献・資料を引用・参照する場合は，文献・資料表あるいは

注に，原則として下記の事項を記載する。

執筆者・タイトル・年月日（掲載年月日あるいは更新年月日あるいは取得年月日）・URL
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10．原稿の審査

編集委員会が審査し決定する。その手続きは次の通り。

� 原稿の内容に応じて編集委員以外の査読者を選び，査読を依頼する。それとともに編集委員

の中から担当委員を選ぶ。査読者および担当委員は，原則として各1名とするが，場合により

複数名とすることもある。

� 査読者および担当委員は，論文・研究ノート・抄録・その他については，以下の11項目に

ついて原稿を検討し，査読結果（掲載の可否・原稿種類の妥当性についての意見や原稿に対す

るコメントなど）をまとめ，それを編集委員会に報告する。

① タイトルは内容を的確に示しているか

② 目的・主題は明確か

③ 方法・手法は適切か

④ データは十分か

⑤ 考察は正確かつ十分か

⑥ 先行研究を踏まえているか

⑦ 独創性あるいは学術的価値（資料的価値）が認められるか

⑧ 構成は適切か

⑨ 文章・語句の表現は適切か

⑩ 注や参考文献の表記は，執筆要領に添ったものになっているか

⑪ 図・表の表現は適切か

� 編集委員会は，これらの報告に基づいて，委員の合議により，掲載の可否，原稿種類の妥当

性および次項の「審査結果のお知らせ」に添える文書の内容などを決定する。なお，掲載の可

否については，①このままで掲載，②多少の修正の上で掲載，③大幅な修正が必要，④掲載見

送りの4段階で判定する。③については，執筆者の修正原稿を査読者と担当委員が再査読し，

その結果に基づいて，編集委員会が掲載の可否等を決定する。

� 研究会記録および公開講座記録の原稿については，原則として掲載する。ただし，この場合

も編集委員の中から担当委員を選び，担当委員は上記項目の9）等を検討する。その結果，執

筆者に加筆修正を求めることがある。

11．原稿の審査結果・変更・再提出

� 投稿の採否は，編集委員会の指名した査読者の査読結果に基づいて，編集委員会が紀要への

掲載を決定する。その際に編集委員会は，原稿区分の変更を投稿者に求める場合もある。

� 編集委員会は，査読に基づき，若干の訂正，あるいは書き直しを要請することができる。

また，上記判定を受けた投稿者は，その趣旨に基づいて，原稿を速やかに修正し，再度，編

集委員会に提出する。ただし，査読結果の内容に疑問・異論等がある投稿者は，編集委員会に

その旨を申し出ることができる。

� 投稿者は，投稿を許可された原稿（査読済）を，編集委員会の許可なしに変更してはならな

い。

� 査読の結果，大幅な修正がある場合には，投稿者の修正原稿を編集委員会が再査読し，その

結果に基づいて，編集委員会が紀要への掲載の可否等を決定する。

� 編集委員会が，紀要に掲載しない事を決定した場合は，人文科学研究所長（以下「所長」と

いう）より，その旨を投稿者に通達する。

12．投稿原稿の電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会の査読を経て，修正・加筆などが済み次第，A4版用紙（縦版，横書き）
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にプリントした完成原稿1部と電子媒体を提出する。電子媒体の提出時には，使用OSとソフ

トウェア名を明記する。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿原稿（データ）を保管しておく。

13．校正

投稿した原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，所長，編集委員長が三校を

行う。

この際，投稿者がおこなう校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

また，投稿者は，編集委員会の指示に従い，迅速に校正を行う。

投稿者が，期日までに校正が行われない場合には，紀要への掲載はできない。

14．その他

本執領に定められていない事項については，投稿者（執筆者）と協議の上，編集委員会が判断

する。

15．改廃

本執筆要領の改正は，編集委員会が原案を作成し，本研究所会議の議を経て，所長が決定する。

附則

この要領は，平成18年4月以降に投稿される原稿から適用する。

附則

この要領は，平成26年4月以降に投稿される原稿から適用する。

附則

この要領は，平成29年4月以降に投稿される原稿から適用する。

以 上
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付記：「その他」の区分・定義について

① 研究動向：
ある分野の研究成果を総覧・整理しまとめたもので，研究史・研究の現

状・将来への展望などを論じたもの。

② 調査報告：
ある課題についての文献・アンケート・聞き取り調査などの報告で，調

査の意義が明確なもの。

③ 資 料：
文献・統計・写真など，研究にとっての資料的価値があると思われる情

報を吟味し，それに解説をつけたもの。

④ 討 論：
本紀要に掲載された論文等に対する批判・質問および執筆者からの反論・

回答。

⑤ 研究会記録： 本研究所主催の研究会の講演内容および質疑の概要。

⑥ 公開講座記録： 本研究所主催の公開講座の講演内容の詳細な記録あるいは概要。
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